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  特にご注意いただきたいこと  � ������ � ������

１�ご契約の際は、保険契約申込書および告知書に記載されている
各項目について正しくご記入ください（正しくご記入されていな
い場合には、ご契約が解除となったり、保険金をお支払いできな
いことがありますのでご注意ください。）。
２�保険料の口座振替制度をお申し込みの場合には、お客さまご指
定の金融機関口座から所定の振替期日に保険料を振り替えさせて
いただきます。口座振替により払込みいただいた保険料について
は、損保ジャパン所定の保険料領収証を発行いたしませんので、
振替日（払込日）以降に預貯金通帳へのご記帳によりお確かめくだ
さい。
３�お申し込み後、保険証券がお手元に届くまでは申込書控を保管
してください。保険証券が届きましたら、お申し込みの内容と違
っていないかどうかもう一度よくお確かめください。
４�保険証券が１か月以上経過しても届かないときは、お手数なが
ら損保ジャパンにご照会くださいますようお願いいたします。
５�『「健康状況に関する告知」にあたってご注意いただきたいこと』
および告知書の告知者控は大切に保管してください。
　　なお、お申し込み後や保険金・保険料の払込免除のご請求の際、
告知内容について確認させていただくことがあります。
６�保険金支払事由が生じたとき、または保険料払込の免除事由が
生じたときは、ただちに取扱代理店または損保ジャパンにご連絡
ください。３０日以内にご連絡がない場合は、保険金をお支払いで
きないことや保険料の払込免除ができないことがありますのでご
注意ください。また、保険金の請求と保険料の払込免除の請求は
それぞれでご請求いただく必要がありますのでご注意ください。
　　なお、被保険者（補償の対象となる方）に保険金をご請求でき
ない事情があるとき、または保険契約者に保険料の払込免除をご
請求できない事情があるときは、ご親族のうち損保ジャパン所定
の条件を満たす方が、代理人としてこれらをご請求できる場合が
あります。詳細は取扱代理店または損保ジャパンにお問い合わせ
ください。
７�ご契約者と被保険者が異なる場合には、その方にも本冊子に記
載したことがらをお伝えください。 

　この「ご契約のしおり」は、Ｄｒ．ジャパン（新・長期医療
保険）についての大切なことがらを記載したものです。必ずご
一読いただき、内容をよくご確認のうえ、ご契約くださるよう
お願いいたします。また、ご契約いただいた後は、保険証券と
ともに大切に保管してくださいますようお願いいたします。
　おわかりになりにくい点、お気づきの点がございましたら、
ご遠慮なく取扱代理店またはお近くの損保ジャパンにおたずね
ください。
　損保ジャパンでは皆さまの「安心」を常に考え、サービスの
向上に努めてまいりますので、今後ともお引き立てのほど、よ
ろしくお願い申し上げます。
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　取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまか
らの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料の領収証
の交付、契約の管理業務などの代理業務を行っております。したが
いまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約に
つきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。取
扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を常に承知いたして
おりますので、良き相談相手としてご利用くださるよう、お願いい
たします。

�

　ご契約のお申し込み後であっても、一定期間に限り、ご契約のお
申し込みの撤回（以下、クーリングオフといいます）をすることが
できます。新・長期医療保険は、長期にわたるご契約ですから、お
申し込みに際しましては、十分にご検討いただきますようお願いい
たします。

�１�クーリングオフのお申し出ができる期間 �

　　お客さまがご契約をお申し込みいただいた日またはクーリング
オフの説明書を受領された日のいずれか遅い日から、その日を含
めて８日以内であれば、クーリングオフのお申し出ができます。

�２�クーリングオフのお申し出方法 �

　　上記１�の期間内（８日以内の消印のみ有効）に、損保ジャパ
ンの本社（記入例をご参照ください）に必ず郵便でご通知くださ
い。
［注１］　ご契約を取り扱った代理店・仲立人では、クーリングオ

フのお申し出を受け付けることはできませんのでご注意く
ださい。

［注２］　すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかか
わらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そ
のお申し出の効力は生じないものとします。

�３�お払込みになった保険料の取扱い �

　　クーリングオフのお申し出をされた場合には、すでにお払込み
いただいた保険料は、すみやかにお客さまにお返しいたします。ま
た、損保ジャパンおよび取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリ
ングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。
　　ただし、保険期間の開始日以降にクーリングオフのお申し出を

◆ 代理店の役割 ◆

◆ 契約申し込みの撤回（クーリングオフ）について ◆
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される場合は、保険期間の開始日（開始日以降に保険料をお払込
みいただいたときは、損保ジャパンが保険料を受領した日）から
クーリングオフのお申し出までの期間に相当する保険料を、日割
りでお支払いいただくことがあります。

�４�クーリングオフのお申し出ができないご契約 �

　　次のご契約は、クーリングオフのお申し出ができませんのでご
注意ください。
盧　営業または事業のためのご契約
盪　法人または社団・財団等が締結したご契約
蘯　質権が設定されたご契約
盻　保険金請求権等が担保として第三者に譲渡されたご契約
眈　通信販売特約により申し込まれたご契約

�５�ご通知いただく事項 �

　　クーリングオフのお申し出をされる場合は、「郵便はがき」に
次の事項をご記入のうえ、郵便でご通知ください。
盧　ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言
盪　ご契約を申し込まれた方の住所、氏名・捺印、電話番号、勤
務先（会社の団体等で加入の場合）
蘯　ご契約を申し込まれた年月日
盻　ご契約を申し込まれた保険の次の事項
①　保険種類
②　証券番号（申込書控の右上に記載してあります）
③　領収証番号（証券番号が不明の場合にのみご記入ください。
領収証の右上に記載してあります）

眈　ご契約を取り扱った代理店・仲立人名

�  
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（株）損害保険ジャパン  御中

下記の保険契約のクーリングオフを

申し出ます。

契約者住所

氏　　　名

電 話 番 号

契約申込日

保 険 種 類

証 券 番 号

（領収証番号

取扱代理店名
・仲立人名

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇 〇 〇 〇 賤　 

〇〇〇－〇〇〇〇

勤 務 先 〇〇〇〇〇

平成〇年〇月〇日

〇〇〇〇保険

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇－〇〇〇〇）

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

盧

盪

蘯

盻

眈

（記 入 例）
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　引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もし
くは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める
手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、ご契約時にお
約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結された
り、金額が削減されることがあります。
　この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、
引受保険会社が経営破綻した場合には、保険金・解約返れい金等の
９割（注）までが補償されます。
（注）　破綻後の予定利率見直し等により、９割を下回ることがあり

ます。また、保険期間が５年を超え、主務大臣が定める率より
高い予定利率が適用されている契約については、追加で引き下
げとなることがあります。

�

　損保ジャパンは、不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐ
とともに、保険金の適正なお支払いを確保するため、保険契約や保
険金請求に関する事項を（社）日本損害保険協会へ登録します。
　損害保険会社等の間では、登録情報により、保険契約や保険金請
求の状況について確認を行い、保険契約の存続または保険金のお支
払いの参考とします。

�

■個人情報の取扱いに関する事項
当社は、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、
本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等当社の取り扱う
商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行う
ために利用するほか、下記盧から眈まで、その他業務上必要とす
る範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
盧　当社が、上記業務のために、業務委託先（保険代理店を含む）、
保険仲立人、預金口座振替に係る金融機関、医療機関、保険金
の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれ
らの者から提供を受けることがあること。
盪　当社は、本契約に関する保険引受や保険金支払の可否を判断
するために、損保ジャパンひまわり生命保険株式会社からその
保有する個人情報の提供を受けることがあること。また、当社
は、損保ジャパンひまわり生命保険株式会社に対して、その保
険引受や保険金支払の可否の判断に資するため、本契約に関す

◆ 引受保険会社が経営破綻した場合等について ◆

◆ ご契約内容、事故報告内容の登録および確認について ◆

◆ 個人情報の取扱いに関する事項 ◆

－　－３



る個人情報を提供することがあること。
蘯　当社が、保険制度の健全な運営のために、（社）日本損害保
険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供
もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けること
があること。
盻　当社が、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、再
保険会社等に提供を行うこと（再保険会社等から他の再保険会
社等への提供を含む。）があること。
眈　当社が、グループ企業や提携先企業に提供を行い、当該企業
がその取り扱う商品等の案内または提供を行うことがあるこ
と。
なお、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）につ
いては、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利
用しません。
当社の個人情報保護宣言、当社のグループ企業や提携先企業、等
については当社のホームページ（http://www.sompo-japan.co.jp）を
ご覧くださるか、下記の窓口までお問い合わせ願います。
お問い合わせ窓口：株式会社損害保険ジャパン　お客さまフリーダイヤル
　　　　電話番号　０１２０－８８８－０８９
　　　　受付時間　月～金　９：００～２０：００
　　　　　　　　　土・日・祝日　９：００～１７：００（１２月３１日～１月３日は休業）

�

　払い込まれた保険料は、所得税および住民税の生命保険料控除の
対象になります。（平成２０年３月現在）

�１�生命保険料控除の対象となる契約および保険料 �

盧　生命保険料控除の対象となる契約
　　保険金の受取人が本人またはその配偶者もしくはその他の親
族となっている個人契約
盪　生命保険料控除の対象となる保険料
　　当年中（１月から１２月まで）に払い込まれた保険料の合計額

�２�所得税および住民税の生命保険料控除 �

盧　所得税の生命保険料控除（平成２０年３月現在）

◆ 生命保険料控除について ◆
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�
盪　住民税の生命保険料控除（平成２０年３月現在）

�
�３�控除の手続き �

　　生命保険料控除を受けるためには申告が必要です。損保ジャパ
ンは、保険料控除証明書を発行し、ご契約者にお送りしています
（団体扱、集団扱、集金扱のご契約は、団体宛にお送りすること
があります。）。
　　この生命保険料控除証明書を年末調整または確定申告の際、所
定の申告書に添付して控除を受けていただきます。

�

１�ご契約者（保険契約者）
　　ご契約の当事者（保険料をお支払いいただく方）で、保険契約
上のいろいろな権利・義務を持たれる方のことです。
２�被保険者
　　保険契約の補償の対象となる方のことです。
３�保険料
　　ご契約いただく保険契約の内容に応じて、ご契約者にお支払い
いただく掛け金のことです。
４�払込期日
　　保険料のお支払い期日をいい、口座振替でお支払いいただく場
合には金融機関所定の振替日が払込期日となります。
５�保険金
　　被保険者が所定のお支払事由に該当されたときに、保険会社が
お支払いする補償額のことです。
６�保険金額・保険金日額　　
　　ご契約いただいた保険契約で保険金をお支払いする事由に該当
されたときに、保険会社がお支払いする保険金の額のことです。
７�保険期間

 控除される金額年間正味払込保険料
全　　額 ２５�０００円以下のとき

年間正味払込保険料×１/２＋１２�５００円２５�０００円超 ５０�０００円以下のとき
年間正味払込保険料×１/４＋２５�０００円５０�０００円超１００�０００円以下のとき

一律　５０�０００円１００�０００円超のとき

 控除される金額年間正味払込保険料
全　　額　　　　　１５�０００円以下のとき

年間正味払込保険料×１/２＋ ７�５００円１５�０００円超４０�０００円以下のとき
年間正味払込保険料×１/４＋１７�５００円４０�０００円超７０�０００円以下のとき

一律　３５�０００円７０�０００円超のとき

◆ 用語のご説明 ◆
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　　ご契約いただいた保険契約で保険会社が補償する期間のことで
す。
８�責任開始期
　　申し込まれたご契約の補償が開始される時のことです。
９�告知義務
　　保険のご契約時に、保険会社に対して重要な事実を申し出てい
ただく義務、あるいは重要な事項について事実を偽って申し出て
はならないという義務のことです。

１０�契約年齢
　　保険期間の初日における被保険者の満年齢のことです。
１１�解約
　　ご契約者からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向か
って失わせることです。

１２�解除
　　保険会社からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向か
って失わせることです。

１３�無効
　　ご契約いただいた内容のすべての効力を、保険期間の初日に遡
って失うことです。

１４�失効
　　ご契約いただいた契約・特約が効力を失うことです。
１５�消滅
　　保険契約締結後に被保険者が死亡したことにより、ご契約いた
だいた契約が消滅することです。

１６�普通保険約款
　　ご契約いただいた保険の内容について、原則的な事項を定めた
ものです。

１７�特約
　　普通保険約款に定められた事項を補充または変更する特別な場
合、およびその補充・変更の内容を定めたものです。

１８�保険証券
　　ご契約の保険金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載
したものです。

１９�解約返れい金
　　ご契約を解約された場合に、保険会社が、ご契約者にお支払い
する返れい金のことです。

－　－６



�

�１�保険金の種類および保険金をお支払いする場合 �

蚋普通保険約款第３条（Ｐ�２５）、入院一時金支払特約第３条（Ｐ�４７）、三大疾
病診断保険金支払特約第４条（Ｐ�４９）、女性特定疾病担保特約第３条
（Ｐ�５４）、退院後通院保険金支払特約第３条（Ｐ．６３）、退院一時金支払特約
第３条（Ｐ．６６）

Dr.ジャパン（新・長期医療保険）の概要Ⅰ
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 お支払いする額保険金をお支払いする場合
種　
　

類

保
険
金
の

 ご 契 約 さ れ た
疾病入院保険金日額

×
入院日数

＊１回の入院（※１）につき、保険
証券記載の疾病入院保険金支払
限度日数を限度とします。（保
険期間を通じて１�０９５日が限度
となります。）

　被保険者が保険期間中に、責任開
始期以後に発病した疾病の治療を目
的とする入院をしたとき。

疾
病
入
院
保
険
金

 １回の手術につき
 ご 契 約 さ れ た
疾病入院保険金日額

×
手術の種類に応じた
所定の倍率（※２）

なお、手術の種類によっては
回数制限があります。

　被保険者が保険期間中に、責任開
始期以後に発病した疾病の治療を直
接の目的とする所定の手術を受けた
とき。

疾
病
手
術
保
険
金

 ご 契 約 さ れ た
傷害入院保険金日額

×
入院日数

＊１回の入院（※１）につき、保険
証券記載の傷害入院保険金支払
限度日数を限度とします。（保
険期間を通じて１�０９５日が限度
となります。）

　被保険者が保険期間中に、責任開
始期以後に発生した急激かつ偶然な
外来の事故による傷害の治療を目的
とする入院をしたとき。

傷
害
入
院
保
険
金

 １回の手術につき
 ご 契 約 さ れ た
傷害入院保険金日額

×
手術の種類に応じた
所定の倍率（※２）

なお、手術の種類によっては
回数制限があります。

　被保険者が保険期間中に、責任開
始期以後に発生した急激かつ偶然な
外来の事故による傷害の治療を直接
の目的とする所定の手術を受けたと
き。

傷
害
手
術
保
険
金

 ご 契 約 さ れ た
入院一時金 保険金額

＊１回の入院（※１）について１回
限りとなります。

　疾病入院保険金または傷害入院保
険金が支払われる入院をしたとき。

入
院
一
時
金（
特
約
）
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 お支払いする額保険金をお支払いする場合
種　
　

類

保
険
金
の

 ご契約された
 三大疾病診断
 保 険 金 額

＊ただし、保険金をお支払いした
場合、この特約は失効するた
め、お支払いは保険期間を通じ
て１回限りとなります。

　被保険者が保険期間中に、次のい
ずれかに該当したとき。（※３）

盧　初めてがんと診断確定されたと
き。ただし、責任開始期からその
日を含めて９１日目以降に該当した
場合に限ります。

盪　急性心筋こうそくを発病し、初
めて診療を受けられた日からその
日を含めて６０日以上または死亡す
るまで労働の制限を必要とする状
態が継続したと医師によって診断
された場合。

蘯　脳卒中（くも膜下出血・脳内出
血・脳こうそく）を発病し、初め
て診療を受けられた日からその日
を含めて６０日以上または死亡する
まで他覚的な神経学的後遺症が継
続したと医師によって診断された
場合。

三
大
疾
病
診
断
保
険
金
（
特
約
）

 ご 契 約 さ れ た
 女性特定疾病入院
 保 険 金 日 額

×
入院日数

＊疾病入院保険金が支払われない
入院日については、女性特定疾
病入院保険金もお支払いされま
せん。

　被保険者が保険期間中に次の条件
のすべてを満たす入院をしたとき。
盧　主契約の疾病入院保険金の支払
事由に該当する入院であること。

盪　この特約の責任開始期以後に発
病した所定の女性特定疾病（※４）

を直接の原因とする入院であるこ
と。

蘯　所定の女性特定疾病の治療を目
的とすること。

女
性
特
定
疾
病
入
院
保
険
金
（
特
約
）

１回の手術につき
 ご 契 約 さ れ た
女性特定疾病入院
 保 険 金 日 額

×
手術の種類に応じた
所定の倍率（※５）

なお、手術の種類によっては
回数制限があります。

　被保険者が保険期間中に次の条件
のすべてを満たす手術を受けたとき。
盧　主契約の疾病手術保険金の支払
事由に該当する手術であること。

盪　この特約の責任開始期以後に発
病した所定の女性特定疾病を直接
の原因とする手術であること。

蘯　所定の女性特定疾病の治療を直
接の目的とする所定の手術（※５）

であること。

女
性
特
定
疾
病
手
術
保
険
金
（
特
約
）
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 お支払いする額保険金をお支払いする場合
種　
　

類

保
険
金
の

ご 契 約 さ れ た
退院後通院保険金日額

×
通院日数

＊１回の通院責任期間につき、
　３０日を限度とします。　　　

　被保険者が保険期間中に疾病入院
保険金が支払われる入院の後に、次の
条件のすべてを満たす通院をしたとき。
盧　この特約の責任開始期以後に発
病した疾病を直接の原因とする入
院の後の通院であること。

盪　当該入院の原因となった疾病の
治療を目的とした通院であること。
蘯　１回の入院（※１）につき、最初
の入院の開始日に始まり、最後の
入院の退院日の翌日からその日を
含めて、１２０日を経過した日に終
わる期間（｢通院責任期間｣）中に
行われた通院であること。ただし、
１回の入院について、最初の入院
開始日からその日を含めて１�０００
日を経過した日の翌日以降の通院
に対しては、お支払いしません。

（注）　被保険者が平常の業務に従事
することまたは平常の生活に支
障がない程度に疾病がなおった
とき以降の通院に対しては、保
険金をお支払いしません。

疾
病
退
院
後
通
院
保
険
金
（
特
約
）

ご 契 約 さ れ た
退院後通院保険金日額

×
通院日数

＊１回の通院責任期間につき、
　３０日を限度とします。　　　

　被保険者が保険期間中に傷害入院
保険金が支払われる入院の後に、次の
条件のすべてを満たす通院をしたとき。
盧　この特約の責任開始期以後に発
生した事故による傷害を直接の原
因とする入院の後の通院であること。
盪　当該入院の原因となった傷害の
治療を目的とした通院であること。
蘯　１回の入院（※１）につき、最初
の入院の開始日に始まり、最後の
入院の退院日の翌日からその日を
含めて、１２０日を経過した日に終
わる期間（「通院責任期間」）中に
行われた通院であること。ただし、
１回の入院について、最初の入院
開始日からその日を含めて１�０００
日を経過した日の翌日以降の通院
に対しては、お支払いしません。

（注）　被保険者が平常の業務に従事
することまたは平常の生活に支
障がない程度に傷害がなおった
とき以降の通院に対しては、保
険金をお支払いしません。

傷
害
退
院
後
通
院
保
険
金
（
特
約
）



※１　「１回の入院」
　　　入院が終了した日から、その日を含めて１８０日までの期間中に、同一の疾
病（医学上密接な関係があると損保ジャパンが認めた疾病を含みます。）また
は傷害により再入院されたときは、前後の入院を合わせて１回の入院とみな
します。保険金をお支払いするべき入院中に、保険金をお支払いするべき他
の疾病を被ったときは、当初の入院と他の疾病による入院を合わせて１回の
入院とみなします。

※２　対象となる手術については、普通保険約款別表１「対象となる手術および
倍率」（Ｐ�４１）をご覧ください。

※３　三大疾病については、三大疾病診断保険金支払特約別表１「悪性新生物、
急性心筋梗塞、脳卒中」（Ｐ�５２）をご覧ください。

※４　主な女性特定疾病は次のとおりです。
■悪性新生物
子宮がん、乳がん、胃がん、直腸がん、肝臓がん、肺がん、骨肉腫、
白血病　など
■特定の良性新生物
子宮筋腫
良性新生物（乳房・子宮・卵巣・腎・腎盂・尿管・膀胱・甲状腺）など
■その他の特定疾病
甲状腺腫、クッシング症候群、卵巣機能障害、鉄欠乏性貧血、紫斑病、
血小板機能障害、低血圧症、慢性リウマチ性心疾患、胆石症、胆のう障害、
ネフローゼ症候群、慢性腎不全、膀胱炎、腎結石、尿管結石、乳房の障害、
女性生殖路の障害、流産、妊娠の合併症、分娩の合併症、産じょくの合併
症、リウマチ性多発筋痛、慢性関節リウマチ　など
＊詳細については、女性特定疾病担保特約別表１「女性特定疾病」（Ｐ�５６）
をご覧ください。

※５　対象となる手術については、女性特定疾病担保特約別表２「女性特定疾病
手術倍率表」（Ｐ�６０）をご覧ください。 
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 お支払いする額保険金をお支払いする場合
種　
　

類

保
険
金
の

ご 契 約 さ れ た
退院一時金保険金額

＊１回の入院（※１）について
　１回限りとなります。　　

　被保険者が保険期間中に、次の条
件のすべてを満たす入院をした後、
生存している状態で退院したとき。
盧　疾病入院保険金または傷害入院
保険金の支払事由に該当する入院
であること。

盪　この特約の責任開始期以後に発
病した疾病または発生した事故に
よる傷害を直接の原因とするこ
と。

蘯　入院日数が継続して２０日以上で
あること。ただし、１回の入院（※１）

について、最初の入院開始日から
その日を含めて１�０００日を経過し
た日の翌日以降の退院に対して
は、保険金をお支払いしません。

退
院
一
時
金
（
特
約
）



�２�保険金をお支払いできない主な場合 �

蚋普通保険約款第３条（Ｐ�２５）

�３�責任開始期前に発病した疾病・発生した事故による傷害 �

蚋普通保険約款第３条（Ｐ�２５）、入院一時金支払特約第３条（Ｐ�４７）、女性特
定疾病担保特約第３条（Ｐ�５４）、退院後通院保険金支払特約第３条（Ｐ�６３）、
退院一時金支払特約第３条（Ｐ�６６）

�

　　責任開始期より前（注）に発病した疾病・発生した事故による傷害については保
険金をお支払いできません。
　　ただし、責任開始期より前に発病した疾病・発生した事故による傷害であっ
ても、責任開始期から２年を経過した後に入院を開始または手術を受けた場合
は、その入院または手術については保険金をお支払いします。
（注）医師の診断による発病の時をいいます。ただし、先天性異常については、

医師の診断によりはじめて発見された時をいいます。
　　特別な条件付き（「特定疾病等不担保特約」付帯）でのお引き受けの場合、上

△ ★

△ ★

責任開始期

凡例　△：疾病・傷害を被ったとき
　　　★：入院開始日

……×（お支払い対象外）

……○（お支払い対象）

－　－１１

お支払いできない主な場合保険金の種類

盧　故意、自殺・犯罪・闘争行為、刑の執行
盪　 頸 部症候群（いわゆる「むちうち症」）、腰痛

けい

などで医学的他覚所見のないもの
蘯　戦争、暴動（テロ行為を除きます。）（※）
盻　核燃料物質および放射能汚染（※）

眈　地震・噴火・津波（※） など
　（※）の事由により保険金の支払いに該当した被
保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及
ぼす影響が少ないと損保ジャパンが認めたとき
は、その程度に応じ、保険金の全額を支払いまた
はその金額を削減して支払うことがあります。

〈共通〉
疾病入院保険金
疾病手術保険金
傷害入院保険金
傷害手術保険金
入院一時金
三大疾病診断保険金
女性特定疾病入院保険金
女性特定疾病手術保険金
疾病退院後通院保険金
傷害退院後通院保険金
退院一時金

盧　麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナ
ー等の使用、薬物依存・アルコール依存

盪　妊娠または出産（ただし正常分娩でないと認
められる場合を除きます。） など

疾病入院保険金
疾病手術保険金
入院一時金
三大疾病診断保険金
女性特定疾病入院保険金
女性特定疾病手術保険金
疾病退院後通院保険金
退院一時金

盧　自動車、原動機付自転車の無資格運転または
酒気を帯びた状態での運転による事故

盪　外科的手術その他の医療処置（ただし、保険
金を支払うべき傷害を治療する場合を除きま
す。）

蘯　精神障害の状態を原因とする事故 など

傷害入院保険金
傷害手術保険金
入院一時金
傷害退院後通院保険金
退院一時金



記に加え、以下にご留意ください。
※１「特定疾病等不担保特約（不担保期間２年間用）」が付帯されたご契約の場合
　責任開始期から２年以内に発病した保険証券記載の疾病（群）による支払
事由について保険金をお支払いできません。

※２「特定疾病等不担保特約」が付帯されたご契約の場合
　保険証券記載の疾病（群）による支払事由について、全保険期間を通じて、
保険金をお支払いできません。

�４�予定利率による保険料の変更 �

蚋予定利率による保険料の変更に関する特約（Ｐ�７０）
　　この契約には「予定利率による保険料の変更に関する特約」が適用され、ご
契約後に市場金利にしたがって定められる標準予定利率が上昇した場合に、自
動的に保険料が引き下げられます（標準予定利率が低下した場合でも、保険料
が引き上げられることはありません。）。
盧　契約時の保険料に適用される予定利率
　　１�５％
盪　保険料変更の仕組みについて
①　市場金利の指標
・主務官庁の告示によって定められている標準予定利率を指標とします。
・この標準予定利率は、直近金利水準を含めた中長期トレンドを反映した
利率であり、保険会社が新規契約の保険料に適用する予定利率を決定す
る際に基準とするものです。

【標準予定利率の変更の概要】
　　毎年１０月１日を基準日とし、その基準日における１０年国債応募者利回り
の最近３年間平均と１０年間平均のいずれか低い方に一定の安全率係数を適
用して算出される利率が、直近の標準予定利率と比較して０�５％以上乖離
した場合は、基準日の翌年４月１日から標準予定利率（０�２５％刻み）が変
更されます。
②　保険料を変更する時期（保険料決定日）と変更方法
　　保険料を変更する時期（保険料決定日）は、ご契約後３年ごとに迎える
保険期間の初日応当日となります。保険料決定日に適用される標準予定利
率が、それまで保険料に適用されてきた標準予定利率より高い場合に、当
該年度以降の保険料が、この標準予定利率によって算出した保険料に引き
下げられます。
※なお、市場金利が上昇しても、標準予定利率が引き上げられない場合
は、保険料は引き下げられません。

③　保険料変更期間
イ�保険料払込期間が「終身払」の場合
　　契約年齢が５０歳以下の方は６５歳まで、契約年齢が５１歳以上の方は保険
期間の初日から１５年間とし、保険料変更期間終了後、保険料は下がりま
せん。

ロ�保険料払込期間が「短期払（６０歳払済または６５歳払済）」の場合
　　保険料払込期間と同一とします。
④　上限予定利率
　　保険料に適用する予定利率が３�０％に達した場合、それ以降、保険料は
下がりません。
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蘯　保険料変更例

�
盻　保険料が変更されない場合
　　次のいずれかに該当するとき以降は、保険料は変更されません。
①　保険料の払込みが免除されたとき
②　保険期間の中途で将来分の保険料のすべてが一括して前納されたとき
眈　変更のご連絡
　　保険料が変更される場合は、「変更後の保険料」および「この保険料に適用
される予定利率」を書面によってご連絡いたします。 

〈ご契約例〉
●契約年齢　30歳
●払込方法　月払
●無解約返れい金期間　終身
●入院保険金日額　5,000円
●入院一時金　５万円
●「三大疾病による保険料の払込免除に関する特約」、「予定利率によ
　る保険料の変更に関する特約」付帯

●保険期間　終身
●払込期間　終身
●低解約返れい金割合　設定なし
●１入院支払限度日数　60日

標
準
予
定
利
率
が
上
が
っ
た
ら

保
険
料
が
下
が
り
ま
す

契約時の
予定利率
1.5%

２%に
アップ

2.5%に
アップ

３%に
アップ

契約時の
月々の保険料
2,975円

2,785円
にダウン

2,615円
にダウン

2,465円
にダウン

保険料

ご契約 保険料
変更

保険料
変更

保険料
変更

★３％が上限となります
保険料に適用する標準予
定利率が３％に達した場
合、それ以降、保険料は
変更されません。

★保険料見直しのサイ
クルは３年です
ご契約後３年ごとに迎え
る保険期間の初日応当日
に見直されます。

（注１）　上記の保険料は、〈ご契約例〉にご加入のものです。実際の保険
料の変更額、引き下げ率は、ご契約年齢やご契約条件によって異
なります。

（注２）　上記の予定利率の推移は例示であり、将来の予定利率および保
険料の変更をお約束するものではありません。

（注３）　予定利率が上昇した場合の保険料の引き下げ率は、通常、契約
年齢が高くなるにつれて小さくなり、また、三大疾病による保険
料の払込免除に関する特約を付帯した場合より付帯しない場合に
小さくなるなど、ご契約条件によって異なります。このため、保
険料の引き下げ率が上記の例の水準よりも小さくなることがあり
ます。

－　－１３



�

蚋普通保険約款第８条（Ｐ�３０）、第９条（Ｐ�３０）、三大疾病による保険料の払
込免除に関する特約（Ｐ�７１）

　　被保険者が、責任開始期以後、以下のいずれかに該当した場合、損保ジャパ
ンは、保険料払込の免除事由が生じた日の属する月の翌月以降に到来する保険
証券記載の払込期日に払込むべき保険料の払込を免除します。ただし、責任開
始期より前に発病した疾病・発生した事故による傷害については、保険料の払
込みを免除しません。

�
※１　「所定の高度障害状態」については、普通保険約款別表３「対象となる高

度障害状態」（Ｐ�４４）をご覧ください。
※２　「所定の身体障害状態」については、普通保険約款別表４「対象となる身

体障害の状態」（Ｐ�４４）をご覧ください。
※３　「三大疾病」については、三大疾病による保険料の払込免除に関する特約

別表１「悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中」（Ｐ�７３）をご覧ください。

５�保険料の払込免除

保険料の払込免除が
されない主な場合　

保険料の払込免除がされる場合

「三大疾病による保険料
の払込免除に関する特
約」を付帯した契約（※３）

全契約共通

　次のいずれかの事由に
より左記の払込免除の
事由が生じた場合。
盧　故意、自殺・犯罪・
闘争行為、刑の執行
盪　自動車、原動機付自
転車の無資格運転また
は酒気を帯びた状態で
の運転による事故
蘯　麻薬、大麻、あへん、
覚せい剤またはシンナ
ー等の使用、薬物依
存・アルコール依存
盻　精神障害の状態を原
因とする事故
眈　地震・噴火・津波（※４）

眇　戦争、暴動（テロ行
為を除きます。）（※４）

眄　核燃料物質および放
射能汚染（※４） など

盧　初めてがんと診断確
定された場合。ただ
し、責任開始期からそ
の日を含めて９１日目以
降に該当した場合に限
ります。

盪　急性心筋こうそくを
発病し、初めて診療を
受けられた日からその
日を含めて６０日以上労
働の制限を必要とする
状態が継続したと医師
によって診断された場
合。

蘯　脳卒中（くも膜下出
血・脳内出血・脳こう
そく）を発病し、初め
て診療を受けられた日
からその日を含めて６０
日以上他覚的な神経学
的後遺症が継続したと
医師によって診断され
た場合。

盧　疾病または傷害に
より、所定の高度障
害状態（※１）になっ
た場合。
盪　傷害により、所定
の身体障害状態（※2）

になった場合。
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※４　眈から眄の事由により保険料払込の免除事由に該当した被保険者の数の
増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと損保ジャパンが認
めたときは、保険料の払込免除をすることがあります。

�

蚋初回保険料の口座振替に関する特約（Ｐ�７４）
　　初回保険料の口座振替に関する特約を付帯したご契約のスケジュールは以下
のとおりとなります。
盧　お申込日（所定のご契約手続きをしていただいた日）の翌月１日が保険期
間の初日（保険開始日）となります。
盪　お申込日の翌月の２６日頃（各金融機関により異なります。）が初回保険料の
口座振替日となります。
　　ただし、事務手続き等により、振替開始が１か月遅れる場合があります。
この場合、振替開始日に初回保険料および第２回保険料の２回分の保険料を
一度に（年払の場合には初回保険料を）引落しさせていただきます。なお、
この場合には、振替開始月の中旬に損保ジャパンよりご案内いたします。

�
�

　

�７�保険料の払込み、猶予期間、払込みがない場合の解除について�

蚋普通保険約款第１１条（Ｐ�３１）、第１２条（Ｐ�３２）、初回保険料の口座振替に関
する特約（Ｐ�７４）

　　初回保険料の口座振替に関する特約を付帯したご契約の場合、以下のとおり
となります。
盧　保険料は、払込期日にご指定の口座から振替させていただきます。
盪　払込期日までに保険料のお支払いがない場合は、払込期日の翌月末日まで
を猶予期間とします。
　　猶予期間中に保険料をお支払いいただけない場合は、保険契約を払込期日
から（※１）解除します。ただし、保険料のお支払いがなかったことにお客さ
まの故意や重大な過失（※２）がなかったと損保ジャパンが認めた場合には、
猶予期間を払込期日の翌々月の２５日まで延長します。
蘯　猶予期間中に保険料をお支払いいただけない場合は、払込期日の翌日以

６�初回保険料口座振替のご契約スケジュール

お申込月 翌　月 ２か月目 ３か月目

１日 26日頃 26日頃 26日頃

保険開始日
（保険料はこの日の満年齢
で計算します）　　　

初回保険料
口座振替日

第２回保険料
口座振替日

第３回保険料
口座振替日

お申込み

【月払のご契約のスケジュール】

お申込月 翌　月 ２か月目 ３か月目

１日 中旬 26日頃 26日頃

保険開始日
（保険料はこの日の満年齢
で計算します）　　　

口座振替開始の
ご案内葉書の送付

初回保険料、第２回
保険料口座振替日　
（２回分引落し）

第３回保険料
口座振替日

お申込み

【月払のご契約で初回保険料口座振替日が１か月遅れた場合のスケジュール】
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降（※３）に生じた保険金支払事由については、保険金をお支払いいたしません。
※１　初回保険料をお支払いいただけない場合は、保険期間の初日から解除と

なります。
※２　重大な過失とは、当該ご契約において、過去にも残高不足による口座振

替の再請求に対して引落しができなかったこと等がある場合をいいます。
※３　初回保険料をお支払いいただけない場合は、保険期間の初日以降となり

ます。

�
　

�８�ご契約の復活 �

蚋普通保険約款第１５条（Ｐ�３３）
　　第２回以降の保険料を猶予期間内にお支払いいただけない場合は保険契約が
解除されますが、保険契約が解除された場合でも、猶予期間の満了後１年以内
であれば、所定の手続きをとっていただいたうえで損保ジャパンの承認を得
て、ご契約を復活させることができます。　
盧　復活請求可能期間
　　保険料の払込に関する猶予期間満了日の翌日から１年間
盪　手続の内容
・復活請求書および契約復活に関する告知書をご提出いただきます。
・復活のご請求に対し、損保ジャパンがこれを承認した場合には、損保ジャ
パンが指定した復活日の前日までに未払込保険料を一括してお払込みいた
だきます。

　　復活日の前日までにお支払いいただけない場合は、ご契約を復活できませ
ん。
蘯　復活による責任開始期
　　復活による責任開始期は、復活請求書および契約復活に関する告知書を提
出いただき、所定の手続きが完了し、損保ジャパンが承認した日の翌月１日
の午後４時となります。
※　解約を請求された場合や、被保険者の健康状態等によっては復活できな
い場合があります。

�９�ご契約タイプの変更 �

　　保険期間の中途でのご契約タイプの変更は取扱いしていません。

８　月 ９　月 10　月

8/26 9/30 10/25

払込期日
猶予期間

××

×

（故意・重過失がない場合）
猶予期間延長

（例）保険料払込期日が８月26日の場合

8/26に遡って解除

（保険料のお支払いなし） （保険料のお支払いなし）

（保険料のお支払いなし）
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�１０�ご契約の消滅 �

蚋普通保険約款第１７条（Ｐ�３３）、第２３条（Ｐ�３６）
　　被保険者が保険契約締結の後に死亡された場合は、当該保険契約は消滅しま
す。なお、保険料払込期間終了後の場合、解約返れい金と同額の返れい金を保
険契約者（保険契約者が被保険者と同一の場合には法定相続人）にお支払いし
ます。

� 　

　　三大疾病診断保険金支払特約の保険金を支払ったときは、この特約は失効し
ます。なお、特約失効後は、この特約部分における返れい金（解約返れい金を
含む）はありません。

�

蚋普通保険約款第２２条（Ｐ�３５）、三大疾病診断保険金支払特約（Ｐ�４９）
　　解約返れい金は、保険料払込期間ごとに以下のとおりとなります。

�
※１　この契約は「無解約返れい金期間」を設定することにより当該期間の解

約返れい金がありませんので、この契約の保険料は「無解約返れい金期間」
を設定しない場合に比べ低廉になっています。

※２　この契約は「低解約返れい金割合３０％」とすることにより、解約返れい
金の額を低く設定していますので、この契約の保険料は低解約返れい金割
合を適用しない場合に比べ低廉になっています。

※３　保険料払込期間終了後の解約に対する解約返れい金は保険契約者にお支
払いします。「三大疾病診断保険金支払特約」付帯のご契約については、そ
の特約の保険金をお支払いした場合、当該特約は失効します。またこの場
合、当該特約部分の解約返れい金はありません。

１１�三大疾病診断保険金支払特約の失効

１２�解約返れい金

保険料払込期間が「短期払（６０歳
払済または６５歳払済）」の場合

保険料払込期間が「終身払」の
場合

①「保険料払込期間＝無解約返れい金期
間」（※１）となりますので、保険料払込
期間中は、解約返れい金はありません。
②「低解約返れい金割合３０％」（※２）となり
ますので、保険料払込期間終了後の解約
返れい金の額は、低解約返れい金割合を
適用しない場合の３０％となります。（※３）

「保険期間＝無解約返れい金期
間」（※１）となりますので、保険期
間を通じて、解約返れい金はあり
ません。
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【解約返れい金と払込保険料累計額との関係】
　保険料払込期間が「短期払」のご契約を保険料払込期間終了後に解約された
場合は、解約返れい金が発生します。払込まれた保険料の累計額に対する解約
返れい金の目安は次のとおりです。

�
※保険金の種類、ご解約時の年齢ごとの解約返れい金の額につきましては、
Ｐ．９８～Ｐ．１０２の「解約返れい金計算表」をご参照ください。

 

40 50 60 70 80 90

200 
180 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0

（万円）

払込保険料累計額
解約返れい金

（歳）

解約返れい金と払込保険料累計額との関係

＜ご契約例＞
蘆契約年齢　40歳 蘆保険期間　終身
蘆払込方法　月払 蘆払込期間　60歳払済
蘆無解約返れい金期間　60歳まで 蘆低解約返れい金割合　30%
蘆入院保険金日額　5,000円 蘆１入院支払限度日数　120日
蘆入院一時金　５万円
蘆「三大疾病による保険料の払込免除に関する特約」、「予定利率による
　保険料の変更に関する特約」付帯
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�

１�保険契約申込書・告知書に「ご記名・ご押印」または「ご署名」をなさる前
に下記事項をご確認ください。 蚋普通保険約款第１８条（Ｐ�３４）
盧　告知の重要性について（告知義務等）
・被保険者には、健康状態等について告知をしていただく義務（告知義務）
があります。
・告知書にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行うう
えで重要な事項となります。
・被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態など「告知書」で損保ジャパン
がおたずねすることについて、必ず被保険者ご本人（注）が事実を「ありのま
まに」「正確に」「もれなく」ご記入（告知）ください。
（注）　告知時に被保険者の年齢が１５歳未満の場合は親権者、後見人登録さ

れている場合は後見人・保佐人・補助人が、被保険者の健康状態等を
ご確認のうえ、ご記入ください。

　　また、団体扱・集団扱・集金扱契約の場合で、被保険者が申込人の親
族（申込人の同居の親族および申込人が扶養する別居の親族）の場合
は、被保険者の健康状態等をご確認のうえ、申込人が代理告知を行う
ことができます。

・口頭でお話しされただけでは、告知していただいたことにはなりませんの
でご注意ください。
・損保ジャパンまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。
・責任開始期から２年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態などについて損
保ジャパンに告知いただいた内容が不正確であることが判明した場合は、
「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。
　また、責任開始期から２年を経過していても、責任開始期から２年以内に
保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が発生していた場合には、
ご契約が解除になることがあります。
・解除となった場合、「保険金の支払事由」が発生している場合でも保険金を
お支払いできず、また保険料の払込みを免除できません。
　ただし、「保険金の支払事由」が発生している場合で、「保険金の支払事由」
と「解除原因となった事実」に因果関係がないときは、保険金をお支払い
いたします。（「保険料の払込免除」についても同様の取扱いとなります。）
・なお、「告知義務違反」としてご契約が解除になった場合、すでに払込みい
ただいた保険料はお返しいたしません。
※次の場合にも、保険金をお支払いできず、また、保険料の払込みを免除で
きないことがあります。この場合、責任開始期からの経過年数は問いませ
ん。
・詐欺等による「保険契約の無効」の場合
・他の同種の保険契約（同一被保険者について、入院に対して定額の保険金
が支払われる損害保険契約・生命保険契約（医療保険、がん保険、傷害保
険、各種商品の入院特約などで、損保ジャパンおよび他社で契約されたご
契約）をいいます。）について告知いただいた内容が不正確であることが判
明した場合 など
・ご契約のお引き受けについて、告知いただいた内容により、下記①～③の
いずれかとさせていただきます。

ご契約時に次のことにご注意くださいⅡ
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①　特別な条件を付けずにお引き受けいたします。
②　特別な条件付きでお引き受けいたします。（「特定の疾病（群）につい
て補償対象外とする条件付き（特定疾病等不担保特約付帯）」でのお引き
受けとなります。）

③　今回はお引き受けできません。
・お申込後や保険金・保険料免除のご請求の際、告知内容について確認させ
ていただくことがあります。

盪　保険契約申込書の記載にあたって、被保険者の契約年齢、性別については
十分ご注意ください。契約年齢は、保険期間の初日における満年齢です。ま
た、他の同種の保険契約（同一被保険者について、入院に対して定額の保険
金が支払われる損害保険契約・生命保険契約（医療保険、がん保険、傷害保
険、各種商品の入院特約などで、損保ジャパンおよび他社で契約されたご契
約）をいいます。）がある場合にはご契約時にお申し出ください。

２�保険契約締結の際、次の事実のいずれかがあるときは、保険契約は無効とな
ります。
蚋普通保険約款第１６条（Ｐ�３３）、第２７条（Ｐ�３７）、保険金受取人指定特約
（Ｐ�９４）
盧　保険契約に関し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に
詐欺の行為があったとき。
盪　保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者がすでに支払事由も
しくは保険料払込の免除事由またはそれらの原因が発生していたことを知っ
ていたとき。
蘯　被保険者の保険期間の初日における実際の年齢が、この保険の引受対象年
齢の範囲外であったとき。
盻　保険契約者が法人となる契約で、保険金受取人を指定する際に被保険者の
同意を得なかったとき。

３�「三大疾病診断保険金支払特約」および「三大疾病による保険料の払込免除に
関する特約」は、責任開始期前にがんと診断確定されていた場合、これらの特
約は無効となります。
蚋三大疾病診断保険金支払特約第７条（Ｐ�５１）、三大疾病による保険料の払込
免除に関する特約第７条（Ｐ�７２）

４�保険金受取人の指定 蚋保険金受取人指定特約（Ｐ�９４）
　　本保険の保険金受取人は被保険者本人ですが、法人がご契約者となり、その
法人の役職員が被保険者となる場合、ご契約締結の際に、被保険者の同意を得
て、保険金受取人をご契約者である法人に指定することができます。
＊ご契約後であっても、被保険者の同意を得て保険金の受取人を指定すること
や契約時に指定した保険金の受取人を変更することができます。
◆告知に関してご不明な点がある場合は、下記までご連絡ください。

�
株式会社損害保険ジャパン　お客さま　告知相談窓口

　　薔獏 0120-668-308
【受付時間】◆平日／９時から１７時

（土日祝日および１２/３１～１/３は営業しておりません。）
※この電話番号は、Dr.ジャパン（新・長期医療保険）の告知相談窓口とな
ります。
　他の商品についてのお問い合わせは、現在受付いたしておりませんの
で、ご了承ください。（平成２０年３月現在）
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�

� 　

 蚋普通保険約款第１９条（Ｐ�３５）
　　ご契約後にご住所またはご通知先を変更されたときは、取扱代理店または損
保ジャパンにご連絡ください（通知義務）。ご通知いただかないと、重要なお知
らせやご案内ができないことになります。

� 　

 蚋普通保険約款第２４条（Ｐ�３７）
盧　ご契約後、保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得て、保険
契約上の権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
盪　保険契約締結の後、保険契約者が死亡したときは、その死亡した保険契約
者の死亡時の法定相続人が保険契約上の一切の権利および義務を継承するも
のとします。
※　これらの変更が生じた場合には、遅滞なく損保ジャパンまたは取扱代理店
にご連絡ください。

� 　

　　保険金の支払事由に該当する等の被保険者の数が著しく増加した場合におい
ても、保険期間の中途においてこの契約の保険料を改定しません。

�

　 蚋団体扱保険料分割払特約（一般Ａ）（Ｐ�７５）など
　　退職・脱退されたり、加入されている企業・集団・団体でのご契約者数が１０
名未満になったときは、それ以降初めて到来する保険期間の初日応当日（※）以
降、保険料および払込方法が変更となります。
（※）　保険期間の初日から起算した１年ごとの期日

� 　

 蚋普通保険約款第２０条（Ｐ�３５）
　　次のいずれかに該当したときは、保険契約を解除することがあります。
盧　保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金等を詐取す
る目的または他人に保険金等を詐取させる目的で支払事由またはその原因を
生じさせたこと（未遂を含みます。）が判明した場合
盪　保険金等の請求に関し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべ
き者に詐欺の行為があったことが判明した場合
蘯　重複保険契約によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過
大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
盻　盧から蘯のほか、損保ジャパンがこの保険契約を解除する相当の理由があ
ると認めた場合

�

蚋普通保険約款第４条（Ｐ�２８）、第１０条（Ｐ�３１）
　　保険金支払事由が生じたとき、または保険料払込の免除事由が生じたとき

ご契約後、次のことにご注意くださいⅢ

１�ご住所・ご通知先の変更

２�保険契約者の変更

３�保険料の変更

４�団体扱・集団扱・集金扱の場合の注意点

５�重大事由による解除

６�保険金の支払事由および保険料払込の免除事由が生じたときの通知
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は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンにご連絡ください。３０日以内にご
連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことや保険料の払込免除ができ
ないことがありますのでご注意ください。また、保険金の請求と保険料の払込
免除の請求はそれぞれで請求いただく必要がありますのでご注意ください。
　　なお、被保険者に保険金を請求できない事情があるとき、または保険契約者
に保険料の払込免除を請求できない事情があるときは、ご親族のうち損保ジャ
パン所定の条件を満たす方が、代理人としてこれらを請求できる場合がありま
す。詳細は取扱代理店または損保ジャパンにお問い合わせください。

�
�

蚋普通保険約款第５条（Ｐ�２９）、第１０条（Ｐ�３１）、第２８条（Ｐ�３８）
盧　被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の支払を受けようとする
とき、または保険契約者が保険料の払込免除の請求をするときは、損保ジャ
パン所定の書類を提出してください。なお、保険金の請求および保険料の払
込免除の請求に必要な書類は普通保険約款の別表２（Ｐ�４３）をご参照くださ
い（別表２に掲げる書類以外の書類の提出を求めることもあります。）。
（注）　保険金、保険料払込免除等のご請求は、支払事由または保険料払込み
の免除事由発生日の翌日からその日を含めて３年を過ぎますと、その権利
がなくなりますのでご注意ください。

盪　被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払
を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の方がその事情を示す書
類をもって損保ジャパンに申し出て、損保ジャパンの承認を得たうえで、被
保険者の代理人として保険金を請求することができます。
①　被保険者と同居または生計を共にする配偶者
②　①に規定する方がいない場合または①に規定する方に保険金を請求でき
ない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする３親等内
の親族
③　①および②に規定する方がいない場合または①および②に規定する方に
保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外
の３親等内の親族

蘯　保険契約者に保険料払込免除をご請求できない事情があるときは、盪の
「被保険者」を「保険契約者」、「保険金」を「保険料払込免除」に読み替え
て適用します。

夜間・休日事故サービスセンター

�
【受付時間】◆土日祝日（１２月３１日から１月３日を含みます。）／２４時間
　　　　　　  ◆平日夜間／１７時から翌日９時
※上記受付時間外は、取扱代理店またはお近くの損保ジャパンにご連絡く
ださい。

㈱損保ジャパン・ハートフルライン

薔獏 0120-727-110

７�保険金および保険料払込免除のご請求の手続き
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■補償の追加に関する特約条項
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■健康状況に関する告知による引受条件に関する特約条項

特定疾病等不担保特約条項  ………………………………………………………６９
特定疾病等不担保特約条項（不担保期間２年間用）  …………………………７０

■保険料の変更・払込免除に関する特約条項

予定利率による保険料の変更に関する特約条項  全契約自動付帯   ………７０
三大疾病による保険料の払込免除に関する特約条項  …………………………７１

■保険料の払込方法に関する特約条項

初回保険料の口座振替に関する特約条項  ………………………………………７４
団体扱保険料分割払特約条項（一般Ａ）  ………………………………………７５
団体扱保険料分割払特約条項（一般Ｂ）  ………………………………………７８
団体扱保険料分割払特約条項（一般Ｃ）  ………………………………………８０
団体扱保険料分割払特約条項  ……………………………………………………８２
団体扱保険料分割払特約条項（口座振替用）  …………………………………８４
団体扱保険料一括払特約条項  ……………………………………………………８６
集団扱に関する特約条項  …………………………………………………………８９
団体による集金扱に関する特約条項  ……………………………………………９１

■その他の特約条項

通信販売に関する特約条項  ………………………………………………………９３
保険金受取人指定特約条項  ………………………………………………………９４
継続契約の取扱に関する特約条項  ………………………………………………９５

※　 全契約自動付帯  と記載された特約条項以外は、ご契約タイプ、保険料の
払込方法等により付帯される特約条項が異なります。

　　ご契約後、ご契約に付帯されている特約条項は、保険証券でご確認くださ
い。

◆ 約款・特約条項目次 ◆
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第１章　責任開始期および責任終期

第１条（当会社の責任開始期および責任終期）
①　当会社の責任開始期は、保険証券記載の保険期間（以下「保険期間」といい
ます。）の初日の午後４時（保険証券にこれと異なる時刻が記載されているとき
は、その時刻）とし、責任終期は、保険期間の末日の午後４時（保険期間が終
身の場合は、保険証券記載の被保険者（以下「被保険者」といいます。）が死亡
した時）とします。
②　前項の時刻は、保険証券発行地の標準時によるものとします。
③　第１項の規定にかかわらず、保険期間が開始した後に、当会社が一時払保険
料または第１回保険料を領収した時は、その時を当会社の責任開始期としま
す。

第２章　 用 語 の 定 義

第２条（用語の定義）
　　この約款において、次の各号の用語の意味は、それぞれ次の各号の定義に従
うものとします。
盧　傷害
　　被保険者が急激かつ偶然な外来の事故（以下「事故」といいます。）によっ
て被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒
物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症
状（継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。）を
含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性中毒は含みません。
盪　疾病
　　被保険者が被った前号の傷害以外の身体の障害をいいます。
蘯　疾病を被った時
　　医師（被保険者が医師である場合には、被保険者以外の医師をいいます。
以下同様とします。）の診断による発病（以下「発病」といいます。）の時を
いいます。ただし、先天性異常については、医師の診断により初めて発見さ
れた時をいいます。
盻　傷害を被った時
　　傷害の原因となった事故発生の時をいいます。
眈　病院または診療所
　　次のイ�またはロ�のいずれかに該当するものをいいます。
イ�医療法に定める日本国内にある病院または診療所。ただし、介護保険法
に定める介護療養型医療施設を除きます。
ロ�前記イ�の場合と同等と当会社が認めた日本国外にある医療施設
眇　入院
　　医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病
院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをい
います。ただし、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊
手術および治療処置をともなわない人間ドック検査等による入院は除きま
す。
眄　手術
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　　病院または診療所における別表１に定めるいずれかの種類に該当する手術
をいいます。

第３章　 当会社の支払責任

第３条（当会社の支払責任）
①　当会社は、次表に従い保険金を支払います。なお、この場合の保険金受取人
は被保険者とします。
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保険金を支払わない事由支 払 額

保険金を支払う
場合（以下「支
払事由」といい
ます。）

保険金
の種類

＜疾病入院保険金、
疾病手術保険金、傷
害入院保険金および
傷害手術保険金＞
　次のいずれかの事
由により疾病または
傷害を被ったとき。
ただし、眇から眞ま
での事由により保険
金の支払事由に該当
した被保険者の数の
増加が、この保険の
計算の基礎に及ぼす
影響が少ないと当会
社が認めたときは、
その程度に応じ、保
険金の全額を支払い
またはその金額を削
減して支払うことが
あります。
盧　保険契約者（保
険契約者が法人で
あるときは、その
理事、取締役また
は法人の業務を執
行するその他の機
関）または被保険
者の故意
盪　保険金を受け取
るべき者（保険金
を受け取るべき者
が法人であるとき
は、その理事、取
締役または法人の
業務を執行するそ

＜疾病入院保険金お
よび疾病手術保険
金＞
　次のいずれかの事
由により疾病を被っ
たとき。
盧　被保険者の麻薬、
大麻、あへん、覚
せい剤またはシン
ナー等の使用。た
だし、治療を目的
として医師が用い
た場合は、この限
りでありません。
盪　被保険者の妊娠
または出産。ただ
し、当会社が正常
分娩でないと認め
た場合には、この
限りでありませ
ん。
蘯　被保険者の薬物
依存またはアルコ
ール依存

保険証券
記載の疾
病入院保
険金日額
×

入院日数

　被保険者が保
険期間中に次の
条件のすべてを
満たす入院をし
たとき。
盧　責任開始期
以後に発病し
た疾病を直接
の原因とする
こと。

盪　疾病の治療
を目的とする
こと。

蘯　入院日数が
継続して、保
険証券記載の
入院条件日数
以上であるこ
と。

 
疾

病

入

院

保

険

金
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　の他の機関）の故
意。ただし、その
者が保険金の一部
の受取人である場
合には、他の者が
受け取るべき金額
については、この
限りでありませ
ん。
蘯　被保険者の自殺
行為、犯罪行為ま
たは闘争行為
盻　被保険者に対す
る刑の執行

眈　 頸 部症候群（い
けい

わゆる「むちうち
症」）、腰痛その他
の症状で、被保険
者が当該症状を訴
えている場合であ
っても、それを裏
付けるに足りる医
学的他覚所見のな
いもの（当該症状
の原因のいかんを
問いません。）
眇　地震もしくは噴
火またはこれらに
よる津波
眄　戦争、外国の武
力行使、革命、政
権奪取、内乱、武
装反乱その他これ
らに類似の事変も
しくは暴動（この
約款においては、
群衆または多数の
者の集団の行動に
よって、全国また
は一部の地区にお
いて著しく平穏が
害され、治安維持
上重大な事態と認
められる状態をい
います。）
眩　核燃料物質（使
用済燃料を含みま
す。この号におい
て、以下同様とし
ます。）もしくは核
燃料物質によって

１回の手
術につき
保険証券
記載の疾
病入院保
険金日額
に手術の
種類に応
じて別表
１に定め
る倍率を
乗じた額

　被保険者が保
険期間中に次の
条件のすべてを
満たす手術を受
けたとき。
盧　責任開始期
以後に発病し
た疾病を直接
の原因とする
手術であるこ
と。

盪　疾病の治療
を直接の目的
とすること。

 
疾

病

手

術

保

険

金

＜傷害入院保険金お
よび傷害手術保険
金＞
　次のいずれかの事
由により傷害を被っ
たとき。
盧　被保険者が法令
に定められた運転
資格（運転する地
における法令によ
るものをいいま
す。）を持たない
で、自動車もしく
は原動機付自転車
（以下「自動車等」
といいます。）を運
転している間、ま
たは道路交通法第
６５条第１項に定め
る酒気を帯びた状
態で自動車等を運
転している間、ま
たは麻薬、大麻、
あへん、覚せい
剤、シンナー等の
影響により正常な
運転ができないお
それがある状態
で、自動車等を運
転している間に生
じた事故
盪　被保険者の外科
的手術その他の医

保険証券
記載の傷
害入院保
険金日額
×

入院日数

　被保険者が保
険期間中に次の
条件のすべてを
満たす入院をし
たとき。
盧　責任開始期
以後に発生し
た事故による
傷害を直接の
原因とするこ
と。

盪　傷害の治療
を目的とする
こと。

蘯　入院日数が
継続して、保
険証券記載の
入院条件日数
以上であるこ
と。

 
傷

害

入

院

保

険

金



②　前項に規定する保険金の支払額の計算にあたって、保険金の支払条件の変更
があった場合には、被保険者が入院を開始した時の支払条件により算出された
保険金の額と疾病または傷害を被った時の支払条件により算出された保険金の
額のうち、いずれか低い額を支払います。
③　この保険契約による被保険者の疾病入院保険金および傷害入院保険金の支払
限度は次のとおりとします。
盧　疾病入院保険金
イ�１回の入院につき、保険証券記載の疾病入院保険金支払限度日数としま
す。
ロ�継続された保険期間を通じた支払限度は、保険証券記載の疾病入院保険
金通算支払限度日数とします。

盪　傷害入院保険金
イ�１回の入院につき、保険証券記載の傷害入院保険金支払限度日数としま
す。
ロ�継続された保険期間を通じた支払限度は、保険証券記載の傷害入院保険
金通算支払限度日数とします。

④　被保険者が疾病入院保険金の支払事由に該当する入院を２回以上し、かつ、
それぞれの入院の直接の原因となった疾病が同一または医学上密接な関係があ
ると当会社が認めたときは、１回の入院とみなして前項の規定を適用します。
ただし、疾病入院保険金が支払われることとなった最終の入院の退院日からそ
の日を含めて１８０日を経過した日の翌日以降に開始した入院については、新た
な入院とみなします。
⑤　被保険者が傷害入院保険金の支払事由に該当する入院を２回以上し、かつ、
それぞれの入院の直接の原因となった事故が同一であるときは、１回の入院と
みなして第３項の規定を適用します。また、前項ただし書の規定は、この場合
においても準用します。
⑥　被保険者が転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書
類があり、かつ、当会社がこれを認めたときは、継続した１回の入院とみなし
て第３項の規定を適用します。
⑦　被保険者が疾病入院保険金の支払事由に該当する入院を開始したときに、異
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　汚染された物（原
子核分裂生成物を
含みます。）の放射
性、爆発性その他
の有害な特性また
はこれらの特性に
よる事由
眤　眇から眩までの
事由に随伴して生
じた事由またはこ
れらにともなう秩
序の混乱に基づい
て生じた事由
眞　眩以外の放射線
照射または放射能
汚染

　療処置。ただし、
当会社が保険金を
支払うべき傷害を
治療する場合に
は、この限りであ
りません。
蘯　被保険者の精神
障害の状態を原因
とする事故

１回の手
術につき
保険証券
記載の傷
害入院保
険金日額
に手術の
種類に応
じて別表
１に定め
る倍率を
乗じた額

　被保険者が保
険期間中に次の
条件のすべてを
満たす手術を受
けたとき。
盧　責任開始期
以後に発生し
た事故による
傷害を直接の
原因とする手
術であるこ
と。

盪　傷害の治療
を直接の目的
とすること。

 
傷

害

手

術

保

険

金



なる疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる疾病を併発した場合
は、その入院開始の直接の原因となった疾病により、継続して入院したものと
みなして、第１項の疾病入院保険金の規定を適用します。
⑧　被保険者が傷害入院保険金の支払事由に該当する入院中に、新たに他の傷害
を被ったとしても、当会社は重複して傷害入院保険金を支払いません。
⑨　被保険者が疾病入院保険金および傷害入院保険金の支払事由に該当しない入
院中に、疾病入院保険金の支払事由に該当する他の疾病を被った場合または傷
害入院保険金の支払事由に該当する他の傷害を被った場合で、その疾病または
傷害について入院の必要があると当会社が認めたときは、その疾病または傷害
を被ったときに入院したものとみなして、第１項の規定を適用します。
⑩　被保険者が疾病入院保険金または傷害入院保険金の支払事由に該当する入院
中に、この保険契約の保険期間が満了したときには、その満了時以降に継続し
ている入院は、保険期間中の入院とみなして、第１項の規定を適用します。
⑪　被保険者が、次の各号のいずれかに該当した場合には、第１項の疾病手術保
険金または傷害手術保険金の規定にかかわらず、別表１に定める倍率の最も高
いいずれか１種類の手術についてのみ疾病手術保険金または傷害手術保険金を
支払います。
盧　時期を同じくして疾病手術保険金の支払事由に該当する２種類以上の手術
を受けた場合
盪　時期を同じくして傷害手術保険金の支払事由に該当する２種類以上の手術
を受けた場合

⑫　被保険者が責任開始期前に発病した疾病または発生した事故による傷害を直
接の原因として入院を開始した場合または手術を受けた場合でも、責任開始期
の属する日から起算して２年を経過した後に入院を開始したときまたは手術を
受けたときは、その入院または手術は、責任開始期以後の原因によるものとみ
なして、第１項の規定を適用します。
⑬　保険金支払の対象となっていない身体の障害の影響によって、保険金を支払
うべき疾病または傷害の程度が加重されたことにより、当会社の支払うべき額
が増加する場合には、当会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を決
定して、保険金を支払います。
⑭　正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保
険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことに起因して、保険金を支払う
べき疾病または傷害の程度が加重されたことにより、当会社の支払うべき額が
増加する場合も、前項と同様の方法で支払います。

第４章　保険金の請求、支払時期および支払場所

第４条（支払事由該当の通知）
①　保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者、被保険者または保険金を受
け取るべき者（これらの者の代理人を含みます。この条において、以下同様と
します。）は、保険金の支払事由が生じた日からその日を含めて３０日以内に、疾
病または傷害の内容および程度等の詳細を当会社に通知しなければなりませ
ん。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたとき
は、これに応じなければなりません。
②　保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当
な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明につい
て知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、当
会社は、保険金を支払いません。
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第５条（保険金の請求）
①　被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者の代理人を含みます。
この条において、以下同様とします。）が、保険金の支払を受けようとするとき
は、別表２に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりませ
ん。
②　当会社は、別表２および次項の書類以外の書類の提出を求めることができま
す。
③　被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、第１項の規定に
より保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の各号に
掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出
て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求するこ
とができます。
盧　被保険者と同居または生計を共にする配偶者
盪　前号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求で
きない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする３親等内
の親族
蘯　前２号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求
できない事情がある場合には、第１号以外の配偶者または前号以外の３親等
内の親族

④　前項の規定による被保険者の代理人からの保険金請求に対して、当会社が保
険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保
険金を支払いません。
⑤　被保険者または保険金を受け取るべき者が、第１項もしくは第３項の規定に
違反したときもしくは第２項の書類を提出しなかったとき、または第１項から
第３項に規定する提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不
実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第６条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求）
①　当会社は、第４条（支払事由該当の通知）の規定による通知または前条の規
定による請求を受けた場合で、当会社が必要と認めたときは、当会社の指定す
る医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を、保険契約者、
被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者の代理人を含みます。こ
の条において、以下同様とします。）に対して求めることができます。
②　前項の規定による診断または死体の検案（死体について、死亡の事実を医学
的に確認することをいいます。）のために要した費用（収入の喪失を含みませ
ん。）は、当会社が負担します。
③　第１項の規定による当会社の求めに対し、保険契約者、被保険者または保険
金を受け取るべき者が正当な理由がなくこれに応じなかったときは、当会社
は、保険金を支払いません。
第７条（保険金の支払時期および支払場所）
①　当会社は、被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者の代理人を
含みます。）が第５条（保険金の請求）の規定による手続をした日からその日を
含めて３０日以内に保険金を支払います。ただし、当会社が特別な事情によりこ
の期間内に必要な調査を終えることができないときは、これを終えた後、遅滞
なく保険金を支払います。
②　前項の規定による保険金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除い
ては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
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第５章　 保険料払込の免除

第８条（保険料払込の免除）
①　被保険者が次の各号のいずれかの障害状態（以下「保険料払込の免除事由」
といいます。）に該当した場合は、当会社は、保険料払込の免除事由が生じた日
の属する月の翌月以降に到来する保険証券記載の払込期日（以下「払込期日」
といいます。）に払い込むべき保険料の払込を免除します。
盧　責任開始期以後に発病した疾病または発生した事故による傷害を直接の原
因として、保険料払込期間中に別表３に定める高度障害状態（以下「高度障
害状態」といいます。）に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生
じていた障害状態に責任開始期以後の疾病または傷害（責任開始期前にすで
に生じていた障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない疾病
または傷害に限ります。）を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状
態に該当したときを含みます。
盪　責任開始期以後に発生した事故による傷害を直接の原因として、保険料払
込期間中に別表４に定める身体障害の状態（以下「身体障害の状態」といい
ます。）に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状
態に、責任開始期以後の傷害（責任開始期前にすでに生じていた障害状態の
原因となった傷害と因果関係のない傷害に限ります。）を原因とする障害状態
が新たに加わって身体障害の状態に該当したときを含みます。

②　前項の規定により保険料の払込が免除された場合には、保険料は以後の払込
期日ごとに払込があったものとして取り扱います。
③　第１項の規定により払込が免除されるべき保険料のうちすでに払い込まれた
保険料がある場合には、当会社は、その保険料を保険契約者に返還します。
第９条（保険料の払込を免除しない場合）
①　被保険者が次の各号に掲げるいずれかの事由により、保険料払込の免除事由
が生じた場合には、当会社は、保険料の払込を免除しません。
盧　保険契約者（保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法
人の業務を執行する他の機関）または被保険者の故意
盪　被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
蘯　被保険者が法令に定められた運転資格（運転する地における法令によるも
のをいいます。）を持たないで自動車等を運転している間、または道路交通法
第６５条第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間に生じ
た事故
盻　被保険者の麻薬、あへん、大麻、覚せい剤またはシンナー等の使用。ただ
し、治療を目的として医師が用いた場合は、この限りでありません。
眈　被保険者に対する刑の執行
眇　被保険者の薬物依存またはアルコール依存
眄　被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
眩　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
眤　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに
類似の事変または暴動
眞　核燃料物質（使用済燃料を含みます。この号において、以下同様としま
す。）もしくは核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みま
す。）の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事由
眥　前３号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に
基づいて生じた事由
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眦　第１０号以外の放射線照射または放射能汚染
②　前項第８号から第１２号までの事由によって保険料払込の免除事由が生じた被
保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が
認めたときは、保険料の払込を免除することがあります。
第１０条（保険料払込免除の請求）
①　保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者（これら
の者の代理人を含みます。次項、第６項および第８項において、同様としま
す。）は、保険料払込の免除事由が生じた日からその日を含めて３０日以内に、疾
病または傷害の内容および程度等の詳細を当会社に通知しなければなりませ
ん。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたとき
は、これに応じなければなりません。
②　保険契約者または被保険者が当会社の認める正当な理由がなく前項の規定に
違反したとき、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げな
かったときもしくは不実のことを告げたときは、当会社は、保険料の払込を免
除しません。
③　保険契約者（この者の代理人を含みます。次項において、同様とします。）が、
保険料払込の免除を受けようとするときは別表２に掲げる書類のうち当会社が
求めるものを提出しなければなりません。
④　保険契約者が、前項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知って
いる事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は保
険料の払込を免除しません。
⑤　保険契約者に保険料払込の免除を請求できない事情がある場合で、かつ、第
３項の規定による保険契約者の代理人がいないときは、次の各号に掲げる者の
いずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の
承認を得たうえで、保険契約者の代理人として保険料払込の免除を請求するこ
とができます。
盧　保険契約者と同居または生計を共にする配偶者
盪　前号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険料払込の免
除を請求できない事情がある場合には、保険契約者と同居または生計を共に
する３親等内の親族
蘯　前２号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険料払込の
免除を請求できない事情がある場合には、第１号以外の配偶者または前号以
外の３親等内の親族

⑥　当会社は、第１項の規定による通知または第３項の規定による請求を受けた
場合で、当会社が必要と認めたときは、当会社が費用を負担して、当会社の指
定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を、保険契約者または被保険者
に対して求めることができます。
⑦　前項の規定による診断のために要した費用（収入の喪失を含みません。）は、
当会社が負担します。
⑧　第６項の規定による当会社の求めに対し、保険契約者または被保険者が正当
な理由がなくこれに応じなかったときは、当会社は、保険料の払込を免除しま
せん。

第６章　 保険料の払込および保険契約の復活

第１１条（保険料の払込）
①　保険契約者は、この保険契約の締結と同時に一時払保険料または第１回保険
料を払い込み、第２回以降の保険料については、払込期日までに払い込まなけ
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ればなりません。
②　前項の規定にかかわらず、第２回以降の保険料の払込については、払込期日
の属する月の翌月末までを猶予期間とします。
③　第２回以降の保険料が猶予期間内に払い込まれないときは、当会社は、その
払込期日の翌日以降に生じた支払事由に対しては、保険金を支払いません。
④　保険契約者が前項の第２回以降の保険料の払込みを怠ったことについて故意
および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、第２項の
規定中「翌月末」とあるのを「翌々月の２５日」と読み替えてこの条の規定を適
用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して当会社が別に定め
る額をあわせて請求できるものとします。
⑤　第２回以降の保険料が猶予期間内に払い込まれないときは、当会社は、書面
により保険証券記載の保険契約者の住所（第１９条（保険契約者の住所変更に関
する通知義務）第１項の規定による通知があった場合はその住所または通知先
をいいます。）にあてた通知をもって、この保険契約を払込期日から将来に向か
って解除することができます。
⑥　前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者にあ
てた通知をもって保険契約者に対する通知とみなします。
盧　第２４条（保険契約者の変更）第３項の規定によりこの保険契約上の権利お
よび義務を承継した保険契約者が明らかでないとき。
盪　同項の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者
全員の所在が明らかでないとき。
蘯　前２号のほか、正当な理由により保険契約者に通知できないとき。
⑦　猶予期間中に保険金の支払事由が生じた場合には、当会社は、支払うべき保
険金から未払込保険料を差し引くことができるものとします。この場合、当会
社の支払うべき保険金の額が未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、
その猶予期間の満了する時までに未払込保険料を払い込まなければなりませ
ん。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は保険金を支払いま
せん。
⑧　猶予期間中に保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、その猶
予期間の満了する時までに未払込保険料を払い込まなければなりません。この
未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は免除事由の発生により免除
すべき保険料の払込を免除しません。
第１２条（口座振替）
①　保険契約者は、保険契約締結の際に、次の各号に定める条件をいずれも満た
している場合は、第２回以降の保険料を口座振替により払い込むことができま
す。
盧　保険契約者の指定する口座（以下「指定口座」といいます。）が、提携金融
機関（当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいい
ます。以下同様とします。）に設定されていること。
盪　当会社へ損害保険料口座振替依頼書の提出がなされていること。
②　前項の場合、払込期日は提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。
ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替
による保険料の払込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社
は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
③　第１項において、保険契約者が第２回保険料を払い込むべき払込期日までに
その払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座
振替請求が行われなかったことによる場合においては、第３回保険料の払込期
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日を当該第２回保険料の払込期日とみなします。ただし、口座振替請求が行わ
れなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
④　保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れて
おかなければなりません。
第１３条（保険料払込方法または保険料払込期間の変更）
　　保険契約者は、当会社が承認した場合に限り、保険証券記載の保険料払込方
法（以下「保険料払込方法」といいます。）または保険料払込期間を変更するこ
とができます。
第１４条（保険料の前納）
①　保険料払込方法が一時払以外の場合において、保険契約者は、当会社所定の
方法により、将来到来する払込期日の保険料のすべてを一括して前納すること
ができます。
②　前項の規定により前納する保険料については、当会社の定める方法により計
算します。
③　保険料の払込を要しなくなった場合には、前２項の規定により前納された保
険料のうち保険料の払込を要しなくなった部分に相当する額を、当会社の定め
る方法により保険契約者に返還します。
第１５条（保険契約の復活）
①　保険契約者は、第２回以降の保険料が猶予期間内に払い込まれないときは、
猶予期間の満了日の翌日からその日を含めて１年以内は、当会社の承認を得
て、保険契約を復活させることができます。ただし、保険契約者が、第２１条（解
約）の規定により解約を請求した場合には、保険契約を復活させることはでき
ません。
②　保険契約者が前項の復活を請求するときは、以下の書類を提出しなければな
りません。
盧　当会社所定の復活請求書
盪　被保険者についての当会社所定の告知書
③　当会社が第１項の復活を承認したときは、保険契約者は、当会社の指定した
日（以下「復活日」といいます。）の前日までに払込期日が到来している未払込
保険料を一括して当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。未払
込保険料が復活日の前日までに払い込まれなかった場合には、復活がなかった
ものとして取り扱います。
④　復活による責任開始期は、復活日の午後４時とします。

第７章　保険契約の無効および消滅

第１６条（保険契約の無効）
　　保険契約締結の際または復活の際、次の各号に掲げる事実のいずれかがあっ
たときは、この保険契約は無効とします。
盧　保険契約に関し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者
（これらの者の代理人を含みます。この条において、以下同様とします。）に
詐欺の行為があったとき。
盪　保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者がすでに支払事由も
しくは保険料払込の免除事由またはそれらの原因が発生していたことを知っ
ていたとき。

第１７条（被保険者の死亡による保険契約の消滅）
　　被保険者が保険契約締結の後に死亡した場合は、この保険契約は消滅しま
す。
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第８章　告知義務および保険契約の解除

第１８条（告知義務）
①　保険契約締結の際（保険契約の復活を含みます。以下同様とします。）、保険
契約者または被保険者（これらの者の代理人を含みます。この条において、以
下同様とします。）が故意または重大な過失によって、保険契約の締結のために
必要なものとして当会社が定める書類（以下「保険契約申込書等」といいます。）
の記載事項について、当会社に知っている事実を告げなかったときまたは不実
のことを告げたときは、当会社は、書面により保険証券記載の保険契約者の住
所（次条（保険契約者の住所変更に関する通知義務）第１項の規定による通知
があった場合はその住所または通知先をいいます。この項において、以下同様
とします。）にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。
ただし、告げなかった事実または告げた不実のことが、この保険契約の全部ま
たは一部について支払責任が同一である他の保険契約（以下「重複保険契約」
といいます。）に関する事項である場合には、当会社は、保険契約者または被保
険者に故意または重大な過失がなかったときにも、書面により保険証券記載の
保険契約者の住所にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができ
ます。なお、この場合において、第１１条（保険料の払込）第６項の規定を準用
します。
②　前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
盧　前項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
盪　当会社が保険契約締結の際、前項の告げなかった事実もしくは告げた不実
のことを知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
蘯　保険契約者または被保険者が、保険金の支払事由または保険料払込の免除
事由の原因となった事由が生じる前に、保険契約申込書等の記載事項につ
き、書面をもって更正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合
（前項ただし書の規定による保険契約の解除の場合において、保険契約者ま
たは被保険者に故意または重大な過失があり、かつ、当会社が、これらの者
に保険金を詐取する目的の疑いのあることを示したときを除きます。）。な
お、更正の申出を受けた場合においては、保険契約締結の際、保険契約者ま
たは被保険者が更正すべき事実を当会社に告げても当会社が保険契約を締結
していたと認めるときに限り、当会社は、これを承認するものとします。
盻　当会社が前項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った日から
その日を含めて保険契約を解除しないで３０日を経過した場合。ただし、同項
ただし書の規定による保険契約の解除の場合において、保険契約者または被
保険者に故意または重大な過失があり、かつ、当会社が、これらの者に保険
金を詐取する目的の疑いのあることを示したときを除きます。
眈　責任開始期の属する日から起算して２年以内に、保険金の支払事由または
保険料払込の免除事由が生じなかった場合。ただし、第１項ただし書の規定
による保険契約の解除の場合において、保険契約者または被保険者に故意ま
たは重大な過失があり、かつ、当会社が、これらの者に保険金を詐取する目
的の疑いのあることを示したときを除きます。

③　保険契約申込書等の記載事項中、第１項の告げなかった事実または告げた不
実のことが、当会社が行う危険測定に関係のないものであった場合には、同項
の規定は適用しません。ただし、同項ただし書の規定については、この限りで
ありません。
④　第１項の規定による解除が保険金の支払事由または保険料払込の免除事由の
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原因となった事由が発生した後になされた場合でも、当会社は、保険金を支払
わず、または保険料の払込を免除しません。この場合において、すでに保険金
を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、保険金の返還を請求
し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱いま
す。ただし、当該規定にかかわらず、保険金の支払事由または保険料払込の免
除事由の発生が、同項の規定に基づく解除の原因となった事実によらなかった
ことを保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者の代
理人を含みます。）が証明したときは、当会社は、保険金を支払い、または保険
料の払込を免除します。なお、同項ただし書の場合については、この限りであ
りません。
⑤　この保険契約を締結する際に、当会社が特に必要と認めたときは、事実の調
査を行い、また、被保険者に対して当会社の指定する医師が作成した診断書の
提出を求めることができます。
第１９条（保険契約者の住所変更に関する通知義務）
①　保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合には、保険契
約者またはその代理人は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりま
せん。
②　保険契約者またはその代理人が前項の通知をしなかった場合には、当会社の
知った最終の住所または通知先に発した通知は通常到達するために要する期間
を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
第２０条（重大事由による解除）
　　当会社は、次の各号のいずれかに該当したときは、書面により保険証券記載
の保険契約者の住所（前条第１項の規定による通知があった場合はその住所ま
たは通知先をいいます。）にあてた通知をもって、この保険契約を将来に向かっ
て解除することができます。なお、この場合において、第１１条（保険料の払込）
第６項の規定を準用します。
盧　保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者（保険契約者または
保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人
の業務を執行するその他の機関）が保険金（保険料払込の免除を含みます。
また、他の保険契約の保険金を含み、保険種類および保険金の名称のいかん
を問いません。この項において、以下同様とします。）を詐取する目的または
他人に保険金を詐取させる目的で支払事由またはその原因を生じさせたこと
（未遂を含みます。）が判明した場合
盪　保険金の請求に関し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき
者（これらの者の代理人を含みます。）に詐欺の行為があったことが判明した
場合
蘯　重複保険契約によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過
大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
盻　前３号のほか、当会社がこの保険契約を解除する相当の理由があると認め
た場合

第９章　解約および解約返れい金

第２１条（解　約）
　　保険契約者は、いつでも将来に向かってこの保険契約を解約し、解約返れい
金を請求することができます。
第２２条（解約返れい金）
①　前条の解約返れい金の額は、次の各号の規定によります。
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盧　保険料払込期間が保険期間と同一の場合
　　当会社の定めるところによりその経過年月数に応じて計算した額に、保険
証券記載の低解約返れい金割合（以下「低解約返れい金割合」といいます。）
を乗じて計算した額とします。ただし、保険契約者が、保険契約締結の際、
低解約返れい金割合を定めず、保険期間を無解約返れい金期間として指定し
た場合には、保険期間を通じて解約返れい金はありません。
盪　前号以外の場合
　　当会社の定めるところによりその経過年月数に応じて計算した額に、低解
約返れい金割合を乗じて計算した額とします。ただし、保険契約者が、保険
契約締結の際、保険料払込期間を無解約返れい金期間として指定した場合に
は、保険料払込期間中の解約返れい金はありません。

②　低解約返れい金割合および無解約返れい金期間は変更できないものとしま
す。
③　保険契約者は、前条の請求をするときは、別表２に掲げる書類のうち当会社
が求めるものを提出しなければなりません。
④　当会社は、別表２に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑤　解約返れい金の支払時期および支払場所は、第７条（保険金の支払時期およ
び支払場所）の規定を準用します。

第１０章　解除、無効または消滅に関する保険料の返還

第２３条（解除、無効または消滅に関する保険料の返還）
①　当会社は、保険契約が解除、無効または消滅となる場合は、次表に従い保険
料を返還します。ただし、次表において、前条の解約返れい金と同額の返れい
金を返還すると規定された場合であっても、同条第１項の規定により解約返れ
い金がない場合は返還しません。

�
 返 還 規 定返還する場合

当会社は、前条の解約返れい金と同額の返
れい金を保険契約者に返還します。

第１１条（保険料の払込）第５項の
規定に基づいて当会社がこの保険
契約を解除した場合

当会社は、すでに払い込まれた保険料を返
還しません。

第１６条（保険契約の無効）の規定
に基づいて保険契約が無効の場合

当会社は、前条の解約返れい金と同額の返
れい金を保険契約者に返還します。ただ
し、保険契約者が被保険者と同一の場合に
は、返れい金を法定相続人に支払います。

第１７条（被保険者の死亡による保
険契約の消滅）の規定に基づいて
保険契約が消滅した場合

当会社は、前条の解約返れい金と同額の返
れい金を保険契約者に返還します。ただ
し、第１８条（告知義務）第１項ただし書の
規定による保険契約の解除の場合におい
て、保険契約者および被保険者に故意また
は重大な過失がなかったときは、当会社
は、すでに払い込まれた保険料の全額を返
還します。

第１８条（告知義務）第１項の規定
に基づいて当会社がこの保険契約
を解除した場合
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�
②　前項において、返還する保険料の支払時期および支払場所は、第７条（保険
金の支払時期および支払場所）の規定を準用します。

第１１章　保険契約者の変更等

第２４条（保険契約者の変更）
①　保険契約締結の後、保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得
て、保険契約上の一切の権利および義務を第三者に承継させることができま
す。
②　前項の規定による承継を行う場合には、保険契約者またはその承継人は書面
をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
③　保険契約締結の後、保険契約者が死亡したときは、その死亡した保険契約者
の死亡時の法定相続人が保険契約上の一切の権利および義務を承継するものと
します。
第２５条（保険契約者が複数の場合の取扱い）
①　この保険契約について、保険契約者が２名以上であるときは、当会社は、代
表者１名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表
者は、他の保険契約者を代理するものとします。
②　前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保
険契約者の中の１名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても
効力を有するものとします。
③　保険契約者が２名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契
約上の義務を負うものとします。

第１２章　年齢の計算および契約年齢の誤りの取扱い

第２６条（年齢の計算）
①　被保険者の契約年齢は保険期間の初日現在の満年で計算し、１年未満の端数
については切り捨てます。
②　保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に年単位の初日応当日
ごとに１歳を加えて計算します。
第２７条（契約年齢の誤りの取扱い）
①　保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあり、実際の年齢
が、保険契約締結の当時、この保険契約の引受対象年齢の範囲外であった場合
には、この保険契約は無効とします。
②　保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあり、実際の年齢
が、保険契約締結の当時、この保険契約の引受対象年齢の範囲内であった場合
には、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなします。
この場合において、すでに払い込まれた保険料が正しい契約年齢に基づいた保
険料と異なるときは、当会社の定めるところによりその差額を返還または請求
します。

当会社は、前条の解約返れい金と同額の返
れい金を保険契約者に返還します。

第２０条（重大事由による解除）の
規定に基づいて当会社がこの保険
契約を解除した場合

当会社は、すでに払い込まれたこの保険契
約の保険料を保険契約者に返還します。

第２７条（契約年齢の誤りの取扱い）
第１項の規定に基づいて保険契約
が無効の場合
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③　前項の規定により、追加保険料を請求すべき場合において、次の各号のいず
れかに該当したときには、当会社は、誤った契約年齢に基づいた保険料の正し
い契約年齢に基づいた保険料に対する割合により、保険金を削減して支払いま
す。
盧　契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収し
た時までの期間中に被った疾病または傷害を直接の原因とする支払事由に該
当したとき。
盪　契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収し
た時までの期間中に支払事由に該当したとき。

第１３章　 時 効

第２８条（時　効）
　　保険金、解約返れい金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払または保
険料払込の免除を請求する権利は、支払事由または保険料払込の免除事由が生
じた日の翌日からその日を含めて３年間請求がない場合には消滅します。

第１４章　 保険契約の継続

第２９条（保険契約の継続）
①　この保険契約の満了する日より１か月前の日までに、当会社または保険契約
者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約（保険期
間の末日までの保険料が払い込まれているものに限ります。）は保険期間の末日
に、この日における内容と同一の内容で継続されるものとし、この日を継続日
とします。この場合には、当会社は、保険証券または保険証券に代わる書面を
保険契約者に交付します。
②　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、この保険契約は継続
されません。
盧　継続後の保険契約の保険期間満了日における被保険者の年齢が当会社の定
める範囲をこえる場合
盪　保険期間が終身または歳満了の場合
蘯　継続時に当会社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合
③　前項第１号の規定に該当する場合には、継続後の保険契約の保険金額は継続
前の保険契約の保険金額と同一とし、保険期間については当会社の定める範囲
内で、短期の保険期間に変更することにより、継続することができます。ただ
し、継続後の保険契約の保険期間が当会社の定める保険期間に満たないとき
は、当会社は、この保険契約の継続を取り扱いません。
④　第２項第３号の規定に該当する場合には、当会社はこの保険契約の継続を取
り扱いません。ただし、当会社が承認した場合に限り、当会社所定の保険契約
により継続することができます。
⑤　第１項の規定により継続された保険契約の保険期間の計算にあたっては、継
続日から起算するものとし、保険料は継続日時点の被保険者の年齢によって定
めます。
⑥　継続後の保険契約の第１回保険料の払込については、継続日の属する月の末
日までに払い込まなければなりません。この場合において、第１１条（保険料の
払込）第２項から第４項までの規定は、「第２回以降の保険料」とあるのを「継
続後の保険契約の第１回保険料」と読み替えて適用します。
⑦　前項の第１回保険料が猶予期間中に払い込まれなかったときは、保険契約の
継続はなかったものとし、保険契約は継続前の保険契約の保険期間満了時に遡
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って消滅します。
⑧　この保険契約が継続された場合には、その旨を保険契約者に通知し、次の各
号によって取り扱います。
盧　継続後の保険契約には、継続日時点の普通保険約款および特約ならびに保
険料率が適用されます。
盪　継続後の保険契約について、第３条（当会社の支払責任）第１項の規定中、
「責任開始期」とあるのは、「継続前の保険契約が継続されてきた最初の保険
契約の責任開始期」と読み替えて適用します。
蘯　当会社は、継続後の保険契約の保険金の支払事由に該当した場合でも、継
続日より前に開始した入院については、保険金を支払いません。
盻　継続前の保険契約において、第８条（保険料払込の免除）の規定により保
険料の払込が免除されている場合には、当会社は、継続後の保険契約につい
ても、保険料の払込を免除します。
眈　第３条（当会社の支払責任）第４項から第６項までの規定は、継続前と継
続後の保険期間を通じて適用します。
眇　継続前の保険契約において告知義務違反等による解除の理由があるとき
は、当会社は継続後の保険契約を解除することができます。

第１５章　 そ の 他

第３０条（契約内容の登録）
①　当会社は、この保険契約の締結等の際、次の事項を社団法人日本損害保険協
会（以下「協会」といいます。）に登録することができるものとします。
盧　保険契約者の氏名、住所および生年月日
盪　被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
蘯　保険証券記載の保険金日額等
盻　保険期間
眈　当会社名
②　各損害保険会社は、前項の規定により登録された被保険者について、重複保
険契約の内容を調査するため、同項の規定により登録された契約内容を協会に
照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の
参考にすることができるものとします。
③　各損害保険会社は、前項の規定により照会した結果を、同項に規定する保険
契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用
いないものとします。
④　協会および各損害保険会社は、第１項の登録内容または第２項の規定による
照会結果を、第１項の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結等
に関する権限を当該損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等に
あたる公的機関から当該損害保険会社が公開要請を受けた場合の当該公的機関
以外に公開しないものとします。
⑤　保険契約者または被保険者は、当該本人に係る第１項の登録内容または第２
項の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができま
す。
第３１条（代　位）
　　当会社が保険金を支払った場合でも、被保険者またはその相続人がその疾病
または傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転し
ません。
第３２条（評価人および裁定人）
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①　当会社が支払うべき保険金の額の認定について、当会社と保険契約者、被保
険者または保険金を受け取るべき者（これらの者の代理人を含みます。）との間
で争いが生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各１名
ずつの評価人の判断に任せます。この場合において、評価人の間で意見が一致
しないときは、双方の評価人が選定する１名の裁定人がこれを裁定するものと
します。
②　当事者は、自己の選定した評価人の費用（報酬を含みます。）を各自負担し、
その他の費用（裁定人に対する報酬を含みます。）は、半額ずつこれを負担する
ものとします。
第３３条（訴訟の提起）
　　この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起する
ものとします。
第３４条（準拠法）
　　この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
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別表１（第２条および第３条関係）

対象となる手術および倍率

　「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除等の
操作を加えることをいい、下表の手術番号１～８８を指します。吸引、穿刺等の処
置および神経ブロックは除きます。

－　－４１

倍　率手　術　の　種　類

２０
２０

§皮膚・乳房の手術
１�植皮術（２５c㎡未満は除く。）
２�乳房切断術

２０
２０
２０
１０
２０

２０
１０
２０
２０
１０
１０

§筋骨の手術（抜釘術は除く。）
３�骨移植術
４�骨髄炎・骨結核手術（膿瘍の単なる切開は除く。）
５�頭蓋骨観血手術（鼻骨・鼻中隔を除く。）
６�鼻骨観血手術（鼻中隔弯曲症手術を除く。）
７�上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術（歯・歯肉の処置に伴うもの
を除く。）
８�脊椎・骨盤観血手術
９�鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術
１０�四肢切断術（手指・足指を除く。）
１１�切断四肢再接合術（骨・関節の離断に伴うもの）
１２�四肢骨・四肢関節観血手術（手指・足指を除く。）
１３�筋・腱・靱帯観血手術（手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘
液腫手術は除く。）

１０
２０
２０
２０
４０

§呼吸器・胸部の手術
１４�慢性副鼻腔炎根本手術
１５�喉頭全摘除術
１６�気管、気管支、肺、胸膜手術（開胸術を伴うもの）
１７�胸郭形成術
１８�縦隔腫瘍摘出術

２０
１０
４０

２０
４０
２０
２０

§循環器・脾の手術
１９�観血的血管形成術（血液透析用外シャント形成術を除く。）
２０�静脈瘤根本手術
２１�大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術（開胸・開腹術を伴うも
の）

２２�心膜切開・縫合術
２３�直視下心臓内手術
２４�体内用ペースメーカー埋込術
２５�脾摘除術

２０
１０
４０
４０
２０

§消化器の手術
２６�耳下腺腫瘍摘出術
２７�顎下腺腫瘍摘出術
２８�食道離断術
２９�胃切除術
３０�その他の胃・食道手術（開胸・開腹術を伴うもの）
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２０
２０
１０
１０
２０
２０
１０

３１�腹膜炎手術
３２�肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術
３３�ヘルニア根本手術
３４�虫垂切除術・盲腸縫縮術
３５�直腸脱根本手術
３６�その他の腸・腸間膜手術（開腹術を伴うもの）
３７�痔瘻・脱肛・痔核根本手術（根治を目的としたもので、処置・
単なる痔核のみの手術は除く。）

４０
２０
２０
２０
４０
２０
１０
４０
１０
１０
２０
２０
２０

２０
１０

§尿・性器の手術
３８�腎移植手術（受容者に限る。）
３９�腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術（経尿道的操作は除く。）
４０�尿道狭窄観血手術（経尿道的操作は除く。）
４１�尿瘻閉鎖観血手術（経尿道的操作は除く。）
４２�陰茎切断術
４３�睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術
４４�陰嚢水腫根本手術
４５�子宮広汎全摘除術（単純子宮全摘等の子宮全摘除術は除く。）
４６�子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術
４７�帝王切開娩出術
４８�子宮外妊娠手術
４９�子宮脱・膣脱手術
５０�その他の子宮手術（子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術
を除く。）

５１�卵管・卵巣観血手術（経膣的操作は除く。）
５２�その他の卵管・卵巣手術

４０
２０
２０

§内分泌器の手術
５３�下垂体腫瘍摘除術
５４�甲状腺手術
５５�副腎全摘除術

４０
２０

４０
２０

§神経の手術
５６�頭蓋内観血手術
５７�神経観血手術（形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻
除術）

５８�観血的脊髄腫瘍摘出手術
５９�脊髄硬膜内外観血手術

１０
１０
１０
１０
１０
１０
１０
２０
２０
１０

§感覚器・視器の手術
６０�眼瞼下垂症手術
６１�涙小管形成術
６２�涙嚢鼻腔吻合術
６３�結膜嚢形成術
６４�角膜移植術
６５�観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術
６６�虹彩前後癒着剥離術
６７�緑内障観血手術
６８�白内障・水晶体観血手術
６９�硝子体観血手術



別表２（第５条、第１０条および第２２条関係）

請　求　書　類
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１０
１０

２０
２０
１０

７０�網膜剥離症手術
７１�レーザー・冷凍凝固による眼球手術（施術の開始日から６０日の
間に１回の支払を限度とする。）

７２�眼球摘除術・組織充填術
７３�眼窩腫瘍摘出術
７４�眼筋移植術

２０
１０
２０
２０
４０

§感覚器・聴器の手術
７５�観血的鼓膜・鼓室形成術
７６�乳様洞削開術
７７�中耳根本手術
７８�内耳観血手術
７９�聴神経腫瘍摘出術

４０
１０

２０

§悪性新生物の手術
８０�悪性新生物根治手術
８１�悪性新生物温熱療法（施術の開始日から６０日の間に１回の支払
を限度とする。）

８２�その他の悪性新生物手術

２０
２０
１０
２０

１０

§上記以外の手術
８３�上記以外の開頭術
８４�上記以外の開胸術
８５�上記以外の開腹術
８６�衝撃波による体内結石破砕術（施術の開始日から６０日の間に１
回の支払を限度とする。）

８７�ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる
脳・喉頭・胸・腹部臓器手術（検査・処置は含まない。施術の開
始日から６０日の間に１回の支払を限度とする。）

１０
§新生物根治放射線照射
８８�新生物根治放射線照射（５�０００ラド以上の照射で、施術の開始日
から６０日の間に１回の支払を限度とする。）

（注）　治療を直接の目的とした手術
　　　美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断、検査（生

検、腹腔鏡検査等）のための手術等は、「治療を直接の目的とした手術」に
は該当しません。

各請求に必要な書類項目

１�保険金請求書
２�保険証券
３�当会社所定の入院状況報告書
４�公の機関（やむを得ない場合には、第三者）の事故証明書
５�入院日および身体の障害の内容を証明する医師の診断書および診
療明細書

保
険
金
の
請
求



別表３（第８条関係）

対象となる高度障害状態

　対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
１）両眼の視力を全く永久に失ったもの

２）言語または 咀 しゃくの機能を全く永久に失ったもの
そ

３）中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
４）胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの

５）両上 肢 とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
し

６）両下 肢 とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
し

７）１上 肢 
し

を手関節以上で失い、かつ、１下 肢 を足関節以上で失ったかまたはそ
し

の用を全く永久に失ったもの

８）１上 肢 
し

の用を全く永久に失い、かつ、１下 肢 を足関節以上で失ったもの
し

別表４（第８条関係）

対象となる身体障害の状態

　対象となる身体障害の状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
１）１眼の視力を全く永久に失ったもの
２）両耳の聴力を全く永久に失ったもの

３）１上 肢 を手関節以上で失ったかまたは１上
し

 肢 
し

の用もしくは１上 肢 の３大関節
し

中の２関節の用を全く永久に失ったもの

４）１下 肢 を足関節以上で失ったかまたは１下
し

 肢 
し

の用もしくは１下 肢 の３大関節
し

中の２関節の用を全く永久に失ったもの

－　－４４

６�当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し、説
明を求めることについての同意書

７�被保険者が死亡した場合には、死亡診断書または死体検案書
８�住民票または戸籍抄本
９�被保険者の印鑑証明書
１０�委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
　　（保険金の請求を第三者に委任する場合）

１�当会社所定の保険料払込免除請求書
２�保険証券
３�公の機関（やむを得ない場合には、第三者）の事故証明書
　　（傷害により保険料払込免除事由に該当した場合に限ります。）
４�当会社所定の傷病状況報告書
５�当会社所定の様式による医師の診断書
６�委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
　　（保険料払込の免除の請求を第三者に委任する場合）

保
険
料
払
込
の
免
除
の
請
求

１�当会社所定の解約返れい金請求書
２�保険証券
３�保険契約者の印鑑証明書
４�委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
　　（解約返れい金の請求を第三者に委任する場合）

解
約
返
れ
い
金

の

請

求



５）１０手指の用を全く永久に失ったもの
６）１手の５手指を失ったかまたは第１指（拇指）および第２指（示指）を含ん
で４手指を失ったもの
７）１０足指を失ったもの

８） 脊 柱に著しい変形または著しい運動障害を永久に残すもの
せき

備　考（別表３および別表４）
１�眼の障害（視力障害）
１）視力の測定は、万国式試視力表により、１眼ずつ、矯正視力について測定
します。
２）「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が０�０２以下になって回復の見込
みがない場合をいいます。
３）視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみな
しません。

２�言語または 咀 しゃくの障害
そ

１）「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の３つの場合をいいます。
イ�語音構成機能障害で口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の４種のうち、
３種以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
ロ�脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能
となり、その回復の見込みがない場合
ハ�声帯全部の摘出により、発音が不能な場合

２）「 咀 しゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取
そ

できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
３�常に介護を要するもの
　　「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、およ
び衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護
を要する状態をいいます。
４�耳の障害（聴力障害）
１）聴力の測定は、日本工業規格（昭和５７年８月１４日改定）に準拠したオージ
オメータで行います。
２）「聴力を全く永久に失ったもの」とは周波数５００、１０００、２０００ヘルツにおけ
る聴力レベルをそれぞれａ、ｂ、ｃデシベルとしたとき、（ａ＋２ｂ＋ｃ）／
４の値が９０デシベル以上（耳介に接しても大声語を理解し得ないもの）で回
復の見込みのない場合をいいます。

５�上・下 肢 の障害
し

１）「上・下 肢 の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失っ
し

たものをいい、上・下 肢 の完全運動麻痺、または上・下 肢 においてそれぞれ
し し

３大関節（上 肢 においては肩関節、ひじ関節および手関節、下 肢 においては、
し し

股関節、ひざ関節および足関節）の完全強直で、回復の見込みがない場合を
いいます。
２）「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込
みのない場合または人工骨頭もしくは人工関節を挿入置換した場合をいいま
す。

６�手指の障害
１）手指の障害については、５手指をもって１手として取り扱い、個々の指の
障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。

－　－４５



２）「手指を失ったもの」とは、第１指（拇指）においては指節間関節、その他
の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
３）「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の２分の１以上を失
った場合、または手指の中手指関節もしくは近位指節間関節（第１指（拇指）
においては指節間関節）の運動範囲が生理的運動範囲の２分の１以下で回復
の見込みのない場合をいいます。

７�足指の障害
　　「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。

８� 脊 柱の障害
せき

１）「 脊 柱の著しい変形」とは
せき

 脊 柱の変形が通常の衣服を着用しても外部から見
せき

て明らかにわかる程度以上のものをいいます。

２）「 脊 柱の著しい運動障害」とは、
せき

 頸 椎における完全強直の場合または胸椎以
けい

下における前後屈、左右屈および左右回旋の３種の運動のうち２種以上の運
動が生理的範囲の２分の１以下に制限された場合をいいます。

（注）　関節などの説明図 

�
手

足

環　指

中　指

小　指

遠位指節間関節

近位指節間関節

中手指節関節

第３の足指

遠位指節間関節

近位指節間関節

中足指節関節
リスフラン関節

指節間関節

末節骨

第２の足指

第１の足指

中手指節関節

指節間関節

末節骨

母　指

末節骨

示　指
胸　骨

鎖　骨

肋　骨

脊　柱

長管骨

骨盤骨

足関節

ひざ関節

股関節

手関節

ひじ関節

上
肢
の
３
大
関
節

下
肢
の
３
大
関
節

肩関節

せき

肩甲骨
ろっ

けんこう
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入院一時金支払特約条項

第１条（特約の締結）
①　保険契約者は、新・長期医療保険普通保険約款（以下「普通約款」といいま
す。）に基づく保険契約（以下「主契約」といいます。）にこの特約を付帯して
保険契約を締結することができます。
②　前項の規定にかかわらず、保険契約者は、主契約締結の後、当会社の承認を
得て、この特約を主契約に付帯することができます。
第２条（特約の責任開始期）
①　主契約締結時にこの特約を付帯して保険契約を締結する場合は、この特約の
責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
②　主契約締結の後、この特約を主契約に付帯する場合は、この特約の責任開始
期は、保険証券記載の異動保険期間の初日の午後４時（保険証券にこれと異な
る時刻が記載されているときは、その時刻）または主契約の責任開始期のいず
れか遅い時とします。
第３条（当会社の支払責任）
①　当会社は、次表に従い保険金を支払います。なお、この場合の保険金受取人
は、主契約の被保険者（以下「被保険者」といいます。）とします。

�
②　前項に規定する保険金の支払額の計算にあたって、保険金の支払条件の変更
があった場合には、被保険者が入院を開始した時の支払条件により算出された
保険金の額と疾病または傷害を被った時の支払条件により算出された保険金の
額のうち、いずれか低い額を支払います。
③　被保険者が２回以上入院した場合で、普通約款の規定により１回の入院とみ
なされる場合は、継続した１回の入院とみなして、第１項の規定を適用しま
す。
④　被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病または発生した事故によ
る傷害を直接の原因として入院を開始した場合でも、この特約の責任開始期の
属する日から起算して２年を経過した後に入院を開始したときは、その入院
は、責任開始期以後の原因によるものとみなして、第１項の規定を適用しま
す。
⑤　主契約の疾病入院保険金または傷害入院保険金が支払われない入院について
は、第１項の入院一時金は支払いません。
第４条（入院開始の通知）

支　払　額
保険金を支払う場合

（以下「支払事由」といいます。）
保険金
の種類

１回の入院につき保
険証券記載の入院一
時金保険金額

　被保険者が次の条件のすべてを満たす入院を
したとき。
盧　主契約の疾病入院保険金または傷害入院保
険金の支払事由に該当する入院であること。

盪　この特約の責任開始期以後に発病した疾病
または発生した事故による傷害を直接の原因
とすること。

蘯　入院日数が継続して保険証券記載の入院一
時金条件日数以上であること。

入
院
一
時
金

－　－４７
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①　被保険者が普通約款第３条（当会社の支払責任）第１項に規定する入院を開
始したときは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者（これら
の者の代理人を含みます。この条において、以下同様とします。）は、被保険者
が入院を開始した日からその日を含めて３０日以内に、疾病または傷害の内容お
よび入院の状況等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場合にお
いて、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときは、これに応じなけ
ればなりません。
②　保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当
な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明につい
て知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、当
会社は、保険金を支払いません。
第５条（保険金の請求）
①　被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者の代理人を含みます。
第５項において、同様とします。）が、保険金の支払を受けようとするときは、
別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
②　当会社は、別表および次項の書類以外の書類の提出を求めることができま
す。
③　被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、第１項の規定に
より保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の各号に
掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出
て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求するこ
とができます。
盧　被保険者と同居または生計を共にする配偶者
盪　前号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求で
きない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする３親等内
の親族
蘯　前２号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求
できない事情がある場合には、第１号以外の配偶者または前号以外の３親等
内の親族

④　前項の規定による被保険者の代理人からの保険金請求に対して、当会社が保
険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保
険金を支払いません。
⑤　被保険者または保険金を受け取るべき者が、第１項もしくは第３項の規定に
違反したときもしくは第２項の書類を提出しなかったとき、または第１項から
第３項に規定する提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不
実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第６条（準用規定）
　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、
普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。

別表（第５条関係）

 保 険 金 請 求 書 類

�１．保険金請求書
２．保険証券

３．当会社の定める入院状況報告書

－　－４８
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三大疾病診断保険金支払特約条項

第１条（特約の締結）
①　保険契約者は、新・長期医療保険普通保険約款（以下「普通約款」といいま
す。）に基づく保険契約（以下「主契約」といいます。）にこの特約を付帯して
保険契約を締結することができます。
②　前項の規定にかかわらず、保険契約者は、主契約締結の後、当会社の承認を
得て、この特約を主契約に付帯することができます。
第２条（特約の責任開始期）
①　主契約締結時にこの特約を付帯して保険契約を締結する場合は、この特約の
責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
②　主契約締結の後、この特約を主契約に付帯する場合は、この特約の責任開始
期は、保険証券記載の異動保険期間の初日の午後４時（保険証券にこれと異な
る時刻が記載されているときは、その時刻）または主契約の責任開始期のいず
れか遅い時とします。
第３条（用語の定義）
　　この特約において、次の各号の用語の意味は、それぞれ次の各号の定義に従
うものとします。
盧　がん
　　別表１に定める悪性新生物をいいます。
盪　診断確定
　　日本の医師または歯科医師（被保険者が医師または歯科医師である場合は、
被保険者以外の医師または歯科医師をいいます。以下同様とします。）が、病
理組織学的所見（剖検や生検）、細胞学的所見、理学的所見（Ｘ線や内視鏡
等）、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかによって診断する
ことをいいます。
蘯　急性心筋梗塞
　　別表１に定める急性心筋梗塞をいいます。
盻　脳卒中
　　別表１に定める脳卒中をいいます。
眈　三大疾病
　　がん、急性心筋梗塞および脳卒中をいいます。
第４条（当会社の支払責任）
①　当会社は、次の各号のいずれかの時が、この特約の責任開始期以後の保険期
間中である場合には、この特約および普通約款に従い、保険証券記載の三大疾
病診断保険金額（以下「保険金額」といいます。）を三大疾病診断保険金（以下
「保険金」といいます。）として、被保険者に支払います。
盧　主契約の被保険者（以下「被保険者」といいます。）が初めてがんと診断確
定されたとき
盪　被保険者が急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受
けた時。ただし、その診療を受けた日を含めて６０日以上、労働の制限を必要

４．当会社の定める様式による医師の診断書

５．被保険者の印鑑証明書

６．委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書（保険金の請求を第
三者に委任する場合）
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とする状態（軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活
動では制限を必要とする状態）が継続したと医師によって診断された場合に
限ります。
蘯　被保険者が脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた
時。ただし、その診療を受けた日を含めて６０日以上、言語障害、運動失調、
麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断された場合
に限ります。

②　急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からそ
の日を含めて６０日を経過するまでに被保険者が急性心筋梗塞を直接の原因とし
て死亡した場合で、前項第２号に定める「労働の制限を必要とする状態」が被
保険者の死亡時まで継続したと医師によって証明されたときは、当会社は、保
険金を被保険者の法定相続人に支払います。
③　脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を
含めて６０日を経過するまでに被保険者が脳卒中を直接の原因として死亡した場
合で、第１項第３号に定める「他覚的な神経学的後遺症」が被保険者の死亡時
まで継続したと医師によって証明されたときは、当会社は、保険金を被保険者
の法定相続人に支払います。
④　前２項の場合で、法定相続人が２名以上であるときは、当会社は、法定相続
分の割合により保険金を法定相続人に支払います。
⑤　第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当会社は、保険金
を支払いません。
盧　この特約の責任開始期の属する日から、その日を含めて９０日を経過した日
までに、がんと診断確定された場合
盪　急性心筋梗塞については、急性心筋梗塞の原因となった疾病の医師の診断
による発病の時が、この特約の責任開始期より前である場合
蘯　脳卒中については、脳卒中の原因となった疾病の医師の診断による発病の
時が、この特約の責任開始期より前である場合

⑥　第１項に規定する保険金の支払額の計算にあたって、保険金の支払条件の変
更があった場合には、前項第２号または第３号に掲げる発病の時の支払条件に
より算出された保険金の額と第１項第２号または第３号に掲げる発病の時の支
払条件により算出された保険金の額のうち、いずれか低い額を支払います。
第５条（支払事由該当の通知）
①　被保険者が三大疾病を被ったときは、保険契約者、被保険者または保険金を
受け取るべき者（これらの者の代理人を含みます。この条において、以下同様
とします。）は、保険金の支払事由が生じた日からその日を含めて３０日以内に、
疾病の内容および程度等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場
合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときは、これに応
じなければなりません。
②　保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当
な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明につい
て知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、当
会社は、保険金を支払いません。
第６条（保険金の請求）
①　被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者の代理人を含みます。
第５項において、同様とします。）が、保険金の支払を受けようとするときは、
別表２に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
②　当会社は、別表２および次項の書類以外の書類の提出を求めることができま
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す。
③　被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、第１項の規定に
より保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の各号に
掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出
て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求するこ
とができます。
盧　被保険者と同居または生計を共にする配偶者
盪　前号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求で
きない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする３親等内
の親族
蘯　前２号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求
できない事情がある場合には、第１号以外の配偶者または前号以外の３親等
内の親族

④　前項の規定による被保険者の代理人からの保険金請求に対して、当会社が保
険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保
険金を支払いません。
⑤　被保険者または保険金を受け取るべき者が、第１項もしくは第３項の規定に
違反したときもしくは第２項の書類を提出しなかったとき、または第１項から
第３項に規定する提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不
実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第７条（責任開始期前のがん診断確定による無効）
①　被保険者が告知前または告知の時からこの特約の責任開始期までにがんと診
断確定されていた場合は、被保険者がその事実を知っているまたは知らないと
にかかわらず、この特約は無効とします。
②　前項の場合において、告知前に被保険者ががんと診断確定されていた事実
を、保険契約者および被保険者がともに知らなかったときは、当会社は、すで
に払い込まれたこの特約の保険料の全額を返還します。
③　第１項の場合において、告知前に被保険者ががんと診断確定されていた事実
を、保険契約者または被保険者が知っていたときは、当会社は、すでに払い込
まれた保険料を返還しません。
④　第１項の場合において、告知の時からこの特約の責任開始期までの間に被保
険者ががんと診断確定されていたときは、当会社は、すでに払い込まれたこの
特約の保険料の全額を返還します。
⑤　前各項の規定によってこの特約が無効となる場合は、普通約款第１８条（告知
義務）および第２０条（重大事由による解除）の規定を適用しません。
第８条（特約の失効）
　　当会社がこの特約の保険金を支払ったときは、被保険者が三大疾病を被った
日の翌日に、この特約は効力を失います。この場合、当会社は、この特約の返
れい金を支払いません。
第９条（解約返れい金および返れい金に関する特則）
　　普通約款第２２条（解約返れい金）の規定により計算したこの特約の解約返れ
い金の額は、三大疾病診断保険金額を限度とします。
第１０条（準用規定）
　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、
普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
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別表１（第３条関係）

悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中

　対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中とは、表１によって定義付けら
れる疾病とし、かつ、平成６年１０月１２日総務庁告示第７５号に基づく「厚生省大臣
官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD－１０準拠」に記載され
た分類項目中、表２の基本分類コード表に規定される内容によるものをいいま
す。

表１　対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の定義

�
 

疾病の定義疾病名

　悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増
殖で特徴付けられる疾病

１．悪性新生物

　冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、そ
の関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として
以下の３項目を満たす疾病
盧　典型的な胸部痛の病歴
盪　新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化
蘯　心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇

２．急性心筋梗塞

　脳血管の異常（脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部
からの塞栓が含まれる）により脳の血液の循環が急激に障
害されることによって、２４時間以上持続する中枢神経系の
脱落症状を引き起こした疾病

３．脳卒中
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表２　対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の基本分類コード表

�
別表２（第６条関係）

 保 険 金 請 求 書 類

�
　

基本分類コ－ド分類項目疾病名

C００～C１４
C１５～C２６
C３０～C３９
C４０～C４１
C４３～C４４
C４５～C４９
C５０

C５１～C５８
C６０～C６３
C６４～C６８
C６９～C７２

C７３～C７５

C７６～C８０

C８１～C９６

C９７
D００～D０９ 

口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
消化器の悪性新生物
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
骨および関節軟骨の悪性新生物
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物
中皮および軟部組織の悪性新生物
乳房の悪性新生物
女性性器の悪性新生物
男性性器の悪性新生物
尿路の悪性新生物
眼、脳および中枢神経系のその他の部位の
悪性新生物
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生
物
部位不明確、続発部位および部位不明の悪
性新生物
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪
性新生物
独立した（原発性）多部位の悪性新生物
上皮内新生物

１．悪性新生物

I２１急性心筋梗塞２．急性心筋梗塞

I６０
I６１
I６３

くも膜下出血
脳内出血
脳梗塞

３．脳卒中

１．保険金請求書

２．保険証券

３．当会社の定める疾病状況報告書

４．当会社の定める様式による医師の診断書

５．被保険者の印鑑証明書

６．被保険者の戸籍謄本

７．死亡診断書または死体検案書

８．法定相続人の印鑑証明書

９．法定相続人の戸籍謄本

１０．委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書（保険金の請求を第
三者に委任する場合）
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女性特定疾病担保特約条項

第１条（特約の締結）
①　保険契約者は、新・長期医療保険普通保険約款（以下「普通約款」といいま
す。）に基づく保険契約（以下「主契約」といいます。）にこの特約を付帯して
保険契約を締結することができます。
②　前項の規定にかかわらず、保険契約者は、主契約締結の後、当会社の承認を
得て、この特約を主契約に付帯することができます。
第２条（特約の責任開始期）
①　主契約締結時にこの特約を付帯して保険契約を締結する場合は、この特約の
責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
②　主契約締結の後、この特約を主契約に付帯する場合は、この特約の責任開始
期は、保険証券記載の異動保険期間の初日の午後４時（保険証券にこれと異な
る時刻が記載されているときは、その時刻）または主契約の責任開始期のいず
れか遅い時とします。
第３条（当会社の支払責任）
①　当会社は、次表に従い保険金を支払います。なお、この場合の保険金受取人
は、主契約の被保険者（以下「被保険者」といいます。）とします。

�
②　前項に規定する保険金の支払額の計算にあたって、保険金の支払条件の変更
があった場合には、被保険者が入院を開始した時の支払条件により算出された
保険金の額と疾病を被った時の支払条件により算出された保険金の額のうち、
いずれか低い額を支払います。
③　主契約の疾病入院保険金が支払われない入院日については、第１項の女性特
定疾病入院保険金は支払いません。
④　主契約の疾病手術保険金が支払われない手術については、第１項の女性特定
疾病手術保険金は支払いません。

支 払 額
保険金を支払う場合

（以下「支払事由」といいます。）
保険金
の種類

保険証券記載の女
性特定疾病入院保
険金日額

×
入院日数

　被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件の
すべてを満たす入院をしたとき。
盧　主契約の疾病入院保険金の支払事由に該当す
る入院であること。

盪　この特約の責任開始期以後に発病した別表１
に定める女性特定疾病（以下「女性特定疾病」
といいます。）を直接の原因とする入院であるこ
と。

蘯　女性特定疾病の治療を目的とすること。

女
性
特
定
疾
病
入
院
保
険
金

１回の手術につき
保険証券記載の女
性特定疾病入院保
険金日額に手術の
種類に応じて別表
２に定める倍率を
乗じた額

　被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件を
すべて満たす手術を受けたとき。
盧　主契約の疾病手術保険金の支払事由に該当す
る手術であること。

盪　この特約の責任開始期以後に発病した女性特
定疾病を直接の原因とする手術であること。

蘯　女性特定疾病の治療を直接の目的とする別表
２に定めるいずれかの種類の手術であること。

女
性
特
定
疾
病
手
術
保
険
金
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⑤　被保険者が時期を同じくして、２種類以上の手術を受けた場合には、第１項
の規定にかかわらず、別表２に定める倍率の最も高いいずれか１種類の手術に
ついてのみ保険金を支払います。
⑥　被保険者が女性特定疾病入院保険金の支払事由に該当する入院中に、この特
約の保険期間が満了したときには、満了時以降に継続している入院は、この特
約の保険期間中の入院とみなして、第１項の規定を適用します。
⑦　被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した女性特定疾病を直接の原因と
して入院を開始した場合または手術を受けた場合でも、この特約の責任開始期
の属する日から起算して２年を経過した後に入院を開始したときまたは手術を
受けたときは、その入院または手術は、責任開始期以後の原因によるものとみ
なして、第１項の規定を適用します。
⑧　保険金支払の対象となっていない身体の障害の影響によって、保険金を支払
うべき疾病の程度が加重されたことにより、当会社の支払うべき額が増加する
場合には、当会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定して保険
金を支払います。
⑨　正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保
険金を受け取るべき者が治療させなかったことに起因して、保険金を支払うべ
き疾病の程度が加重されたことにより、当会社の支払うべき額が増加する場合
にも、前項と同様の方法で支払います。
第４条（支払事由該当の通知）
①　保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者、被保険者または保険金を受
け取るべき者（これらの者の代理人を含みます。この条において、以下同様と
します。）は、保険金の支払事由が生じた日からその日を含めて３０日以内に、疾
病の内容および程度等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場合
において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときは、これに応じ
なければなりません。
②　保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当
な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明につい
て知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、当
会社は、保険金を支払いません。
第５条（保険金の請求）
①　被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者の代理人を含みます。
第５項において、同様とします。）が、保険金の支払を受けようとするときは、
別表３に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
②　当会社は、別表３および次項の書類以外の書類の提出を求めることができま
す。
③　被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、第１項の規定に
より保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の各号に
掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出
て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求するこ
とができます。
盧　被保険者と同居または生計を共にする配偶者
盪　前号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求で
きない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする３親等内
の親族
蘯　前２号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求
できない事情がある場合には、第１号以外の配偶者または前号以外の３親等

－　－５５



内の親族
④　前項の規定による被保険者の代理人からの保険金請求に対して、当会社が保
険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保
険金を支払いません。
⑤　被保険者または保険金を受け取るべき者が、第１項もしくは第３項の規定に
違反したときもしくは第２項の書類を提出しなかったとき、または第１項から
第３項に規定する提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不
実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第６条（準用規定）
　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、
普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。

別表１（第１条関係）

 女 性 特 定 疾 病

　「女性特定疾病」とは、昭和５３年１２月１５日行政管理庁告示第７３号に定められた分
類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情
報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和５４年版」によるものとします。

－　－５６

基本分類表
番　　　号

分　　類　　項　　目
女 性 特 定
疾病の種類

１４０～１４９
１５０～１５９
１６０～１６５

１７０
１７１

１７２
１７３
１７４

１７９
１８０
１８１
１８２
１８３
１８４

１８８
１８９

１９０～１９９
２００～２０８

○口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
○消化器および腹膜の悪性新生物
○呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
○骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物
（１７０～１７５）中の
・骨および関節軟骨の悪性新生物
・結合組織およびその他の軟部組織の悪性新生
物

・皮膚の悪性黒色腫
・皮膚その他の悪性新生物
・女性乳房の悪性新生物

○泌尿生殖器の悪性新生物（１７９～１８９）中の
・子宮の悪性新生物、部位不明
・子宮頸の悪性新生物
・胎盤の悪性新生物
・子宮体の悪性新生物
・卵巣およびその他の子宮付属器の悪性新生物
・その他および部位不明の女性生殖器の悪性新
生物

・膀胱の悪性新生物
・腎ならびにその他および部位不明の泌尿器の
悪性新生物

○その他および部位不明の悪性新生物
○リンパ組織および造血組織の悪性新生物

新生物



－　－５７

基本分類表
番　　　号

分　　類　　項　　目
女 性 特 定
疾病の種類

２１７
２１８
２１９
２２０
２２１

２２３�０
２２３�１
２２３�２
２２３�３
２２３�８
２２６

２３０
２３１
２３２

２３３�０
２３３�１
２３３�２
２３３�３
２３３�７
２３３�９
２３４

２３６�０
２３６�１
２３６�２
２３６�３
２３６�７
２３６�９

２３８�３

２３９�３
２３９�４
２３９�５

○良性新生物（２１０～２２９）中の
・乳房の良性新生物
・子宮平滑筋腫
・子宮その他の良性新生物
・卵巣の良性新生物
・その他の女性生殖器の良性新生物
・腎およびその他の泌尿器の良性新生物（２２３）
中の
・腎、腎盂を除く
・腎盂
・尿管
・膀胱
・その他の明示された部位

・甲状腺の良性新生物
○上皮内癌（２３０～２３４）中の
・消化器の上皮内癌
・呼吸系の上皮内癌
・皮膚の上皮内癌
・乳房および泌尿生殖系の上皮内癌（２３３）中
の
・乳房
・子宮頸
・その他および部位不明の子宮
・その他および部位不明の女性生殖器
・膀胱
・その他および部位不明の泌尿器

・その他および部位不明の上皮内癌
○性状不詳の新生物（２３５～２３８）中の泌尿生殖器
の性状不詳の新生物（２３６）中の
・子宮
・胎盤
・卵巣
・その他および部位不明の女性生殖器
・膀胱
・その他および部位不明の泌尿器

○その他の部位・組織および部位・組織不明の性
状不詳の新生物（２３８）中の
・乳房

○性質の明示されない新生物（２３９）中の
・乳房
・膀胱
・その他の泌尿生殖器

新生物



－　－５８

基本分類表
番　　　号

分　　類　　項　　目
女 性 特 定
疾病の種類

２４０
２４１
２４２
２４４
２４５
２４６

２５５�０
２５６ 

○甲状腺の障害（２４０～２４６）中の
・単純性および詳細不明の甲状腺腫
・非中毒性結節性甲状腺腫
・甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症
・後天性甲状腺機能低下（症）
・甲状腺炎
・甲状腺のその他の障害

○その他の内分泌腺の疾患（２５０～２５９）中の
・副腎の障害（２５５）中の
　・クッシング＜Cushing＞症候群
・卵巣機能障害

内分泌、栄養
および代謝疾
患ならびに免
疫障害

２８０
２８１
２８３
２８４
２８５

２８７�０
２８７�１
２８７�２
２８７�３
２８７�４
２８７�５

○血液および造血器の疾患（２８０～２８９）中の
・鉄欠乏性貧血
・その他の欠乏性貧血
・後天性溶血性貧血
・再生不良＜無形成＞性貧血
・その他および詳細不明の貧血
・紫斑病およびその他の出血病態（２８７）中の
　・アレルギー性紫斑病
　・血小板＜栓球＞機能障害
　・その他の血小板＜栓球＞非減少性紫斑病
　・原発性＜一次性＞血小板＜栓球＞減少症
　・続発性＜二次性＞血小板＜栓球＞減少症
　・詳細不明の血小板＜栓球＞減少症

血液および造
血器の疾患

３９３～３９８

４４６�７

４５６�６

４５７�０
４５８

○慢性リウマチ性心疾患
○動脈、細動脈及び毛細（血）管の疾患（４４０～４４８）
中の
・結節性多発（性）動脈炎および類似疾患（４４６）
中の
・大動脈炎症候群

○静脈およびリンパ管の疾患、ならびに循環系の
その他の疾患（４５１～４５９）中の
・その他の部位の静脈瘤（４５６）中の
　・外陰静脈瘤
・リンパ管の非感染性障害（４５７）中の
　・乳房切除後リンパ浮腫症候群
・低血圧（症）

循環系の疾患

５７４
５７５
５７６

○消化系のその他の疾患（５７０～５７９）中の
・胆石症
・胆のう＜嚢＞その他の障害
・その他の胆道の障害

消化系の疾患



 

－　－５９

基本分類表
番　　　号

分　　類　　項　　目
女 性 特 定
疾病の種類

５８０
５８１
５８２
５８３

５８５

５９０
５９１
５９２
５９３
５９４
５９５
５９６
５９７
５９８
５９９

６１０～６１１
６１４～６１６
６１７～６２９

○腎炎、ネフローゼ症候群およびネフローゼ（５８０
～５８９）中の
・急性糸球体腎炎
・ネフローゼ症候群
・慢性糸球体腎炎
・腎炎および腎症＜ネフロパシー＞＜腎障
害＞、急性または慢性と明示されないもの

・慢性腎不全
○泌尿系のその他の疾患（５９０～５９９）中の
・腎の感染（症）
・水腎症
・腎および尿管の結石
・腎および尿管のその他の障害
・下部尿路の結石
・膀胱炎
・膀胱のその他の障害
・非性交感染症尿道炎および尿道症候群
・尿道狭窄
・尿道および尿路のその他の障害

○乳房の障害
○女性骨盤臓器の炎症性疾患
○女性生殖路のその他の障害

泌尿生殖系の
疾患

６３０～６３９
６４０～６４８
６５１～６５９

６６０～６６９
６７０～６７６

○妊娠、流産に終わったもの
○主として妊娠に関連した合併症
○正常分娩および妊娠・分娩における治療のその
他の適応症

　＜完全に正常な状態における分娩（６５０）は除
く＞

○分娩の経過に主として発生する合併症
○産じょく＜褥＞の合併症

妊娠、分娩お
よび産褥の合
併症

７１０
７１４

７２５

○関節症＜疾患＞および関連障害（７１０～７１９）中
の
・結合組織のびまん性疾患
・慢性関節リウマチおよびその他の炎症性の多
発（性）関節症＜疾患＞

○リウマチ、背部を除く（７２５～７２９）中の
・リウマチ性多発筋痛

筋骨格系およ
び結合組織の
疾患



別表２（第２条関係）

女性特定疾病手術倍率表

　女性特定疾病手術保険金の対象は、女性特定疾病の治療を直接の目的とした下
表に定めるいずれかの種類の手術となります。

　「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除等の操
作を加えることをいい、下表の手術番号１～８５を指します。吸引、穿刺等の処置
および神経ブロックは除きます。

－　－６０

倍　率手　術　の　種　類

２０
２０

§皮膚・乳房の手術
１�植皮術（２５c㎡未満は除く。）
２�乳房切断術

２０
２０
２０
１０
２０

２０
１０
２０
２０
１０
１０

§筋骨の手術（抜釘術は除く。）
３�骨移植術
４�骨髄炎・骨結核手術（膿瘍の単なる切開は除く。）
５�頭蓋骨観血手術（鼻骨・鼻中隔を除く。）
６�鼻骨観血手術（鼻中隔弯曲症手術を除く。）
７�上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術（歯・歯肉の処置に伴うもの
を除く。）
８�脊椎・骨盤観血手術
９�鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術
１０．四肢切断術（手指・足指を除く。）
１１．切断四肢再接合術（骨・関節の離断に伴うもの。）
１２．四肢骨・四肢関節観血手術（手指・足指を除く。）
１３．筋・腱・靱帯観血手術（手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘
液腫手術は除く。）

１０
２０
２０
２０
４０

§呼吸器・胸部の手術
１４．慢性副鼻腔炎根本手術
１５．喉頭全摘除術
１６．気管、気管支、肺、胸膜手術（開胸術を伴うもの。）
１７．胸郭形成術
１８．縦隔腫瘍摘出術

２０
１０
４０

２０
４０
２０
２０

§循環器・脾の手術
１９．観血的血管形成術（血液透析用外シャント形成術を除く。）
２０．静脈瘤根本手術
２１．大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術（開胸・開腹術を伴うも
の。）

２２．心膜切開・縫合術
２３．直視下心臓内手術
２４．体内用ペースメーカー埋込術
２５．脾摘除術

２０
１０

§消化器の手術
２６．耳下腺腫瘍摘出術
２７．顎下腺腫瘍摘出術



－　－６１

４０
４０
２０
２０
２０
１０
１０
２０
２０
１０

２８．食道離断術
２９．胃切除術
３０．その他の胃・食道手術（開胸・開腹術を伴うもの。）
３１．腹膜炎手術
３２．肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術
３３．ヘルニア根本手術
３４．虫垂切除術・盲腸縫縮術
３５．直腸脱根本手術
３６．その他の腸・腸間膜手術（開腹術を伴うもの。）
３７．痔瘻・脱肛・痔核根本手術（根治を目的としたもので、処置・
単なる痔核のみの手術は除く。）

４０
２０
２０
２０
４０
１０
１０
２０
２０
２０

２０
１０

§尿・性器の手術
３８．腎移植手術（受容者に限る。）
３９．腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術（経尿道的操作は除く。）
４０．尿道狭窄観血手術（経尿道的操作は除く。）
４１．尿瘻閉鎖観血手術（経尿道的操作は除く。）
４２．子宮広汎全摘除術（単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く。）
４３．子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術
４４．帝王切開娩出術
４５．子宮外妊娠手術
４６．子宮脱・膣脱手術
４７．その他の子宮手術（子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術
を除く。）

４８．卵管・卵巣観血手術（経膣的操作は除く。）
４９．その他の卵管・卵巣手術

４０
２０
２０

§内分泌器の手術
５０．下垂体腫瘍摘除術
５１．甲状腺手術
５２．副腎全摘除術

４０
２０

４０
２０

§神経の手術
５３．頭蓋内観血手術
５４．神経観血手術（形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻
除術。）

５５．観血的脊髄腫瘍摘出手術
５６．脊髄硬膜内外観血手術

１０
１０
１０
１０
１０
１０
１０
２０

§感覚器・視器の手術
５７．眼瞼下垂症手術
５８．涙小管形成術
５９．涙嚢鼻腔吻合術
６０．結膜嚢形成術
６１．角膜移植術
６２．観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術
６３．虹彩前後癒着剥離術
６４．緑内障観血手術



（注）　治療を直接の目的とした手術
　　　美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断、検査（生

検、腹腔鏡検査など）のための手術などは、「治療を直接の目的とした手術」
には該当しません。

－　－６２

２０
１０
１０
１０

２０
２０
１０

６５．白内障・水晶体観血手術
６６．硝子体観血手術
６７．網膜剥離症手術
６８．レーザー・冷凍凝固による眼球手術（施術の開始日から６０日の
間に１回の支払を限度とする。）

６９．眼球摘除術・組織充填術
７０．眼窩腫瘍摘出術
７１．眼筋移植術

２０
１０
２０
２０
４０

§感覚器・聴器の手術
７２．観血的鼓膜・鼓室形成術
７３．乳様洞削開術
７４．中耳根本手術
７５．内耳観血手術
７６．聴神経腫瘍摘出術

４０
１０

２０

§悪性新生物の手術
７７．悪性新生物根治手術
７８．悪性新生物温熱療法（施術の開始日から６０日の間に１回の支払
を限度とする。）

７９．その他の悪性新生物手術

２０
２０
１０
２０

１０

§上記以外の手術
８０．上記以外の開頭術
８１．上記以外の開胸術
８２．上記以外の開腹術
８３．衝撃波による体内結石破砕術（施術の開始日から６０日の間に１
回の支払を限度とする。）

８４．ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる
脳・喉頭・胸・腹部臓器手術（検査・処置は含まない。施術の開
始日から６０日の間に１回の支払を限度とする。）

１０
§新生物根治放射線照射
８５．新生物根治放射線照射（５�０００ラド以上の照射で、施術の開始日
から６０日の間に１回の支払を限度とする。）



別表３（第５条関係）

 保 険 金 請 求 書 類

�
退院後通院保険金支払特約条項

第１条（特約の締結）
①　保険契約者は、新・長期医療保険普通保険約款（以下「普通約款」といいま
す。）に基づく保険契約（以下「主契約」といいます。）にこの特約を付帯して
保険契約を締結することができます。
②　前項の規定にかかわらず、保険契約者は、主契約締結の後、当会社の承認を
得て、この特約を主契約に付帯することができます。
第２条（特約の責任開始期）
①　主契約締結時にこの特約を付帯して保険契約を締結する場合は、この特約の
責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
②　主契約締結の後、この特約を主契約に付帯する場合は、この特約の責任開始
期は、保険証券記載の異動保険期間の初日の午後４時（保険証券にこれと異な
る時刻が記載されているときは、その時刻）または主契約の責任開始期のいず
れか遅い時とします。
第３条（当会社の支払責任）
①　当会社は、次表に従い保険金を支払います。なお、この場合の保険金受取人
は、主契約の被保険者（以下「被保険者」といいます。）とします。

�

女性特定疾病
手術保険金

女性特定疾病
入院保険金

保険金種類
提出書類

○○１�保険金請求書

○○２�保険証券

○○３�当会社の定める疾病状況報告書

○○４�当会社の定める様式による医師の診断書

○
５�入院日数を記載した病院または診療所の証
明書類

○○６�被保険者の印鑑証明書

○○
７�委任を証する書類および委任を受けた者の
印鑑証明書（保険金の請求を第三者に委任す
る場合）

支　払　額保険金を支払う場合
（以下「支払事由」といいます。）

保険金
の種類

保 険 証 券 記 載 の
退院後通院保険金日額

×
通院日数

　被保険者が、主契約で疾病入院保険金を支
払うべき入院の後に、次の条件のすべてを満
たす通院をしたとき。
盧　この特約の責任開始期以後に発病した疾
病を直接の原因とする入院の後の通院であ
ること。

盪　当該入院の原因となった疾病の治療を目
的とした通院であること。

蘯　１回の入院につき、最初の入院の開始日

疾
病
退
院
後
通
院
保
険
金
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②　前項に規定する保険金の支払額の計算にあたって、保険金の支払条件の変更
があった場合には、被保険者が入院を開始した時の支払条件により算出された
保険金の額と疾病または傷害を被った時の支払条件により算出された保険金の
額のうち、いずれか低い額を支払います。
③　この特約による被保険者の疾病退院後通院保険金および傷害退院後通院保険
金（以下「退院後通院保険金」といいます。）の支払限度は、１回の通院責任期
間につき、保険証券記載の退院後通院保険金支払限度日数とします。
④　被保険者が２回以上入院した場合で、普通約款の規定により１回の入院とみ
なされる場合は、継続した１回の入院とみなして、第１項の規定を適用しま
す。
⑤　当会社は、１回の入院について、最初の入院の開始日からその日を含めて
１�０００日を経過した日の翌日以降の通院に対しては、退院後通院保険金を支払
いません。
⑥　次の各号のいずれかに該当した場合には、退院後通院保険金は重複しては支
払いません。また、重複して支払われない退院後通院保険金の通院日数につい
ては、退院後通院保険金の支払限度の計算には算入しません。
盧　被保険者が同一の日に２回以上第１項に定める通院をしたとき（この場合、
１日の通院とみなします。）。
盪　被保険者が２以上の疾病または傷害の治療を目的とした１回の通院をした
とき。

⑦　被保険者が主契約の疾病入院保険金または傷害入院保険金の支払事由に該当
する日に通院したときは、通院の原因がその入院の原因と同一であると否とに
かかわらず、退院後通院保険金は支払いません。
⑧　被保険者が主契約の疾病入院保険金の支払事由に該当する入院を開始したと
きに、異なる疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる疾病を併発
した場合で、それぞれの疾病について入院の必要があると当会社が認めたとき
は、その併発した疾病の治療を目的とする通院を第１項の通院に含めます。
⑨　被保険者が平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に
疾病または傷害がなおったとき以降の通院に対しては、当会社は、退院後通院
保険金を支払いません。
⑩　被保険者が通院しない場合において、骨折等の傷害を被った部位を固定する
ために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事する
ことまたは平常の生活に著しい支障が生じたと当会社が認めたときは、通院し

　に始まり、最後の入院の退院日の翌日から
その日を含めて、１２０日を経過した日に終
わる期間（以下「通院責任期間」といいま
す。）中に行われた通院であること。

保 険 証 券 記 載 の
退院後通院保険金日額

×
通院日数

　被保険者が、主契約で傷害入院保険金を支
払うべき入院の後に、次の条件のすべてを満
たす通院をしたとき。
盧　この特約の責任開始期以後に発生した事
故による傷害を直接の原因とする入院の後
の通院であること。

盪　当該入院の原因となった傷害の治療を目
的とした通院であること。

蘯　１回の入院につき、通院責任期間中に行
われた通院であること。

傷
害
退
院
後
通
院
保
険
金
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たものとみなして第１項の規定を適用します。
⑪　通院責任期間中に、この特約の保険期間が満了したときには、満了時以降の
通院責任期間中の通院は、この特約の保険期間中の通院とみなして、第１項の
規定を適用します。
⑫　被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病または発生した事故によ
る傷害を直接の原因として入院を開始した場合でも、この特約の責任開始期の
属する日から起算して２年を経過した後に入院を開始したときは、その入院
は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、第１項の規定を
適用します。
⑬　主契約の疾病入院保険金または傷害入院保険金が支払われない入院の退院後
の通院については、この特約の保険金は支払いません。
⑭　保険金支払の対象となっていない身体の障害の影響によって、保険金を支払
うべき疾病または傷害の程度が加重されたことにより、当会社の支払うべき額
が増加する場合には、当会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を決
定して保険金を支払います。
⑮　正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保
険金を受け取るべき者が治療させなかったことに起因して、保険金を支払うべ
き疾病または傷害の程度が加重されたことにより、当会社の支払うべき額が増
加する場合にも、前項と同様の方法で支払います。
第４条（入院開始の通知）
①　被保険者が普通約款第３条（当会社の支払責任）第１項に規定する入院を開
始したときは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者（これら
の者の代理人を含みます。この条において、以下同様とします。）は、被保険者
が入院を開始した日からその日を含めて３０日以内に、疾病または傷害の内容お
よび入院の状況等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場合にお
いて、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときは、これに応じなけ
ればなりません。
②　保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当
な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明につい
て知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、当
会社は、保険金を支払いません。
第５条（保険金の請求）
①　被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者の代理人を含みます。
第５項において同様とします。）が、保険金の支払を受けようとするときは、別
表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
②　当会社は、別表および次項の書類以外の書類の提出を求めることができま
す。
③　被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、第１項の規定に
より保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の各号に
掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出
て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求するこ
とができます。
盧　被保険者と同居または生計を共にする配偶者
盪　前号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求で
きない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする３親等内
の親族
蘯　前２号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求
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できない事情がある場合には、第１号以外の配偶者または前号以外の３親等
内の親族

④　前項の規定による被保険者の代理人からの保険金請求に対して、当会社が保
険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保
険金を支払いません。
⑤　被保険者または保険金を受け取るべき者が、第１項もしくは第３項の規定に
違反したときもしくは第２項の書類を提出しなかったとき、または第１項から
第３項に規定する提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不
実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第６条（準用規定）
　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、
普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。

別表（第５条関係）

 保 険 金 請 求 書 類

�
退院一時金支払特約条項

第１条（特約の締結）
①　保険契約者は、新・長期医療保険普通保険約款（以下「普通約款」といいま
す。）に基づく保険契約（以下「主契約」といいます。）にこの特約を付帯して
保険契約を締結することができます。
②　前項の規定にかかわらず、保険契約者は、主契約締結の後、当会社の承認を
得て、この特約を主契約に付帯することができます。
第２条（特約の責任開始期）
①　主契約締結時にこの特約を付帯して保険契約を締結する場合は、この特約の
責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
②　主契約締結の後、この特約を主契約に付帯する場合は、この特約の責任開始
期は、保険証券記載の異動保険期間の初日の午後４時（保険証券にこれと異な
る時刻が記載されているときは、その時刻）または主契約の責任開始期のいず
れか遅い時とします。
第３条（当会社の支払責任）
①　当会社は、次表に従い保険金を支払います。なお、この場合の保険金受取人
は、主契約の被保険者（以下「被保険者」といいます。）とします。

１�保険金請求書

２�保険証券

３�当会社の定める様式による医師の診断書

４�当会社の定める疾病または傷害状況報告書

５�公の機関（やむを得ない場合には、第三者）の事故証明書

６�被保険者の印鑑証明書

７�委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書（保険金の請求を第
三者に委任する場合）
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②　前項に規定する保険金の支払額の計算にあたって、保険金の支払条件の変更
があった場合には、被保険者が入院を開始した時の支払条件により算出された
保険金の額と疾病および傷害を被った時の支払条件により算出された保険金の
額のうち、いずれか低い額を支払います。
③　被保険者が２回以上入院した場合で、普通約款の規定により１回の入院とみ
なされる場合は、継続した１回の入院とみなして、第１項の規定を適用しま
す。
④　当会社は、１回の入院について、最初の入院の開始日からその日を含めて
１�０００日を経過した日の翌日以降の退院に対しては、退院一時金を支払いませ
ん。
⑤　被保険者が主契約の疾病入院保険金または傷害入院保険金の支払事由に該当
する入院中に、この特約の保険期間が満了したときには、その満了時以降に継
続している入院は、この特約の保険期間中の入院とみなして、第１項の規定を
適用します。
⑥　被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病または発生した事故によ
る傷害を直接の原因として入院を開始した場合でも、この特約の責任開始期の
属する日から起算して２年を経過した後に入院を開始したときは、その入院
は、責任開始期以後の原因によるものとみなして、第１項の規定を適用しま
す。
⑦　主契約の疾病入院保険金または傷害入院保険金が支払われない入院について
は、第１項の退院一時金は支払いません。
第４条（入院開始の通知）
①　被保険者が普通約款第３条（当会社の支払責任）第１項に規定する入院を開
始したときは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者（これら
の者の代理人を含みます。この条において、以下同様とします。）は、被保険者
が入院を開始した日からその日を含めて３０日以内に、疾病または傷害の内容お
よび入院の状況等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場合にお
いて、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときは、これに応じなけ
ればなりません。
②　保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当
な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明につい
て知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、当
会社は、保険金を支払いません。

支　払　額保険金を支払う場合
（以下「支払事由」といいます。）

保険金
の種類

１回の入院につき保険
証券記載の退院一時金
保険金額

　被保険者が次の条件のすべてを満たす入院
をした後、生存している状態で退院したと
き。
盧　主契約の疾病入院保険金または傷害入院
保険金の支払事由に該当する入院であるこ
と。

盪　この特約の責任開始期以後に発病した疾
病または発生した事故による傷害を直接の
原因とすること。

蘯　入院日数が継続して保険証券記載の退院
一時金条件日数以上であること。

退

院

一

時

金
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第５条（保険金の請求）
①　被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者の代理人を含みます。
第５項において、同様とします。）が、保険金の支払を受けようとするときは、
別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
②　当会社は、別表および次項の書類以外の書類の提出を求めることができま
す。
③　被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、第１項の規定に
より保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の各号に
掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出
て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求するこ
とができます。
盧　被保険者と同居または生計を共にする配偶者
盪　前号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求で
きない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする３親等内
の親族
蘯　前２号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求
できない事情がある場合には、第１号以外の配偶者または前号以外の３親等
内の親族

④　前項の規定による被保険者の代理人からの保険金請求に対して、当会社が保
険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保
険金を支払いません。
⑤　被保険者または保険金を受け取るべき者が、第１項もしくは第３項の規定に
違反したときもしくは第２項の書類を提出しなかったとき、または第１項から
第３項に規定する提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不
実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第６条（準用規定）
　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、
普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。

別表（第５条関係）

 保 険 金 請 求 書 類

�
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項

第１条（普通約款の読み替え）
　　当会社は、この特約条項に従い、普通保険約款（以下「普通約款」といいま
す。）の保険金を支払わない場合の事由の規定中、「戦争、外国の武力行使、革
命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動（この約
款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の

１�保険金請求書

２�保険証券

３�当会社の定める入院状況報告書

４�当会社の定める様式による医師の診断書

５�被保険者の印鑑証明書

６�委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書（保険金の請求を第
三者に委任する場合）
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地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態を
いいます。）」とあるのは「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武
装反乱その他これらに類似の事変または暴動（この約款においては、群衆また
は多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏
が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）。ただし、テ
ロ行為（政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個
人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいい
ます。）を除きます。」と読み替えて適用します。
第２条（追加保険料の請求またはこの特約条項の解除）
①　当会社は、前条の読み替え規定中のテロ行為に関する危険が著しく増加した
と認めたときは、保険証券記載の保険契約者の住所（第５条（保険契約者の住
所変更に関する通知義務）第１項の規定による通知があった場合はその住所ま
たは通知先をいいます。）にあてた４８時間以前の書面による予告により、追加保
険料を請求することまたはこの特約条項を解除することができます。
②　前項の規定により当会社がこの特約条項を解除する場合において、次の各号
のいずれかに該当するときは、被保険者（普通約款またはこの保険契約に付帯
された他の特約条項に死亡保険金受取人に関する規定がある場合は、被保険者
または死亡保険金受取人とします。）にあてた通知をもって保険契約者に対する
通知とみなします。
盧　保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合で、この保険契約上の権利
および義務を承継した保険契約者が明らかでないとき。
盪　保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合で、この保険契約上の権利
および義務を承継した保険契約者全員の所在が明らかでないとき。
蘯　保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合で、前２号のほか、正当な
理由により保険契約者に通知できないとき。

第３条（追加保険料領収前の支払事由）
　　保険契約者が前条第１項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、追
加保険料領収前にその原因が生じていた支払事由に対しては、保険金を支払い
ません。
第４条（保険契約解除の効力）
　　第２条（追加保険料の請求またはこの特約条項の解除）第１項の規定による
解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第５条（保険契約者の住所変更に関する通知義務）
①　保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更したときは、保険契約
者またはその代理人は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりませ
ん。
②　保険契約者またはその代理人が前項の規定による通知をしなかったときは、
当会社の知った最終の住所または通知先に送付した通知は、通常到達するため
に要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
第６条（特約条項の読み替え）
　　当会社は、この保険契約に付帯された他の特約条項に、第１条（普通約款の
読み替え）と同じ規定がある場合には、その規定についても同条と同様に読み
替えて適用します。 

特定疾病等不担保特約条項

　当会社は、この特約により、支払事由が保険証券記載の疾病による場合は保険
金を支払いません。
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特定疾病等不担保特約条項（不担保期間２年間用）

　当会社は、この特約により、支払事由が責任開始期の属する日から起算して２
年以内に発病した保険証券記載の疾病による場合は保険金を支払いません。

予定利率による保険料の変更に関する特約条項

第１条（特約の締結）
　　保険契約者は、新・長期医療保険普通保険約款（以下「普通約款」といいま
す。）に基づく保険契約（以下「主契約」といいます。）にこの特約を付帯して
保険契約を締結することができます。
第２条（特約の責任開始期）
　　この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
第３条（用語の定義）
　　この特約において、次の各号の用語の意味は、それぞれ次の各号の定義に従
うものとします。
盧　保険料決定日
　　保険料変更期間における、保険期間の初日から３年ごとに到来する年単位
の初日応当日をいいます。
盪　標準予定利率
　　平成８年２月２９日大蔵省告示第４８号に定められた方法（平成１２年２月４日
総理府・大蔵省告示第１号により改正された方法とします。）に基づいて算定
された予定利率をいいます。
蘯　上限予定利率
　　この特約が付帯された保険契約の保険料に適用される予定利率の上限をい
い、保険証券記載の上限予定利率とします。

第４条（保険契約締結時の保険料）
　　当会社は、主契約の保険期間の初日における標準予定利率により、保険契約
締結時における保険料を算出し、当該標準予定利率を保険証券に記載します。
第５条（保険料の変更）
①　当会社は、保険料決定日において適用される標準予定利率が、当該保険料決
定日の前日においてこの保険契約の保険料を計算する際に適用されていた標準
予定利率より高い場合は、当該保険料決定日以後の保険料を、当該標準予定利
率（以下「新予定利率」といいます。）により算出した保険料に変更します。た
だし、当該標準予定利率が上限予定利率を上回る場合は、上限予定利率を新予
定利率とします。
②　前項の新予定利率が上限予定利率に達した場合は、以後の保険料決定日にお
いて、保険料の変更は行いません。
③　第１項の規定により保険料を変更する場合は、当会社は、新予定利率および
新たに適用する保険料を保険契約者に書面をもって通知します。
④　第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する時以降は保険料
の変更は行いません。
盧　普通約款第１４条（保険料の前納）の規定により、将来到来する払込期日の
保険料のすべてが一括して前納されたとき。
盪　普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定により、保険料
の払込が免除されたとき。

第６条（保険料変更期間）
　　前条の規定による保険料の変更は、保険証券記載の保険料変更期間（以下「保
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険料変更期間」といいます。）においてのみ行い、保険料変更期間が終了した後
は、保険料変更期間中の最後の保険料決定日における保険料を以後の保険料払
込期間中において適用します。
第７条（特約の解約）
　　保険契約者は、保険期間の中途において、この特約のみを解約することはで
きません。
第８条（普通約款との関係）
　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、
普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。

三大疾病による保険料の払込免除に関する特約条項

第１条（特約の締結）
　　この特約は、保険契約締結の際、保険契約者の申出によって、新・長期医療
保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）に付帯して締結します。
第２条（特約の責任開始期）
　　この特約の責任開始期は、普通約款およびこれに付帯された特約に基づく保
険契約（以下「主契約」といいます。）の責任開始期と同一とします。
第３条（用語の定義）
　　この特約において、次の各号の用語の意味は、それぞれ次の各号の定義に従
うものとします。
盧　がん
　　別表１に定める悪性新生物をいいます。
盪　診断確定
　　日本の医師または歯科医師（主契約の被保険者（以下「被保険者」といい
ます。）が医師または歯科医師である場合は、被保険者以外の医師または歯科
医師をいいます。以下同様とします。）が、病理組織学的所見（剖検や生検）、
細胞学的所見、理学的所見（Ｘ線や内視鏡等）、臨床学的所見および手術所見
の全部またはいずれかによって診断することをいいます。
蘯　急性心筋梗塞
　　別表１に定める急性心筋梗塞をいいます。
盻　脳卒中
　　別表１に定める脳卒中をいいます。
眈　三大疾病
　　がん、急性心筋梗塞および脳卒中をいいます。
第４条（保険料払込の免除）
①　被保険者が次の各号のいずれかの事由（以下「保険料払込の免除事由」とい
います。）に該当したときは、当会社は、保険料払込の免除事由が生じた日の属
する月の翌月以降に到来する保険証券記載の払込期日（以下「払込期日」とい
います。）に払い込むべき主契約の保険料の払込を免除します。
盧　責任開始期以後、被保険者が初めて（この特約の責任開始期前の期間を通
じて初めてとします。）がんと診断確定されたとき。
盪　責任開始期以後、被保険者が急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初め
て医師の診療を受けたとき。ただし、その診療を受けた日を含めて６０日以
上、労働の制限を必要とする状態（軽い家事等の軽労働や事務等の座業はで
きるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態）が継続したと医師によ
って診断された場合に限ります。
蘯　責任開始期以後、被保険者が脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師
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の診療を受けたとき。ただし、その診療を受けた日を含めて６０日以上、言語
障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によっ
て診断された場合に限ります。

②　前項の規定により保険料の払込が免除された場合には、保険料は以後の払込
期日ごとに払込があったものとして取り扱います。
③　第１項の規定により払込が免除されるべき保険料のうちすでに払い込まれた
保険料がある場合には、当会社は、その保険料を保険契約者に返還します。
第５条（保険料の払込を免除しない場合）
①　普通約款第９条（保険料の払込を免除しない場合）の規定は、この特約にお
いて準用します。
②　前項の規定のほか、次の各号に掲げる事由により、保険料払込の免除事由が
生じた場合においても、当会社は保険料の払込を免除しません。
盧　責任開始期の属する日から、その日を含めて９０日を経過した日までに、が
んと診断確定された場合
盪　急性心筋梗塞については、急性心筋梗塞の原因となった疾病の医師の診断
による発病の時が、責任開始期より前である場合
蘯　脳卒中については、脳卒中の原因となった疾病の医師の診断による発病の
時が、責任開始期より前である場合

第６条（保険料払込免除の請求）
①　保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者（これら
の者の代理人を含みます。次項において、同様とします。）は、保険料払込の免
除事由が生じた日からその日を含めて３０日以内に、罹患した三大疾病の内容お
よび程度等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場合において、
当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときは、これに応じなければな
りません。
②　保険契約者または被保険者が当会社の認める正当な理由がなく前項の規定に
違反したとき、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げな
かったときもしくは不実のことを告げたときは、当会社は、保険料の払込を免
除しません。
③　保険契約者（この者の代理人を含みます。次項において、同様とします。）が、
保険料払込の免除を受けようとするときは別表２に掲げる書類のうち当会社が
求めるものを提出しなければなりません。
④　保険契約者が、前項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知って
いる事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は保
険料の払込を免除しません。
⑤　普通約款第１０条（保険料払込免除の請求）第５項から第７項までの規定は、
この特約において準用します。
第７条（責任開始期前のがん診断確定による無効）
①　被保険者が告知前または告知の時から責任開始期までにがんと診断確定され
ていた場合は、被保険者がその事実を知っているまたは知らないとにかかわら
ず、この特約は無効とします。
②　前項の場合において、告知前に被保険者ががんと診断確定されていた事実
を、保険契約者および被保険者がともに知らなかったときは、当会社は、すで
に払い込まれたこの特約の保険料の全額を返還します。
③　第１項の場合において、告知前に被保険者ががんと診断確定されていた事実
を、保険契約者または被保険者が知っていたときは、当会社は、すでに払い込
まれた保険料を返還しません。

－　－７２



④　第１項の場合において、告知の時から責任開始期までの間に被保険者ががん
と診断確定されていたときは、当会社は、すでに払い込まれたこの特約の保険
料の全額を返還します。
⑤　第１項の規定によってこの特約が無効となる場合は、普通約款第１８条（告知
義務）および第２０条（重大事由による解除）の規定を適用しません。
第８条（普通約款の適用除外）
　　普通約款第２９条（保険契約の継続）第８項第４号の規定にかかわらず、継続
前の保険契約において、この特約の規定により保険料の払込が免除されている
場合でも、当会社は、継続後の保険契約については、保険料の払込を免除しま
せん。
第９条（準用規定）
　　この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、
普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。

別表１（第３条関係）

悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中

　対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中とは、表１によって定義付けら
れる疾病とし、かつ、平成６年１０月１２日総務庁告示第７５号に基づく「厚生省大臣
官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD－１０準拠」に記載され
た分類項目中、表２の基本分類コード表に規定される内容によるものをいいま
す。

表１　対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の定義

�
表２　対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の基本分類コード表

�

疾病の定義疾病名

　悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増
殖で特徴付けられる疾病

１．悪性新生物

　冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、そ
の関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として
以下の３項目を満たす疾病
盧　典型的な胸部痛の病歴
盪　新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化
蘯　心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇

２．急性心筋梗塞

　脳血管の異常（脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部
からの塞栓が含まれる）により脳の血液の循環が急激に障
害されることによって、２４時間以上持続する中枢神経系の
脱落症状を引き起こした疾病

３．脳卒中

基本分類コ－ド分類項目疾病名

C００～C１４
C１５～C２６
C３０～C３９
C４０～C４１

口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
消化器の悪性新生物
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
骨および関節軟骨の悪性新生物

１．悪性新生物
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�
別表２（第６条関係）

保険料払込の免除の書類

�
初回保険料の口座振替に関する特約条項

第１条（特約の適用）
①　この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじ
め一時払保険料または第１回保険料（以下「初回保険料」といいます。）を口座
振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
②　この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用しま
す。
盧　保険契約締結のときに、保険契約者の指定する口座（以下「指定口座」と
いいます。）が、提携金融機関（当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携し
ている金融機関等をいいます。以下同様とします。）に設定されていること。
盪　この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替
依頼書の提出が、保険期間の初日の属する月の前月末日までになされている

C４３～C４４
C４５～C４９
C５０

C５１～C５８
C６０～C６３
C６４～C６８
C６９～C７２

C７３～C７５

C７６～C８０

C８１～C９６

C９７
D００～D０９ 

皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物
中皮および軟部組織の悪性新生物
乳房の悪性新生物
女性性器の悪性新生物
男性性器の悪性新生物
尿路の悪性新生物
眼、脳および中枢神経系のその他の部位の
悪性新生物
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生
物
部位不明確、続発部位および部位不明の悪
性新生物
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪
性新生物
独立した（原発性）多部位の悪性新生物
上皮内新生物

I２１急性心筋梗塞２．急性心筋梗塞

I６０
I６１
I６３

くも膜下出血
脳内出血
脳梗塞

３．脳卒中

１．当会社所定の保険料払込免除請求書

２．保険証券

３．当会社の定める疾病状況報告書

４．当会社の定める様式による医師の診断書

５．委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書（保険料払込の免除
の請求を第三者に委任する場合）
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こと。
第２条（初回保険料の払込み）
①　初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める期日（以下「初
回保険料払込期日」といいます。）に、指定口座から当会社の口座に振り替える
ことによって行うものとします。
②　初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座
振替による初回保険料の払込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には、
当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
③　保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口
座に預け入れておかなければなりません。
第３条（初回保険料払込み前に支払事由の原因が生じていた場合の取扱）
①　初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、
初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した
場所に払い込まなければなりません。
②　当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回
保険料を払い込んだ場合には、新・長期医療保険普通保険約款（以下「普通約
款」といいます。）第１条（当会社の責任開始期および責任終期）第３項の規定
は適用しません。
③　保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払
込みを怠った場合において、その払込みを怠ったことについて故意および重大
な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、この特約の規定中
「翌月末」とあるのを「翌々月の２５日」と読み替えてこの特約の規定を適用し
ます。この場合において、当会社は保険契約者に対して当会社が別に定める額
をあわせて請求できるものとします。
④　第２項の規定により、被保険者が、初回保険料払込み前にその原因が生じて
いた支払事由について保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前
に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第４条（解除－初回保険料不払の場合）
①　当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに、初回保険料の払
込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
②　当会社は、前項の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の住所
（普通約款第１９条（保険契約者の住所変更に関する通知義務）第１項の規定に
よる通知があった場合は、その住所または通知先をいいます。）にあてた書面に
よりその旨を通知します。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向か
ってその効力を生じます。
第５条（継続契約への不適用）
　　この特約が付帯された保険契約が、普通約款第２９条（保険契約の継続）の規
定により継続される場合には、継続後の保険契約については、この特約を適用
しません。

団体扱保険料分割払特約条項（一般Ａ）

第１条（この特約の適用条件）
　　この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用され
ます。
盧　保険契約者が公社、公団、会社等の企業体（法人・個人の別を問いません。
この条において、以下同様とします。）に勤務し、毎月その企業体から給与の
支払を受けていること。

－　－７５



盪　次のいずれかの契約が締結されていること。
イ�保険契約者が給与の支払を受けている企業体（以下「団体」といいます。）
と当会社との間の「保険料集金に関する契約書（一般Ａ－１）」による保険
料集金契約。ただし、団体が労働基準法第２４条に定める賃金の一部控除に
関する書面による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け取
るべき給与から保険料の控除を行うことができる場合にかぎります。
ロ�団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織（こ
の条において、以下「職域労働組合等」といいます。）と当会社との間の
「保険料集金に関する契約書（一般Ａ－２）」による保険料集金契約。ただ
し、職域労働組合等が前記イ�のただし書に規定する団体によって控除さ
れた保険料を受領することができる場合にかぎります。

蘯　保険契約者が、当会社との間に「保険料集金に関する契約書（一般Ａ－１）」
または「保険料集金に関する契約書（一般Ａ－２）」による保険料集金契約
（以下「集金契約」といいます。）を締結した者（以下「集金者」といいま
す。）に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ�集金者が団体である場合には、保険契約者の受け取るべき給与から保険
料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
ロ�集金者が職域労働組合等である場合には、団体によって控除された保険
料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。

第２条（保険料の分割払）
　　当会社は、この特約により、保険契約者が保険料（この保険契約に定められ
た保険料をいいます。以下同様とします。）を保険証券記載の回数および金額
（以下「分割保険料」といいます。）に分割して払い込むことを承認します。
第３条（分割保険料の払込み）
①　保険契約者は、第１回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込
むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければ
なりません。
②　第２回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て
払い込まなければなりません。
第４条（保険料が集金者を経て払い込まれる場合の特則）
　　第１回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込ま
れる場合には、新・長期医療保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）
第１条（当会社の責任開始期および責任終期）第３項の規定は適用しません。
第５条（追加保険料の払込み）
①　この特約が付帯された普通約款またはこれに付帯された特約（以下「普通約
款等」といいます。）に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したと
きは、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い
込まなければなりません。
②　保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保
険料領収前に生じた支払事由については、保険金を支払いません。ただし、普
通約款等にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
第６条（保険料領収証の発行）
　　当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の
合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対しては
これを発行しません。
第７条（特約の失効または解除）
①　この特約は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した

－　－７６



ことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日（以下
「集金不能日」といいます。）から将来に向かってのみその効力を失います。
盧　集金契約が解除された場合
盪　保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
蘯　保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場
合
盻　前３号の場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者によ
る保険料の集金が行われなくなった場合

②　当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数（同
一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は１
名と数えます。）が１０名未満である場合には、この特約を解除することができま
す。
③　第１項第１号の事実が発生したときまたは前項の規定により当会社がこの特
約を解除したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険証券記載の保険
契約者の住所（普通約款第１９条（保険契約者の住所変更に関する通知義務）第
１項の規定による通知があった場合は、その住所または通知先をいいます。以
下同様とします。）にあててその旨を通知します。
第８条（特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み）
①　保険契約者は、前条第１項の規定によりこの特約が効力を失ったときは集金
不能日の属する月の翌月末日までに、同条第２項の規定によりこの特約が解除
されたときは解除日の属する月の翌月末日までに未払込分割保険料（当該保険
年度の保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を差
し引いた額をいいます。以下同様とします。）の全額を集金者を経ることなく、
一時に当会社に払い込まなければなりません。
②　当会社は、前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれな
いときは、集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するま
での間に生じた支払事由については、保険金を支払いません。
③　当会社は、第１項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれ
ないときは、この保険契約を解除することができます。
④　前項の規定により、当会社がこの保険契約を解除したときは、当会社は、遅
滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所にあててその旨を通知
します。この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向か
ってのみその効力を生じます。
⑤　第１項の未払込分割保険料について普通約款第１５条（保険契約の復活）の規
定を準用する場合は、同条第１項の規定中「猶予期間」とあるのは「集金不能
日または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、同条第３項の
規定中「払込期日が到来している未払込保険料」とあるのは「未払込分割保険
料および払込期日が到来している未払込保険料」と読み替えて適用します。
第９条（特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法）
①　第７条（特約の失効または解除）第１項の規定によりこの特約が効力を失っ
た場合または同条第２項の規定によりこの特約が解除された場合の翌保険年度
以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の
保険期間の初日応当日とします。
②　保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができ
ます。
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団体扱保険料分割払特約条項（一般Ｂ）

第１条（この特約の適用条件）
　　この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用され
ます。
盧　保険契約者が公社、公団、会社等の企業体（法人・個人の別を問いません。
この条において、以下同様とします。）に勤務し、毎月その企業体から給与の
支払を受けていること。
盪　次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書（一般Ｂ）」
による保険料集金契約（以下「集金契約」といいます。）が締結されているこ
と。
イ�保険契約者が給与の支払を受けている企業体（以下「団体」といいます。）
ロ�団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織
蘯　保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者（以下「集金者」と
いいます。）に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ�保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務している事業所（以下「当該
事業所」といいます。）において、給与支払日に保険契約者またはその代理
人から直接保険料を集金すること。
ロ�上記イ�により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。

第２条（保険料の分割払）
　　当会社は、この特約により、保険契約者が保険料（この保険契約に定められ
た保険料をいいます。以下同様とします。）を保険証券記載の回数および金額
（以下「分割保険料」といいます。）に分割して払い込むことを承認します。
第３条（分割保険料の払込み）
①　保険契約者は、第１回分割保険料を保険契約締結と同時に直接当会社に払い
込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなけれ
ばなりません。
②　第２回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て
払い込まなければなりません。
第４条（保険料が集金者を経て払い込まれる場合の特則）
　　第１回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込ま
れる場合には、新・長期医療保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）
第１条（当会社の責任開始期および責任終期）第３項の規定は適用しません。
第５条（追加保険料の払込み）
①　この特約が付帯された普通約款またはこれに付帯された特約（以下「普通約
款等」といいます。）に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したと
きは、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い
込まなければなりません。
②　保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保
険料領収前に生じた支払事由については、保険金を支払いません。ただし、普
通約款等にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
第６条（保険料領収証の発行）
　　当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の
合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対しては
これを発行しません。
第７条（特約の失効または解除）
①　この特約は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した
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ことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日（以下
「集金不能日」といいます。）から将来に向かってのみその効力を失います。
盧　集金契約が解除された場合
盪　保険契約者が当該事業所において団体から毎月給与の支払を受けなくなっ
た場合
蘯　保険契約者またはその代理人が保険料を当該事業所において、給与支払日
に直接集金者に支払わなかった場合
盻　前３号の場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者によ
る保険料の集金が行われなかった場合

②　当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数（同
一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は１
名と数えます。）が１０名未満である場合には、この特約を解除することができま
す。
③　第１項第１号の事実が発生したときまたは前項の規定により当会社がこの特
約を解除したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険証券記載の保険
契約者の住所（普通約款第１９条（保険契約者の住所変更に関する通知義務）第
１項の規定による通知があった場合は、その住所または通知先をいいます。以
下同様とします。）にあててその旨を通知します。
第８条（特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み）
①　保険契約者は、前条第１項の規定によりこの特約が効力を失ったときは集金
不能日の属する月の翌月末日までに、同条第２項の規定によりこの特約が解除
されたときは解除日の属する月の翌月末日までに未払込分割保険料（当該保険
年度の保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を差
し引いた額をいいます。以下同様とします。）の全額を集金者を経ることなく、
一時に当会社に払い込まなければなりません。
②　当会社は、前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれな
いときは、集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するま
での間に生じた支払事由については、保険金を支払いません。
③　当会社は、第１項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれ
ないときは、この保険契約を解除することができます。
④　前項の規定により、当会社がこの保険契約を解除したときは、当会社は、遅
滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所にあててその旨を通知
します。この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向か
ってのみその効力を生じます。
⑤　第１項の未払込分割保険料について普通約款第１５条（保険契約の復活）の規
定を準用する場合は、同条第１項の規定中「猶予期間」とあるのは「集金不能
日または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、同条第３項の
規定中「払込期日が到来している未払込保険料」とあるのは「未払込分割保険
料および払込期日が到来している未払込保険料」と読み替えて適用します。
第９条（特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法）
①　第７条（特約の失効または解除）第１項の規定によりこの特約が効力を失っ
た場合または同条第２項の規定によりこの特約が解除された場合の翌保険年度
以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の
保険期間の初日応当日とします。
②　保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができ
ます。
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団体扱保険料分割払特約条項（一般Ｃ）

第１条（この特約の適用条件）
　　この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用され
ます。
盧　保険契約者が公社、公団、会社等の企業体（法人・個人の別を問いません。
この条において、以下同様とします。）に勤務し、毎月その企業体から給与の
支払を受けていること。
盪　次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書（一般Ｃ）」
による保険料集金契約（以下「集金契約」といいます。）が締結されているこ
と。
イ�保険契約者が給与の支払を受けている企業体（以下「団体」といいます。）
ロ�団体に勤務する者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構
成員となっている労働組合または共済組織

蘯　保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者（以下「集金者」と
いいます。）に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ�保険契約者が指定する預金口座（以下「指定口座」といいます。）から、
預金口座振替により、保険料を集金者の指定する所定の期日（以下「集金
日」といいます。）に集金すること。
ロ�上記イ�により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。

第２条（保険料の分割払）
　　当会社は、この特約により、保険契約者が保険料（この保険契約に定められ
た保険料をいいます。以下同様とします。）を保険証券記載の回数および金額
（以下「分割保険料」といいます。）に分割して払い込むことを承認します。
第３条（分割保険料の払込み）
①　保険契約者は、第１回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込
むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければ
なりません。
②　第２回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て
払い込まなければなりません。
第４条（保険料が集金者を経て払い込まれる場合の特則）
　　第１回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込ま
れる場合には、新・長期医療保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）
第１条（当会社の責任開始期および責任終期）第３項の規定は適用しません。
第５条（追加保険料の払込み）
①　この特約が付帯された普通約款またはこれに付帯された特約（以下「普通約
款等」といいます。）に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したと
きは、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い
込まなければなりません。
②　保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保
険料領収前に生じた支払事由については、保険金を支払いません。ただし、普
通約款等にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
第６条（保険料領収証の発行）
　　当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の
合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対しては
これを発行しません。
第７条（特約の失効または解除）
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①　この特約は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合、第１号の
事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不
能となった日、または第２号、第３号もしくは第４号の事実のときは、その事
実が発生した日（以下「集金不能日等」といいます。）から将来に向かってのみ
その効力を失います。ただし、第２号については、集金者が保険契約者にかわ
って保険料を集金不能日等の翌日から起算して１か月以内に当会社に支払った
場合には、この限りでありません。
盧　集金契約が解除されたこと。
盪　保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌
日から起算して１か月以内に集金されなかったこと。
蘯　保険契約者が毎月給与の支払を受けなくなったこと。
盻　当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金
を行わなくなった旨の通知を受けたこと。

②　当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数（同
一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は１
名と数えます。）が１０名未満である場合には、この特約を解除することができま
す。
③　第１項第１号もしくは第４号の事実が発生したときまたは前項の規定により
当会社がこの特約を解除したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険
証券記載の保険契約者の住所（普通約款第１９条（保険契約者の住所変更に関す
る通知義務）第１項の規定による通知があった場合は、その住所または通知先
をいいます。以下同様とします。）にあててその旨を通知します。
第８条（特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み）
①　保険契約者は、前条第１項の規定によりこの特約が効力を失ったときは集金
不能日等の属する月の翌月末日までに、同条第２項の規定によりこの特約が解
除されたときは解除日の属する月の翌月末日までに未払込分割保険料（当該保
険年度の保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を
差し引いた額をいいます。以下同様とします。）の全額を集金者を経ることな
く、一時に当会社に払い込まなければなりません。
②　当会社は、前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれな
いときは、集金不能日等または解除日から未払込分割保険料の全額を領収する
までの間に生じた支払事由については、保険金を支払いません。
③　当会社は、第１項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれ
ないときは、この保険契約を解除することができます。
④　前項の規定により、当会社がこの保険契約を解除したときは、当会社は、遅
滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所にあててその旨を通知
します。この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向か
ってのみその効力を生じます。
⑤　第１項の未払込分割保険料について普通約款第１５条（保険契約の復活）の規
定を準用する場合は、同条第１項の規定中「猶予期間」とあるのは「集金不能
日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、同条第３項
の規定中「払込期日が到来している未払込保険料」とあるのは「未払込分割保
険料および払込期日が到来している未払込保険料」と読み替えて適用します。
第９条（特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法）
①　第７条（特約の失効または解除）第１項の規定によりこの特約が効力を失っ
た場合または同条第２項の規定によりこの特約が解除された場合の翌保険年度
以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の
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保険期間の初日応当日とします。
②　保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができ
ます。
第１０条（退職者等に関する特則）
①　保険契約者が、団体の福利厚生制度の一環として団体扱に係る保険契約を締
結することが認められている退職者等である場合は、第１条（この特約の適用
条件）の規定にかかわらず、この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満
たしているときに適用されます。
盧　団体または団体に勤務する者によって構成されている労働組合もしくは共
済組織と当会社との間に集金契約が締結されていること。
盪　保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾している
こと。
イ�保険契約者の指定口座から、預金口座振替により、保険料を集金手続き
を行い得る最初の集金日に集金すること。
ロ�上記イ�により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。

②　前項の場合、第７条（特約の失効または解除）第１項の適用にあたっては、
同項にいう集金不能日等は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生したと
きに、第１号の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保
険料の集金が不能となった日、または第２号もしくは第３号の事実のときは、
その事実が発生した日とします。
盧　集金契約が解除されたこと。
盪　保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が前項第２
号イ�の集金日の翌日から起算して１か月以内に集金されなかったこと。
蘯　当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金
を行わなくなった旨の通知を受けたこと。

第１１条（普通約款の適用除外）
　　この特約の規定が適用される場合には、普通約款第１２条（口座振替）の規定
は適用しません。

団体扱保険料分割払特約条項

第１条（この特約の適用条件）
　　この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用され
ます。
盧　保険契約者が給与の支払を受けている官公署、会社などの団体（以下「団
体」といいます。）と当会社との間に、「保険料集金に関する契約」（以下「集
金契約」といいます。）が締結されていること。
盪　保険契約者が、その受け取るべき給与から保険料を差し引いて、これを当
会社の本社または当会社の指定する場所に支払うことを団体に委託し、団体
がそれを承諾していること。

第２条（保険料の分割払）
　　当会社は、この特約により、保険契約者が保険料（この保険契約に定められ
た保険料をいいます。以下同様とします。）を保険証券記載の回数および金額
（以下「分割保険料」といいます。）に分割して払い込むことを承認します。
第３条（分割保険料の払込み）
①　保険契約者は、第１回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込
むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければな
りません。
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②　第２回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、団体を経て払
い込まなければなりません。
第４条（保険料が集金者を経て払い込まれる場合の特則）
　　第１回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込ま
れる場合には、新・長期医療保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）
第１条（当会社の責任開始期および責任終期）第３項の規定は適用しません。
第５条（追加保険料の払込み）
①　この特約が付帯された普通約款またはこれに付帯された特約（以下「普通約
款等」といいます。）に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したと
きは、保険契約者は、団体を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込
まなければなりません。
②　保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保
険料領収前に生じた支払事由については、保険金を支払いません。ただし、普
通約款等にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
第６条（保険料領収証の発行）
　　当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合
計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に対してはこれ
を発行しません。
第７条（特約の失効）
①　この特約は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した
ことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日（以下「集
金不能日」といいます。）から将来に向かってのみその効力を失います。
盧　集金契約が解除された場合
盪　保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなったとき、その他この
保険契約について団体による保険料の集金が行われなくなった場合
蘯　保険契約者が保険料を給与から差し引くことを拒んだ場合
②　前項第１号の事実が発生したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保
険証券記載の保険契約者の住所（普通約款第１９条（保険契約者の住所変更に関
する通知義務）第１項の規定による通知があった場合は、その住所または通知
先をいいます。以下同様とします。）にあててその旨を通知します。
第８条（特約失効後の未払込分割保険料の払込み）
①　保険契約者は、前条第１項の規定によりこの特約が効力を失ったときは、集
金不能日の属する月の翌月末日までに未払込分割保険料（当該保険年度の年額
保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を差し引い
た額をいいます。以下同様とします。）の全額を団体を経ることなく、一時に当
会社に払い込まなければなりません。
②　当会社は、前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれな
いときは、集金不能日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に生じ
た支払事由については、保険金を支払いません。
③　当会社は、第１項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれ
ないときは、この保険契約を解除することができます。
④　前項の規定により、当会社がこの保険契約を解除したときは、当会社は、遅
滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所にあててその旨を通知
します。この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向か
ってのみその効力を生じます。
⑤　第１項の未払込分割保険料について普通約款第１５条（保険契約の復活）の規
定を準用する場合は、同条第１項の規定中「猶予期間」とあるのは「集金不能
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日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、同条第３項の規定中「払込期
日が到来している未払込保険料」とあるのは「未払込分割保険料および払込期
日が到来している未払込保険料」と読み替えて適用します。
第９条（特約失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法）
①　第７条（特約の失効）第１項の規定によりこの特約が効力を失った場合の翌
保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保
険年度の保険期間の初日応当日とします。
②　保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができ
ます。

団体扱保険料分割払特約条項（口座振替用）

第１条（この特約の適用条件）
　　この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用され
ます。
盧　保険契約者が官公署に勤務していること。
盪　次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約」（以下「集
金契約」といいます。）が締結されていること。
イ�保険契約者が給与の支払を受けている官公署（以下「団体」といいます。）
ロ�団体に勤務する者の生活の安定または福祉の向上等に寄与することを目
的として設立された組織

蘯　保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者（以下「集金者」と
いいます。）に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ�保険契約者が指定する預金口座（以下「指定口座」といいます。）から、
預金口座振替により、保険料を集金者の指定する所定の期日（以下「集金
日」といいます。）に集金すること。
ロ�上記イ�により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。

第２条（保険料の分割払）
　　当会社は、この特約により、保険契約者が保険料（この保険契約に定められ
た保険料をいいます。以下同様とします。）を保険証券記載の回数および金額
（以下「分割保険料」といいます。）に分割して払い込むことを承認します。
第３条（分割保険料の払込み）
①　保険契約者は、第１回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込
むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければ
なりません。
②　第２回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て
払い込まなければなりません。
第４条（保険料が集金者を経て払い込まれる場合の特則）
　　第１回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込ま
れる場合には、新・長期医療保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）
第１条（当会社の責任開始期および責任終期）第３項の規定は適用しません。
第５条（追加保険料の払込み）
①　この特約が付帯された普通約款またはこれに付帯された特約（以下「普通約
款等」といいます。）に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したと
きは、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い
込まなければなりません。
②　保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保
険料領収前に生じた支払事由については、保険金を支払いません。ただし、普
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通約款等にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
第６条（保険料領収証の発行）
　　当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の
合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対しては
これを発行しません。
第７条（特約の失効または解除）
①　この特約は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合、第１号の
事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不
能となった日、または第２号、第３号もしくは第４号の事実のときは、その事
実が発生した日（以下「集金不能日等」といいます。）から将来に向かってのみ
その効力を失います。ただし、第２号については、集金者が保険契約者にかわ
って保険料を集金不能日等の翌日から起算して１か月以内に当会社に支払った
場合には、この限りでありません。
盧　集金契約が解除されたこと。
盪　保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌
日から起算して１か月以内に集金されなかったこと。
蘯　保険契約者が毎月給与の支払を受けなくなったこと。
盻　当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金
を行わなくなった旨の通知を受けたこと。

②　当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数（同
一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は１
名と数えます。）が１０名未満である場合には、この特約を解除することができま
す。
③　第１項第１号もしくは第４号の事実が発生したときまたは前項の規定により
当会社がこの特約を解除したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険
証券記載の保険契約者の住所（普通約款第１９条（保険契約者の住所変更に関す
る通知義務）第１項の規定による通知があった場合は、その住所または通知先
をいいます。以下同様とします。）にあててその旨を通知します。
第８条（特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み）
①　保険契約者は、前条第１項の規定によりこの特約が効力を失ったときは集金
不能日等の属する月の翌月末日までに、同条第２項の規定によりこの特約が解
除されたときは解除日の属する月の翌月末日までに未払込分割保険料（当該保
険年度の保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を
差し引いた額をいいます。以下同様とします。）の全額を集金者を経ることな
く、一時に当会社に払い込まなければなりません。
②　当会社は、前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれな
いときは、集金不能日等または解除日から未払込分割保険料の全額を領収する
までの間に生じた支払事由については、保険金を支払いません。
③　当会社は、第１項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれ
ないときは、この保険契約を解除することができます。
④　前項の規定により、当会社がこの保険契約を解除したときは、当会社は、遅
滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所にあててその旨を通知
します。この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向か
ってのみその効力を生じます。
⑤　第１項の未払込分割保険料について普通約款第１５条（保険契約の復活）の規
定を準用する場合は、同条第１項の規定中「猶予期間」とあるのは「集金不能
日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、同条第３項
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の規定中「払込期日が到来している未払込保険料」とあるのは「未払込分割保
険料および払込期日が到来している未払込保険料」と読み替えて適用します。
第９条（特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法）
①　第７条（特約の失効または解除）第１項の規定によりこの特約が効力を失っ
た場合または同条第２項の規定によりこの特約が解除された場合の翌保険年度
以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の
保険期間の初日応当日とします。
②　保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができ
ます。
第１０条（退職者等に関する特則）
①　保険契約者が、団体の福利厚生制度の一環として団体扱に係る保険契約を締
結することが認められている退職者等である場合は、第１条（この特約の適用
条件）の規定にかかわらず、この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満
たしているときに適用されます。
盧　団体または団体に勤務する者もしくは団体を退職した者の生活の安定もし
くは福祉の向上等に寄与することを目的として設立された組織と当会社との
間に集金契約が締結されていること。
盪　保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾している
こと。
イ�保険契約者の指定口座から、預金口座振替により、保険料を集金手続き
を行い得る最初の集金日に集金すること。
ロ�上記イ�により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。

②　前項の場合、第７条（特約の失効または解除）第１項の適用にあたっては、
同項にいう集金不能日等は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生したと
きに、第１号の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保
険料の集金が不能となった日、または第２号もしくは第３号の事実のときは、
その事実が発生した日とします。
盧　集金契約が解除されたこと。
盪　保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が前項第２
号イ�の集金日の翌日から起算して１か月以内に集金されなかったこと。
蘯　当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金
を行わなくなった旨の通知を受けたこと。

第１１条（普通約款の適用除外）
　　この特約の規定が適用される場合には、普通約款第１２条（口座振替）の規定
は適用しません。

団体扱保険料一括払特約条項

第１条（この特約の適用条件）
　　この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用され
ます。
盧　保険契約者が、官公署、公社、公団、会社等の団体（法人・個人の別を問
いません。以下「団体」といいます。）に勤務し、毎月その団体から給与の支
払を受けていること。
盪　次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書（一括払）」
による保険料集金契約（以下「集金契約」といいます。）が締結されているこ
と。
イ�保険契約者が給与の支払を受けている団体

－　－８６



ロ�団体に勤務する者の生活の安定または福祉の向上等に寄与することを目
的として設立された組織

蘯　保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者（以下「集金者」と
いいます。）に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ�保険契約者から、給与支払日後の最初の集金日（以下「集金日」といい
ます。）に保険料を集金すること。
ロ�上記イ�により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。

第２条（保険料の一括払）
　　当会社は、この特約により、保険契約者が保険料の全額または年額保険料
（この保険契約に定められた１か年分保険料をいいます。以下同様とします。）
を一括して払い込むことを承認します。
第３条（保険料の払込み）
　　保険契約者は、保険料の全額または年額保険料を保険契約締結のとき直接当
会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い
込まなければなりません。
第４条（保険料が集金者を経て払い込まれる場合の特則）
　　前条の保険料の全額または年額保険料が集金契約に定めるところにより、集
金者を経て払い込まれる場合には、新・長期医療保険普通保険約款（以下「普
通約款」といいます。）第１条（当会社の責任開始期および責任終期）第３項の
規定は適用しません。
第５条（追加保険料の払込み）
①　普通約款またはこれに付帯された特約（以下「普通約款等」といいます。）に
定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、
集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりませ
ん。
②　保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保
険料領収前に生じた支払事由については、保険金を支払いません。ただし、普
通約款等にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
第６条（保険料領収証の発行）
　　当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の
合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対しては
これを発行しません。
第７条（特約の失効または解除）
①　この特約は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合、第１号の
事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不
能となった日、または第２号、第３号もしくは第４号の事実のときは、その事
実が発生した日（以下「集金不能日等」といいます。）から将来に向かってのみ
その効力を失います。ただし、第２号については、集金者が保険契約者にかわ
って保険料を集金不能日等の翌日から起算して１か月以内に当会社に支払った
場合には、この限りでありません。
盧　集金契約が解除されたこと。
盪　保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌
日から起算して１か月以内に集金されなかったこと。
蘯　保険契約者が毎月給与の支払を受けなくなったこと。
盻　当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金
を行わなくなった旨の通知を受けたこと。

②　当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数（同
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一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は１
名と数えます。）が１０名未満である場合には、この特約を解除することができま
す。
③　第１項第１号もしくは第４号の事実が発生したときまたは前項の規定により
当会社がこの特約を解除したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険
証券記載の保険契約者の住所（普通約款第１９条（保険契約者の住所変更に関す
る通知義務）第１項の規定による通知があった場合は、その住所または通知先
をいいます。以下同様とします。）にあててその旨を通知します。
第８条（特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み）
①　保険契約者は、前条第１項の規定によりこの特約が効力を失ったときは集金
不能日等の属する月の翌月末日までに、同条第２項の規定によりこの特約が解
除されたときは解除日の属する月の翌月末日までに未払込保険料（払い込まれ
ていない年額保険料をいいます。以下同様とします。）の全額を集金者を経るこ
となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
②　当会社は、前項に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれないと
きは、集金不能日等または解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間
に生じた支払事由については、保険金を支払いません。
③　当会社は、第１項に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない
ときは、この保険契約を解除することができます。
④　前項の規定により、当会社がこの保険契約を解除したときは、当会社は、遅
滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所にあててその旨を通知
します。この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向か
ってのみその効力を生じます。
⑤　第１項の未払込保険料について普通約款第１５条（保険契約の復活）の規定を
準用する場合は、同条第１項の規定中「猶予期間」とあるのは「集金不能日等
または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」と読み替えて適用
します。
第９条（特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法）
①　第７条（特約の失効または解除）第１項の規定によりこの特約が効力を失っ
た場合または同条第２項の規定によりこの特約が解除された場合の翌保険年度
以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の
保険期間の初日応当日とします。
②　保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができ
ます。
第１０条（退職者等に関する特則）
①　保険契約者が、団体の福利厚生制度の一環として団体扱に係る保険契約を締
結することが認められている退職者等である場合は、第１条（この特約の適用
条件）の規定にかかわらず、この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満
たしているときに適用されます。
盧　団体または団体に勤務する者もしくは団体を退職した者の生活の安定もし
くは福祉の向上等に寄与することを目的として設立された組織と当会社との
間に集金契約が締結されていること。
盪　保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾している
こと。
イ�保険契約者から、集金手続きを行い得る最初の集金日に保険料を集金す
ること。
ロ�上記イ�により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
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②　前項の場合、第７条（特約の失効または解除）第１項の適用にあたっては、
同項にいう集金不能日等は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生したと
きに、第１号の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保
険料の集金が不能となった日、または第２号もしくは第３号の事実のときは、
その事実が発生した日とします。
盧　集金契約が解除されたこと。
盪　保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が前項第２号
イ�の集金日の翌日から起算して１か月以内に集金されなかったこと。
蘯　当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金
を行わなくなった旨の通知を受けたこと。

集団扱に関する特約条項

第１条（この特約の適用条件）
　　この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用され
ます。
盧　保険契約者が保険証券記載の集団（以下「集団」といいます。）の構成員
（当該集団自身および当該集団を構成する集団の構成員を含みます。以下同
様とします。）であること。
盪　集団または集団から保険料集金の委託を受けた者と当会社との間に「集団
扱保険料集金に関する契約書」による保険料集金契約（以下「集金契約」と
いいます。）が締結されていること。
蘯　保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者（以下「集金者」と
いいます。）に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ�集金手続を行い得る最初の集金日に保険料を集金すること。
ロ�上記イ�により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。

第２条（保険料の払込方法）
①　当会社は、この特約により、保険契約者が保険料（この保険契約に定められ
た保険料をいいます。以下同様とします。）を一括してまたは保険証券記載の回
数および金額（以下「分割保険料」といいます。）に分割して払い込むことを承
認します。
②　保険契約者が保険料を一括して払い込む場合は、一括払保険料を保険契約締
結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集
金者を経て払い込まなければなりません。
③　保険契約者が保険料を分割して払い込む場合は、第１回分割保険料を保険契
約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところによ
り、集金者を経て払い込まなければなりません。
④　保険契約者が保険料を分割して払い込む場合は、第２回以降の分割保険料を
集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第３条（保険料が集金者を経て払い込まれる場合の特則）
　　前条第２項の一括払保険料または第３項の第１回分割保険料が集金契約に定
めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、新・長期医療保険普
通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第１条（当会社の責任開始期およ
び責任終期）第３項の規定は適用しません。
第４条（追加保険料の払込み）
①　この特約が付帯された普通約款またはこれに付帯された特約（以下「普通約
款等」といいます。）に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したと
きは、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い
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込まなければなりません。
②　保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保
険料領収前に生じた支払事由については、保険金を支払いません。ただし、普
通約款等にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
第５条（保険料領収証の発行）
　　当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の
合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対しては
これを発行しません。
第６条（特約の失効または解除）
①　この特約は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合、第１号の
事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不
能となった日、または第２号もしくは第３号の事実のときは、その事実が発生
した日（以下「集金不能日等」といいます。）から将来に向かってのみその効力
を失います。ただし、第２号については、集金者が保険契約者に代わって保険
料を集金不能日等の翌日から起算して１か月以内に当会社に支払った場合に
は、この限りでありません。
盧　集金契約が解除されたこと。
盪　保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌
日から起算して１か月以内に集金されなかったこと。
蘯　当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金
を行わなくなった旨の通知を受けたこと。

②　当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数（同
一の保険契約者が複数の集団扱に係る特約付保険契約を締結している場合は１
名と数えます。）が１０名未満である場合には、この特約を解除することができま
す。
③　第１項第１号もしくは第３号の事実が発生したときまたは前項の規定により
当会社がこの特約を解除したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険
証券記載の保険契約者の住所（普通約款第１９条（保険契約者の住所変更に関す
る通知義務）第１項の規定による通知があった場合は、その住所または通知先
をいいます。以下同様とします。）にあててその旨を通知します。
第７条（特約の失効または解除後の未払込分割保険料等の払込み）
①　保険契約者は、前条第１項の規定によりこの特約が効力を失ったときは集金
不能日等の属する月の翌月末日までに、同条第２項の規定によりこの特約が解
除されたときは解除日の属する月の翌月末日までに未払込保険料または未払込
分割保険料（当該保険年度の保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の
分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下「未払込分割保険料等」と
いいます。）の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければ
なりません。
②　当会社は、前項に規定する期間内に未払込分割保険料等の全額が払い込まれ
ないときは、集金不能日等または解除日から未払込分割保険料等の全額を領収
するまでの間に生じた支払事由については、保険金を支払いません。
③　当会社は、第１項に規定する期間内に未払込分割保険料等の全額が払い込ま
れないときは、この保険契約を解除することができます。
④　前項の規定により、当会社がこの保険契約を解除したときは、当会社は、遅
滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所にあててその旨を通知
します。この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向か
ってのみその効力を生じます。
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⑤　第１項の未払込分割保険料等について普通約款第１５条（保険契約の復活）の
規定を準用する場合は、同条第１項の規定中「猶予期間」とあるのは「集金不
能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、同条第３
項の規定中「払込期日が到来している未払込保険料」とあるのは「未払込分割
保険料等および払込期日が到来している未払込保険料」と読み替えて適用しま
す。
第８条（特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法）
①　第６条（特約の失効または解除）第１項の規定によりこの特約が効力を失っ
た場合または同条第２項の規定によりこの特約が解除された場合の翌保険年度
以降の保険料の払込方法は、保険料の全額を一括して払い込む場合を除き年払
とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
②　保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができ
ます。

団体による集金扱に関する特約条項

第１条（特約の適用）
　　この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用され
ます。
盧　団体と当会社との間に「団体による集金扱保険料集金に関する契約」（以下
「集金契約」といいます。）が締結されていること。
盪　保険契約者と団体との間に次のことについて同意があること。
イ�保険契約者から集金契約に定める集金日（以下「集金日」といいます。）
に保険料を集金すること。
ロ�前記イ�により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。

第２条（保険料の払込方法）
①　当会社は、この特約により、保険契約者が保険料の全額もしくは年額保険料
（この保険契約に定められた１か年分保険料をいいます。以下同様とします。）
を一括して払い込むことまたは年額保険料を保険証券記載の回数および金額
（以下「分割保険料」といいます。）に分割して払い込むことを承認します。
②　保険契約者が保険料の全額または年額保険料を一括して払い込む場合は、保
険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定める
ところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
③　保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、第１回分割保険料を保
険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところに
より、集金者を経て払い込まなければなりません。
④　保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、第２回以降の分割保険
料を集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりませ
ん。
第３条（保険料が集金者を経て払い込まれる場合の特則）
　　前条第２項の保険料または同条第３項の第１回分割保険料が集金契約に定め
るところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、新・長期医療保険普通
保険約款（以下「普通約款」といいます。）第１条（当会社の責任開始期および
責任終期）第３項の規定は適用しません。
第４条（追加保険料の払込み）
①　普通約款またはこれに付帯された特約（以下「普通約款等」といいます。）に
定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、
集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりませ
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ん。
②　保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保
険料領収前に生じた支払事由については、保険金を支払いません。ただし、普
通約款等にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
第５条（保険料領収証の発行）
　　当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の
合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対しては
これを発行しません。
第６条（特約の失効または解除）
①　この特約は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合、第１号の
事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不
能となった日、または第２号もしくは第３号の事実のときは、その事実が発生
した日（以下「集金不能日等」といいます。）から将来に向かってのみその効力
を失います。ただし、第２号については、集金者が保険契約者に代わって保険
料を集金不能日等から１か月以内に当会社に支払った場合には、この限りであ
りません。
盧　集金契約が解除されたこと。
盪　保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日から
１か月以内に集金されなかったこと。
蘯　当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金
を行わなくなった旨の通知を受けたこと。

②　当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数（同
一の保険契約者が複数の集金扱に係る特約を付帯した保険契約を締結している
場合は１名と数えます。）が１０名未満である場合には、この特約を解除すること
ができます。
③　第１項第１号もしくは第３号の事実が発生したときまたは前項の規定により
当会社がこの特約を解除したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険
証券記載の保険契約者の住所（普通約款第１９条（保険契約者の住所変更に関す
る通知義務）第１項の規定による通知があった場合は、その住所または通知先
をいいます。以下同様とします。）に通知するものとします。
第７条（特約の失効または解除後の未払込分割保険料等の払込み）
①　保険契約者は、前条第１項の規定によりこの特約が効力を失ったときは集金
不能日等の属する月の翌月末日までに、同条第２項の規定によりこの特約が解
除されたときは解除日の属する月の翌月末日までに未払込保険料または未払込
分割保険料（当該保険年度の年額保険料から、すでに払い込まれた当該保険年
度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下「未払込分割保険料等」
といいます。）の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなけれ
ばなりません。
②　当会社は、前項に規定する期間内に未払込分割保険料等の全額が払い込まれ
ないときは、集金不能日等または解除日から未払込分割保険料等の全額を領収
するまでの間に生じた支払事由については、保険金を支払いません。
③　当会社は、第１項に規定する期間内に未払込分割保険料等の全額が払い込ま
れないときは、この保険契約を解除することができます。
④　前項の規定により、当会社がこの保険契約を解除したときは、当会社は、遅
滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所にあててその旨を通知
します。この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向か
ってのみその効力を生じます。
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⑤　第１項の未払込分割保険料等について普通約款第１５条（保険契約の復活）の
規定を準用する場合は、同条第１項の規定中「猶予期間」とあるのは「集金不
能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、同条第３
項の規定中「払込期日が到来している未払込保険料」とあるのは「未払込分割
保険料等および払込期日が到来している未払込保険料」と読み替えて適用しま
す。
第８条（特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法）
①　第６条（特約の失効または解除）第１項の規定によりこの特約が効力を失っ
た場合または同条第２項の規定によりこの特約が解除された場合の翌保険年度
以降の保険料の払込方法は、保険料の全額を一括して払い込む場合を除き年払
とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
②　保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができ
ます。

通信販売に関する特約条項

第１条（保険契約の申込み）
①　当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次の各号に掲げるい
ずれかの方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。
盧　当会社所定の保険契約申込書（以下「申込書」といいます。）に所要の事項
を記載し、当会社または代理店に送付すること。
盪　電話、情報処理機器等の通信手段（以下「通信手段」といいます。）を媒介
し、当会社または代理店に対し保険契約申込みの意思を表示（以下「契約意
思の表示」といいます。）すること。

②　前項第１号の規定により当会社または代理店が申込書の送付を受けたとき
は、保険契約引受の可否を審査し、引受を行うものについては、保険料、保険
料払込期限、保険料の払込方法等を記載した通知書（以下「通知書」といいま
す。）を保険契約者に送付するものとします。
③　第１項第２号の規定により当会社または代理店が契約意思の表示を受けたと
きは、保険契約引受の可否を審査し、引受を行うものについては、通知書およ
び申込書を保険契約者に送付するものとします。保険契約者は、申込書に所要
の事項を記載し、所定の期間内に当会社または代理店に送付するものとしま
す。
第２条（解除－申込書が送付されない場合）
①　当会社は、前条第３項の申込書が所定の期間内に当会社または代理店に送付
されない場合は、この保険契約を解除することができます。
②　当会社は、前項の解除を行う場合には、保険契約者が申し出た住所にあてた
書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険契約者が契約意思の
表示を行った日から将来に向かってその効力を生じます。
第３条（保険料の払込方法）
①　保険契約者は通知書に従い、保険料を払い込まなければなりません。
②　通知書に記載する保険料払込期限は、新・長期医療保険普通保険約款（以下
「普通約款」といいます。）に付帯された他の特約に別の規定がある場合を除き、
保険期間の初日の前日までの当会社が定める日とします。
第４条（解除－保険料不払の場合）
①　当会社は、通知書に記載された保険料について保険料払込期限までに払込み
がない場合は、この保険契約を解除することができます。
②　当会社は、前項の解除を行う場合には、申込書記載の保険契約者の住所（普
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通約款第１９条（保険契約者の住所変更に関する通知義務）第１項の規定による
通知があった場合はその住所または通知先をいいます。）にあてた書面によりそ
の旨を通知します。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってそ
の効力を生じます。
③　前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者にあ
てた通知をもって保険契約者に対する通知とみなします。
盧　普通約款第２４条（保険契約者の変更）第３項の規定によりこの保険契約上
の権利および義務を承継した保険契約者が明らかでないとき。
盪　同項の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者
全員の所在が明らかでないとき。
蘯　前２号のほか、正当な理由により保険契約者に通知できないとき。
第５条（当会社への通知）
　　保険契約者または被保険者が普通約款またはこれに付帯された他の特約の告
知義務または通知義務に関する規定により更正の申出または通知を行う場合
は、書面または通信手段により、当会社または代理店に行うものとします。
第６条（追加保険料の払込期限）
①　普通約款またはこれに付帯された他の特約の告知義務または通知義務に関す
る保険料の請求の規定に基づき、当会社が追加保険料の請求を行う場合、保険
契約者は、当会社の請求する追加保険料を、当会社から送付する通知書記載の
追加保険料の払込期限（以下「追加保険料払込期限」といいます。）までに払い
込むこととします。
②　当会社は、前項の規定に従い追加保険料払込期限までに追加保険料が払い込
まれなかった場合は、当該追加保険料領収前にその原因が生じていた支払事由
については、告知の更正の申出の承認または通知がなかったものとして取り扱
います。
第７条（追加保険料不払いの場合の解除）
　　当会社は、前条第１項の追加保険料払込期限までに追加保険料が払い込まれ
なかった場合は、保険証券記載の保険契約者の住所（普通約款第１９条（保険契
約者の住所変更に関する通知義務）第１項の規定による通知があった場合はそ
の住所または通知先をいいます。）にあてた書面による通知をもって、この保険
契約の解除をすることができます。この場合の解除は、将来に向かってのみそ
の効力を生じます。なお、第４条（解除－保険料不払の場合）第３項の規定は、
この場合において準用します。
第８条（継続契約との関係）
　　普通約款第２９条（保険契約の継続）の規定により、この保険契約が継続され
た場合には、第１条（保険契約の申込み）から第４条（解除－保険料不払の場
合）までの規定は適用しません。
第９条（傷害死亡保険金および傷害後遺障害保険金支払特約が付帯された場合の
取扱）
　　この特約が付帯された保険契約に傷害死亡保険金および傷害後遺障害保険金
支払特約が付帯された場合には、第４条（解除－保険料不払の場合）第３項の
規定中「被保険者」とあるのは「被保険者または傷害死亡保険金受取人」と読
み替えて適用します。

保険金受取人指定特約条項

第１条（保険金受取人の指定）
①　当会社は、この特約により、新・長期医療保険普通保険約款（以下「普通約
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款」といいます。）第３条（当会社の支払責任）の規定にかかわらず、普通約款
に基づいて支払われる保険金については、保険契約者に支払います。
②　この特約が付帯された保険契約に次表に掲げる特約が付帯されているとき
は、当会社は、当該特約の規定にかかわらず、当該特約に基づいて支払われる
次表に掲げる保険金についても前項の保険契約者に支払います。

�
第２条（保険契約の無効）
　　普通約款第１６条（保険契約の無効）に規定する事項のほか、他人を被保険者
とする保険契約について、その者の同意を得なかった場合は、この保険契約は
無効とします。

継続契約の取扱に関する特約条項

　当会社は、この特約により、この特約が付帯された保険契約（以下「この保険
契約」といいます。）の保険証券に記載された保険契約をこの保険契約の継続前の
保険契約とみなし、新・長期医療保険普通保険約款第２９条（保険契約の継続）第
８項第２号および第３号の規定を準用します。

保　　険　　金特　　　　約

入院一時金
三大疾病診断保険金
女性特定疾病入院保険金
女性特定疾病手術保険金
疾病退院後通院保険金
傷害退院後通院保険金
退院一時金

入院一時金支払特約条項
三大疾病診断保険金支払特約条項
女性特定疾病担保特約条項

退院後通院保険金支払特約条項

退院一時金支払特約条項
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　この解約返れい金計算表は、保険金の種類、ご解約時の年齢ごと
の解約返れい金の額を掲載したものです。
　「１２．解約返れい金（Ｐ．１７）」とあわせてご覧ください。
※ご契約の１入院支払限度日数により以下のページをご覧くださ
い。

�
【解約返れい金計算表使用時の注意点】
１�保険料払込期間が短期払（６０歳払済、６５歳払済）のご契約の
保険料払込期間終了後の解約返れい金試算にご使用ください。
①　保険料払込期間が終身払のご契約は、保険期間を通じて解
約返れい金はありません。
②　保険料払込期間が短期払（６０歳払済、６５歳払済）のご契約
は、保険料払込期間中は解約返れい金はありません。

２�本表の解約返れい金の額は、解約保険年度の始期応当日（※）

の翌日における金額となります。
　　なお、解約返れい金の額は１か月単位で変動し本表と異なり
ます。
３�解約年齢は、解約保険年度の始期応当日（※）時点での年齢と
なります。
４�次の条件の違いで解約返れい金の額が変わることはありませ
ん。
①　三大疾病による保険料の払込免除に関する特約の有無
②　保険料払込方法（月払、年払、団体扱・集団扱）
③　予定利率による保険料の変更に関する特約により、保険料
が変更となった場合

５�一部の保険金・特約のみの解約はできません。
６�三大疾病診断保険金支払特約が付帯された契約で、三大疾病
診断保険金が支払われた場合は、三大疾病を被った日の翌日に
この特約は失効します。特約の失効後に解約される場合、この
特約部分の解約返れい金はありません。
（※）保険期間の初日から起算した年ごとの期日

１入院支払限度日数
６０日の場合

Ｐ．９９、１００を
ご覧ください

１入院支払限度日数
１２０日の場合

Ｐ．１０１、１０２を
ご覧ください

－　－９６

解約返れい金計算表
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１　「各保険金の保険金額」と「解約年齢」（注）をもとに、各保険金ご
　※　保険料払込期間が６５歳払済のご契約は、被保険者の年齢が６０
　（注）　解約年齢は、解約保険年度の始期応当日（保険期間の初日

 入 院 保 険 金 保険金種類 

１５�０００円１２�０００円１０�０００円７�０００円５�０００円 入院保険金日額 

単位：円解約年齢
８３５�２７５６６８�２２０５５６�８５０３８９�７９５２７８�４２５６０歳
８３８�５００６７０�８００５５９�０００３９１�３００２７９�５００６１歳
８４０�９６０６７２�７６８５６０�６４０３９２�４４８２８０�３２０６２歳
８４２�７３０６７４�１８４５６１�８２０３９３�２７４２８０�９１０６３歳
８４３�９７５６７５�１８０５６２�６５０３９３�８５５２８１�３２５６４歳
８４４�７１０６７５�７６８５６３�１４０３９４�１９８２８１�５７０６５歳
８４５�０１０６７６�００８５６３�３４０３９４�３３８２８１�６７０６６歳
８４４�９５０６７５�９６０５６３�３００３９４�３１０２８１�６５０６７歳
８４４�５９０６７５�６７２５６３�０６０３９４�１４２２８１�５３０６８歳
８４３�２４０６７４�５９２５６２�１６０３９３�５１２２８１�０８０６９歳
８４０�９４５６７２�７５６５６０�６３０３９２�４４１２８０�３１５７０歳
８３６�５６５６６９�２５２５５７�７１０３９０�３９７２７８�８５５７１歳
８３１�３１５６６５�０５２５５４�２１０３８７�９４７２７７�１０５７２歳
８２５�２４０６６０�１９２５５０�１６０３８５�１１２２７５�０８０７３歳
８１７�１８５６５３�７４８５４４�７９０３８１�３５３２７２�３９５７４歳
８０７�１９５６４５�７５６５３８�１３０３７６�６９１２６９�０６５７５歳
７９５�２８５６３６�２２８５３０�１９０３７１�１３３２６５�０９５７６歳
７８１�４４０６２５�１５２５２０�９６０３６４�６７２２６０�４８０７７歳
７６５�５５５６１２�４４４５１０�３７０３５７�２５９２５５�１８５７８歳
７４７�５８５５９８�０６８４９８�３９０３４８�８７３２４９�１９５７９歳
７２７�５３０５８２�０２４４８５�０２０３３９�５１４２４２�５１０８０歳
７０３�１８５５６２�５４８４６８�７９０３２８�１５３２３４�３９５８１歳
６７６�７５５５４１�４０４４５１�１７０３１５�８１９２２５�５８５８２歳
６４８�１５０５１８�５２０４３２�１００３０２�４７０２１６�０５０８３歳
６１９�１８５４９５�３４８４１２�７９０２８８�９５３２０６�３９５８４歳
５８９�８７５４７１�９００３９３�２５０２７５�２７５１９６�６２５８５歳
５６０�２２０４４８�１７６３７３�４８０２６１�４３６１８６�７４０８６歳
５３０�１１５４２４�０９２３５３�４１０２４７�３８７１７６�７０５８７歳
４９９�５６０３９９�６４８３３３�０４０２３３�１２８１６６�５２０８８歳
４７０�０８５３７６�０６８３１３�３９０２１９�３７３１５６�６９５８９歳
４４１�７０５３５３�３６４２９４�４７０２０６�１２９１４７�２３５９０歳
４１４�６００３３１�６８０２７６�４００１９３�４８０１３８�２００９１歳
３８８�６９５３１０�９５６２５９�１３０１８１�３９１１２９�５６５９２歳
３６４�０９５２９１�２７６２４２�７３０１６９�９１１１２１�３６５９３歳
３４０�８４５２７２�６７６２２７�２３０１５９�０６１１１３�６１５９４歳
３１８�８５５２５５�０８４２１２�５７０１４８�７９９１０６�２８５９５歳
２９７�９６０２３８�３６８１９８�６４０１３９�０４８９９�３２０９６歳
２７８�９２５２２３�１４０１８５�９５０１３０�１６５９２�９７５９７歳
２６０�６５５２０８�５２４１７３�７７０１２１�６３９８６�８８５９８歳
２４３�８８５１９５�１０８１６２�５９０１１３�８１３８１�２９５９９歳

�  解約返れい金計算表

２　解約返れい金
　（各保険金の解約返れい金の合計が、ご契約の解約返れい金となります。）

①入院保険金
�

解約返れい金（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

円円

３　解約返れい金の算出例
＜条件（例）＞　■入院保険金日額：５�０００円　入院一時金：５万円　女性特定疾病入院保険金：なし 

①入院保険金
�

解約返れい金（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

　 ２８０�３１５ 円　 ５３３�４１５ 円
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との解約返れい金をご確認ください。
歳から６４歳の年度の解約返れい金はありません。
から起算した年ごとの期日）時点での年齢となります。

退院一時金退院後通院
保険金

三大疾病診断
保険金

女性特定疾病
入院保険金入院一時金

１０万円３�０００円１００万円５�０００円５万円

単位：円

４６�７７０６２�０５８１５１�８５０７４�１９０９０�０７０
４６�６５０６２�３８８１５３�４１０７４�３９０９０�２８０
４６�５００６２�６９７１５４�９３０７４�５８０９０�４４０
４６�３２０６２�９８５１５６�４１０７４�７６０９０�５４５
４６�１００６３�２３４１５７�８３０７４�８７０９０�５６５
４５�８４０６３�４４７１５９�１５０７４�９１５９０�４９５
４５�５３０６３�６２１１６０�３８０７４�９００９０�３４０
４５�１８０６３�７７１１６１�５１０７４�８２５９０�１０５
４４�８００６３�８９７１６２�５２０７４�７００８９�８０５
４４�３６０６４�００８１６３�４２０７４�４６５８９�３９０
４３�８８０６４�１０７１６４�２４０７４�１２５８８�８６０
４３�２７０６４�１２２１６４�９９０７３�５７０８８�０８５
４２�６１０６４�１４３１６５�７１０７２�９１０８７�１９５
４１�９００６４�１７３１６６�３７０７２�１６０８６�２１０
４１�１１０６４�１６７１６６�９７０７１�２９０８５�０２５
４０�２５０６４�１３１１６７�４５０７０�３１０８３�６４５
３９�２９０６４�０８０１６７�８３０６９�２２５８２�０７０
３８�２６０６４�０２３１６８�１００６８�０４０８０�３００
３７�１３０６３�９５７１６８�２８０６６�７４５７８�３２５
３５�９８０６３�８３７１６８�３５０６５�３３０７６�１９０
３４�７９０６３�６８７１６８�３００６３�８０５７３�９００
３３�４６０６３�３９０１６８�１２０６２�０００７１�２１５
３２�１１０６３�１１４１６７�７８０６０�１００６８�３８０
３０�７４０６２�８８０１６７�３００５８�１０５６５�３８５
２９�４１０６２�６９１１６６�６２０５６�２０５６２�５００
２８�１５０６２�５９２１６５�７３０５４�４１５５９�７３０
２６�９５０６２�６３４１６４�５９０５２�７６０５７�１００
２５�８４０６２�８８３１６３�１３０５１�２００５４�６２０
２４�８００６３�３９３１６１�３２０４８�１７５５２�３１０
２３�７７０６３�５５５１５９�１７０４５�２６０５０�０２０
２２�７４０６３�４０２１５６�７８０４２�４６０４７�７４５
２１�７３０６２�９７６１５４�１５０３９�７９０４５�５２０
２０�７３０６２�２９５１５１�２９０３７�２５０４３�３３５
１９�７６０６１�３９５１４８�２２０３４�８３５４１�２１０
１８�８００６０�３０６１４４�９６０３２�５６０３９�１５５
１７�８８０５９�０２８１４１�７１０３０�４１０３７�１６０
１６�９７０５７�５４６１３８�９１０２８�３７５３５�２１０
１６�１２０５６�００４１３６�２３０２６�５２５３３�３９５
１５�２７０５４�１５９１３４�９３０２４�７５５３１�５７５
１４�４５０５２�０９８１３６�６１０２３�１３５２９�８３５

１入院支払限度日数
６０日用

⑥退院一時金
�

⑤退院後通院
保険金

�
④三大疾病診断
保険金

�
③女性特定疾病
入院保険金

�
②入院一時金

�
円円円円円

三大疾病診断保険金：１００万円　退院後通院保険金：なし　退院一時金：なし　解約年齢：７０歳

⑥退院一時金
�

⑤退院後通院
保険金

�
④三大疾病診断
保険金

�
③女性特定疾病
入院保険金

�
②入院一時金

�
円円１６４�２４０円円８８�８６０円



－　－９９

２　解約返れい金
　（各保険金の解約返れい金の合計が、ご契約の解約返れい金となります。）

①入院保険金
�

解約返れい金（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

円円

３　解約返れい金の算出例
＜条件（例）＞　■入院保険金日額：５�０００円　入院一時金：５万円　女性特定疾病入院保険金：なし 

①入院保険金
�

解約返れい金（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

　 ３４０�４００ 円　 ５９３�５００ 円

１　「各保険金の保険金額」と「解約年齢」（注）をもとに、各保険金ご
　※　保険料払込期間が６５歳払済のご契約は、被保険者の年齢が６０
　（注）　解約年齢は、解約保険年度の始期応当日（保険期間の初日

�  解約返れい金計算表

 入 院 保 険 金 保険金種類 

１５�０００円１２�０００円１０�０００円７�０００円５�０００円 入院保険金日額 

単位：円解約年齢
１�００６�４１０８０５�１２８６７０�９４０４６９�６５８３３５�４７０６０歳
１�０１０�９１０８０８�７２８６７３�９４０４７１�７５８３３６�９７０６１歳
１�０１４�５２５８１１�６２０６７６�３５０４７３�４４５３３８�１７５６２歳
１�０１７�３４５８１３�８７６６７８�２３０４７４�７６１３３９�１１５６３歳
１�０１９�５８０８１５�６６４６７９�７２０４７５�８０４３３９�８６０６４歳
１�０２１�２６０８１７�００８６８０�８４０４７６�５８８３４０�４２０６５歳
１�０２２�４１５８１７�９３２６８１�６１０４７７�１２７３４０�８０５６６歳
１�０２３�１９５８１８�５５６６８２�１３０４７７�４９１３４１�０６５６７歳
１�０２３�６４５８１８�９１６６８２�４３０４７７�７０１３４１�２１５６８歳
１�０２２�９８５８１８�３８８６８１�９９０４７７�３９３３４０�９９５６９歳
１�０２１�２００８１６�９６０６８０�８００４７６�５６０３４０�４００７０歳
１�０１７�０３０８１３�６２４６７８�０２０４７４�６１４３３９�０１０７１歳
１�０１１�８５５８０９�４８４６７４�５７０４７２�１９９３３７�２８５７２歳
１�００５�７６５８０４�６１２６７０�５１０４６９�３５７３３５�２５５７３歳
９９７�３５０７９７�８８０６６４�９００４６５�４３０３３２�４５０７４歳
９８６�６２５７８９�３００６５７�７５０４６０�４２５３２８�８７５７５歳
９７３�６６５７７８�９３２６４９�１１０４５４�３７７３２４�５５５７６歳
９５８�４７０７６６�７７６６３８�９８０４４７�２８６３１９�４９０７７歳
９４０�８９０７５２�７１２６２７�２６０４３９�０８２３１３�６３０７８歳
９２０�６４０７３６�５１２６１３�７６０４２９�６３２３０６�８８０７９歳
８９７�７５０７１８�２００５９８�５００４１８�９５０２９９�２５０８０歳
８６９�５６５６９５�６５２５７９�７１０４０５�７９７２８９�８５５８１歳
８３８�７４０６７０�９９２５５９�１６０３９１�４１２２７９�５８０８２歳
８０５�２００６４４�１６０５３６�８００３７５�７６０２６８�４００８３歳
７７１�０１５６１６�８１２５１４�０１０３５９�８０７２５７�００５８４歳
７３６�１８５５８８�９４８４９０�７９０３４３�５５３２４５�３９５８５歳
７００�７２５５６０�５８０４６７�１５０３２７�００５２３３�５７５８６歳
６６４�５４５５３１�６３６４４３�０３０３１０�１２１２２１�５１５８７歳
６２７�６００５０２�０８０４１８�４００２９２�８８０２０９�２００８８歳
５９１�８５５４７３�４８４３９４�５７０２７６�１９９１９７�２８５８９歳
５５７�３４０４４５�８７２３７１�５６０２６０�０９２１８５�７８０９０歳
５２４�２９５４１９�４３６３４９�５３０２４４�６７１１７４�７６５９１歳
４９２�６１５３９４�０９２３２８�４１０２２９�８８７１６４�２０５９２歳
４６２�４３５３６９�９４８３０８�２９０２１５�８０３１５４�１４５９３歳
４３３�８４５３４７�０７６２８９�２３０２０２�４６１１４４�６１５９４歳
４０６�７１０３２５�３６８２７１�１４０１８９�７９８１３５�５７０９５歳
３８０�８５０３０４�６８０２５３�９００１７７�７３０１２６�９５０９６歳
３５７�２２５２８５�７８０２３８�１５０１６６�７０５１１９�０７５９７歳
３３４�４４０２６７�５５２２２２�９６０１５６�０７２１１１�４８０９８歳
３１３�３９５２５０�７１６２０８�９３０１４６�２５１１０４�４６５９９歳



－　－１００

⑥退院一時金
�

⑤退院後通院
保険金

�
④三大疾病診断
保険金

�
③女性特定疾病
入院保険金

�
②入院一時金

�
円円円円円

三大疾病診断保険金：１００万円　退院後通院保険金：なし　退院一時金：なし　解約年齢：７０歳

⑥退院一時金
�

⑤退院後通院
保険金

�
④三大疾病診断
保険金

�
③女性特定疾病
入院保険金

�
②入院一時金

�
円円１６４�２４０円円８８�８６０円

との解約返れい金をご確認ください。
歳から６４歳の年度の解約返れい金はありません。
から起算した年ごとの期日）時点での年齢となります。

退院一時金退院後通院
保険金

三大疾病診断
保険金

女性特定疾病
入院保険金入院一時金

１０万円３�０００円１００万円５�０００円５万円

単位：円

４６�７７０６２�０５８１５１�８５０８１�９２０９０�０７０
４６�６５０６２�３８８１５３�４１０８２�１５５９０�２８０
４６�５００６２�６９７１５４�９３０８２�３７０９０�４４０
４６�３２０６２�９８５１５６�４１０８２�５７０９０�５４５
４６�１００６３�２３４１５７�８３０８２�６９０９０�５６５
４５�８４０６３�４４７１５９�１５０８２�７３０９０�４９５
４５�５３０６３�６２１１６０�３８０８２�６９５９０�３４０
４５�１８０６３�７７１１６１�５１０８２�６００９０�１０５
４４�８００６３�８９７１６２�５２０８２�４３５８９�８０５
４４�３６０６４�００８１６３�４２０８２�１５０８９�３９０
４３�８８０６４�１０７１６４�２４０８１�７５０８８�８６０
４３�２７０６４�１２２１６４�９９０８１�１１０８８�０８５
４２�６１０６４�１４３１６５�７１０８０�３６０８７�１９５
４１�９００６４�１７３１６６�３７０７９�５００８６�２１０
４１�１１０６４�１６７１６６�９７０７８�５１０８５�０２５
４０�２５０６４�１３１１６７�４５０７７�３９０８３�６４５
３９�２９０６４�０８０１６７�８３０７６�１４５８２�０７０
３８�２６０６４�０２３１６８�１００７４�７８５８０�３００
３７�１３０６３�９５７１６８�２８０７３�２９０７８�３２５
３５�９８０６３�８３７１６８�３５０７１�７００７６�１９０
３４�７９０６３�６８７１６８�３００７０�０１０７３�９００
３３�４６０６３�３９０１６８�１２０６８�０４０７１�２１５
３２�１１０６３�１１４１６７�７８０６６�０００６８�３８０
３０�７４０６２�８８０１６７�３００６３�８９５６５�３８５
２９�４１０６２�６９１１６６�６２０６１�８１５６２�５００
２８�１５０６２�５９２１６５�７３０５９�７７０５９�７３０
２６�９５０６２�６３４１６４�５９０５７�７８５５７�１００
２５�８４０６２�８８３１６３�１３０５５�８２０５４�６２０
２４�８００６３�３９３１６１�３２０５２�５２０５２�３１０
２３�７７０６３�５５５１５９�１７０４９�３４５５０�０２０
２２�７４０６３�４０２１５６�７８０４６�２９０４７�７４５
２１�７３０６２�９７６１５４�１５０４３�３８５４５�５２０
２０�７３０６２�２９５１５１�２９０４０�６１０４３�３３５
１９�７６０６１�３９５１４８�２２０３７�９８０４１�２１０
１８�８００６０�３０６１４４�９６０３５�５００３９�１５５
１７�８８０５９�０２８１４１�７１０３３�１５５３７�１６０
１６�９７０５７�５４６１３８�９１０３０�９３５３５�２１０
１６�１２０５６�００４１３６�２３０２８�９１５３３�３９５
１５�２７０５４�１５９１３４�９３０２６�９９０３１�５７５
１４�４５０５２�０９８１３６�６１０２５�２２５２９�８３５

１入院支払限度日数
１２０日用
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